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令和２年第２回与論町議会定例会会議録 

令和２年６月１５日（月曜日）午前９時００分開会 

 

１ 議事日程（第１号） 

  開会の宣告 

  第１ 会議録署名議員の指名 

  第２ 会期の決定 

  第３ 諸般の報告 

  第４ 議案第２０号 町長等の給与等の特例に関する条例 

  第５ 議案第２１号 議会議員の議員報酬等の特例に関する条例 

  第６ 議案第３０号 令和２年度与論町一般会計補正予算(第５号) 

  第７ 一般質問 

 

２ 出席議員（１０人） 

  １番 遠 山 勝 也 君      ２番 沖 野 一 雄 君 

  ３番 川 村 武 俊 君      ４番 林   敏 治 君 

  ５番 髙 田 豊 繁 君      ６番 町   俊 策 君 

  ７番 大 田 英 勝 君      ８番 野 口 靖 夫 君 

  ９番 林   隆 壽 君     １０番 福 地 元一郎 君 

 

３ 欠席議員（０人）      欠員（０人） 

 

４ 地方自治法第１２１条による出席者（１９人） 

町    長 山   元 宗 君  副 町 長 久 留 満 博 君 

教 育 長 町 岡 光 弘 君  選挙管理委員会委員長 平 田 暢 孝 君 

総務企画課長 
       沖 島 範 幸 君  会計管理者兼会計課長 大 角 周 治 君 兼選挙管理委員会書記長 

税 務 課 長 武 東 真奈美 君  町民福祉課長 田 畑 文 成 君 

環 境 課 長 白 尾 与志一 君  農業委員会事務局長 久 野 泰 司 君 

産業振興課長 山 下 哲 博 君  商工観光課長 松 村 靖 志 君 

建 設 課 長 町 本 和 義 君  教育委員会事務局長 田 畑 博 徳 君 

教育委員会生涯学習課長 朝 岡 芳 正 君  水 道 課 長 仁  和 男 君 

与論こども園長 富士川 智恵美 君  茶花こども園長 富   千加代 君 

那間こども園長 龍 野 勝 志 君 
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５ 議会事務局職員出席者（２人） 

事 務 局 長 川 上 嘉 久 君  書    記 池 田 レ ミ 君 
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開会 午前９時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（福地元一郎君） ただいまから、令和２年第２回与論町議会定例会を開会しま

す。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（福地元一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、３番川村武俊君、８番野口靖夫君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（福地元一郎君） 日程第２、会期決定の件を議題にします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月１９日までの５日間にしたいと

思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から６月１９日までの５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（福地元一郎君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

報告事項につきましては配付してありますが、その概要につきましては、事務局

長に朗読させます。 

なお、本会議に提出されました請願・陳情につきましては、請願・陳情文書表の

とおり、関係常任委員会で審査をお願いします。 

事務局長。 

○議会事務局長（川上嘉久君） 諸般の報告をいたします。 

町長から与論辺地総合整備計画の変更に係る専決処分の報告について、提出され

ています。その写しを配付してありますので、御一読ください。 

閉会中における町外での会議・活動等については、次のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

○議長（福地元一郎君） これで諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第２０号 町長等の給与等の特例に関する条例 
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○議長（福地元一郎君） 日程第４、議案第２０号「町長等の給与等の特例に関する条

例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） おはようございます。よろしくお願いをいたします。 

議案第２０号、町長等の給与等の特例に関する条例の提案理由を申し上げます。 

本条例は、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策及び感染拡大に伴う緊急経

済対策の財源確保を目的に、町長、副町長及び教育長の給料、期末手当を減額する

ために必要な事項を定めるものです。 

給料等の減額内容は、６月からの３か月間、町長が３０％、副町長及び教育長が

２０％減額とし、期末手当については、６月支給分を町長が３０％、副町長及び教

育長が２０％減額としています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

８番。 

○８番（野口靖夫君） ただいまの町長の趣旨説明で十分意味はわかりました。私がお

聞きしたいのは、今回の６月の第２回定例会において、９人の議員が、新型コロナ

ウイルス感染症の影響についての対策を求めて一般質問が出されています。それは

お互いに議員も執行部も、それなりに本町の町民のことを考えて、真剣に取り組ま

なければならないという意思の表れだと思います。そうなると、町長の趣旨説明が

ありましたが、これから一般質問するにおいて、町長が本当に真剣に取り組んでい

くというただ単なるパフォーマンスではなくて、どういうことでもって本当に真剣

に取り組んでいくかという、そのあふれんばかりの決意をちょっとお聞かせいただ

けませんか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。このコロナウイルスの感染症というの

は、私が町長になってから、本当にこういうことが起こるんだなというふうに思っ

ています。与論は御承知のとおり、医療機関それから医療体制も脆弱です。また、

離島という条件から本当に自分たちの島で、もしコロナウイルス感染が起こった場

合には、感染対策をこの島で完結しなければならないという、本当に必死な思いで

ございまして、とにかくまず島にコロナウイルスが入ってこない、そういうふうな

対策をまず考えていたわけでありまして、空港や港でできる限りのまず防衛措置を
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していくということ、そして対策本部を立ち上げまして、全部で医療機関とあるい

は徳之島の保健所からもお招きをして対策会議を行っています。とにかく私たちの

町民の命を守るのは、この際、町民の意識の高揚とそして職員のまた一生懸命な努

力と現議会議員の皆様方にも協力をいただきながら、みんなで真剣に取り組まなけ

ればいけないというふうに考えて、これからもまだまだ続くようですが、一生懸命

頑張ってまいりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） 町長の熱意を僕は確かに受け止めました。この決意のもとにた

だパフォーマンスで終わるのではなくして、本当に心底、我々議員も執行部も、町

民が今の農業はあるいは観光は、その基幹産業である職場の中でどれだけ苦しん

で、どれだけ必死になってもがいておられるかということの実態を我々が受け止め

て、それで対策を練っていかなければならないと私は思っておりまして、今度の一

般質問は、それを中心に恐らくほかの９人の議員もされるのではないかと思います

ので、新しいその町長の今の決意を今聞いて、すっかり安心いたしましたので、一

般質問の時間を有効に活用できればと思います。御答弁ありがとうございます。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） ただいまの町長の減額が３０％、そして副町長の減額が２

０％、そして教育長が２０％の減額というふうに決定をされているようですが、こ

れは何を基準にして取り決めをされたのか。あるいはまた近隣の沖永良部の金額に

よって、またそれを参考にしながら決定されたのかお伺いをいたします。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 私たちの与論町は、観光で成り立っている島です。よそからお

客様が来ることによって、私たちの経済に及ぼす影響は非常に多大なものがあると

考えておりまして、ほかの島々の農業を担っている島とかといろいろなので比べれ

ば、私たちは、本当にそれ以上のことを考えて実行しなければならないという切実

な思いです。そういうことで、ほかの島も参考にしながら、私たちでできるだけの

ことをしてまいりたいというふうなことです。とにかく観光業、それに関する産業

あるいは農業の花卉等、たくさんの産業に、町民の生活に影響を及ぼしていて、大

変だなとつくづく思うわけですので、我々少ないことは少ないのですが、精一杯み

んなと心を一つにしようということでやっているところです。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） やはり町民の立場になって考えていかなければいけないと思い

ますが、本当に私は、すばらしい考え方でこれを決定されたのではないかと思っ

て、本当に皆さんの今後の考え方、そしてこれからのまた与論町の発展のためにひ
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とつ努力されていただきますように、重ねてお願いをいたしまして終わります。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

５番。 

○５番（髙田豊繁君） それでは、総務企画課長にちょっとお伺いします。この今の議

案と次に議会議員の分が出ているわけですけど、８月までということですが、総額

でどのくらいの見積もりになりますか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） お答えいたします。 

まず、町長、副町長、教育長の給与それから期末手当につきましては、給与につ

きましては３カ月間、それから期末手当は６月の手当分で合計１９１万８７８０円

です。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２０号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２０号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２０号、町長等の給与等の特例に関する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２０号、町長等の給与等の特例に関する条例は、原案のとお

り可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第２１号 議会議員の議員報酬等の特例に関する条例 

○議長（福地元一郎君） 日程第５、議案第２１号「議会議員の議員報酬等の特例に関

する条例」を議題とします。 
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本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第２１号、議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の提

案理由を申し上げます。 

本条例は、議長から申入れがあった新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う

緊急経済対策の財源確保のため、議員報酬及び期末手当を減額するために必要な事

項を定めるものです。 

報酬等の減額内容は、６月からの３か月間、議員報酬を２０％減額とし、期末手

当については、６月支給分を２０％減額としています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２１号、議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を採決しま

す。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２１号、議会議員の議員報酬等の特例に関する条例は、原案

のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第３０号 令和２年度与論町一般会計補正予算（第５号） 
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○議長（福地元一郎君） 日程第６、議案第３０号「令和２年度与論町一般会計補正予

算（第５号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３０号、令和２年度与論町一般会計補正予算（第５号）

について提案理由を申し上げます。 

歳入の主なものとしまして、財政調整基金繰入金１億６３８７万５０００円、繰

越金７０００万円などを追加しています。 

次に、歳出の主なものとしまして、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業

費として合計７６３０万６０００円、園芸振興費１０８５万６０００円、ヨロン特

産品支援センター運営費６３１万３０００円、住宅管理費２８１７万９０００円、

清掃センター解体撤去事業基金への積立金に７０００万円などを追加しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ２億６４００万５０００円を追加し、一般会計予算総額

５２億７０２６万９０００円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（沖野一雄君） 今回の補正につきましては、今町長から説明がありましたよう

に新型コロナウイルスの感染症対策というのが主な内容かと承知していますが、い

くつかコロナ対策感染を含めて、ほかの内容のものについても若干質問をしてみた

いと思います。 

まず、予算書の１２ページの下から２行目、３行目の財産管理費の委託料、業務

委託料として旧庁舎の解体事業家屋調査業務３７１万円が組まれていますが、当初

予算書に確か解体設計委託に４３０万円が組まれていたと思うのですが、どちらか

といえば、解体設計委託の前にその家屋調査業務のほうが先かなと思ったりもする

のですが、そのあたりの関連も含めて、その解体調査業務の委託の想定先とその内

容について説明を求めたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） お答えいたします。 

この内容につきましては、旧庁舎の周りの住居の調査ということで、特に解体す

る際にブレーカーとかその基礎の破壊だとかというときに、その影響が近隣住家に

影響しないかということの、前もっての調査を行うものでございまして、現在その
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周りの６軒の住宅、倉庫、店舗等について調査を予定してございます。本来であれ

ば、当初に設計等を合わせて、若しくは別々かと思いますが、ちょっと漏れていた

ということもありまして、今回解体に伴う家屋調査業務ということで計上させてい

ただいています。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） おおむねわかりましたが、では、その想定している委託先はど

ちらになるのですか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） こちらにつきましては、こういった住宅調査を取り

扱っています業者、こういったところを書面回答で選定して指名競争入札という形

で行いたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） わかりました。では次に行きます。 

１３ページのやや下のほうに、１１目の島づくり対策費の中で、補助金のところ

で一般コミュニティ助成事業２５０万円減額になっています。確か当初予算では２

集落、東区と城が予定されていますというお話でしたが、どこか１カ所がお断りに

なったのか、できない事情が生じたのか、そのあたりの説明。そしてせっかくその

２５０万円、全額特定財源として入ってくるわけですので、その代わりとなる代替

の集落というか、ほかの受け皿はなかったのですか。そこの説明を求めます。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） お答えいたします。 

昨年度は、２集落の申請をして、実績も２集落で行われたのですけど、今年は城

と東区集落ということで各２５０万円ずつ計上しています。この制度につきまして

は、宝くじの原資をもって交付される１００％の助成金となるのですが、最初その

２集落について要望書を上げておりましたが、本年度につきましては、１集落しか

予算が配当できないということで、先般自治公民館連絡協議会にも申し上げたとこ

ろですが、本年度につきましては１集落ということでお願いしてございます。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） ちょっと残念ですが、せっかく１００％補助ですので、是非め

いっぱいその事業の活用ができるように要請をしたいと、これからもお願いをした

いと思います。 

次に、２０ページのちょっと上のほうの保健衛生費の清掃事業緊急経済対策事業
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費、コロナ対策の１つかと思うのですけど、金額は小さいのですが、町単独で備品

テント１０万円使うということですけど、これの簡単な説明を求めたいと思いま

す。２０ページのテント購入費です。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） このテントの１０万円は、今リサイクルセンターのほうで、

指定されている家電関係以外の電化製品が、かなりたくさん廃棄をされています。

我々もあの処分については非常に苦慮しているところですが、向こうで夏場どうし

ても炎天下の中で作業員が処理をしているという現状ですので、何とかテントの１

張りでも買って、その作業の効率が上がるような形が取れればということで、この

テントの予算を計上しています。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 十分理解できました。是非、そのように処置をしていただきた

いと思います。 

それから、２２ページの水産業費の水産振興費の中の補助金についてです。県単

独補助補助金、離島漁業再生支援交付金として２８７万円の減額になっています。

当初では確か１５４７万４０００円計上されていたのですが、これは多分補助金の

交付先は漁業協同組合かなと思っているのですけど、県の補助がかなり大きいわけ

で、交付金ですので。ありがたい事業なのですが、なぜ２８７万円も減額になるの

か。入札の結果そうなったのか、６月の議会で早くも２８７万円の減額が生じてい

るというのは、どういう事情があるのでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 

この総額につきましては、延長とか指標で決められているのですが、今回国の補

助金については当初要望したとおり７００万２０００円、そして県が３５０万１０

００円あったところが、県の財政が厳しいということで、県の補助金がカットされ

ました。その分の事業費を今回減額したところです。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 今の説明ですと、県の財政の事情でカットされたと、県の分が

カットされたというお話でしたが、その当初には、結局当初予算を計上する段階で

も、内示というか内々示というか、そういったこともあったと思うのですけど、そ

のカットされた県の理由、説明はどういったふうになっていますか。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） その中身については、まだきちんと問い合わせはいた
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しておりません。ただ、当初１２月にかけて、その要望について各指標を基に係数

を掛けたり、漁協集落人口を係数で表して、概算を要求するわけでしたが、国のほ

うにつきましては、それの２分の１ということで満額ありました。しかしながら県

につきましては、今回の５月でしたか、そのあたりで減額するということであった

ものですから、今回県の補助金のみ減額をしたところです。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） あまり納得できませんが、是非、鹿児島県に対しては、県庁に

対しては、町長も副町長もそうですが、是非しっかり働きかけていただいて、こう

いった大事な補助率の高い補助金については、しっかり確保していただきますよう

にお願いをしておきたいと思います。以前から、鹿児島県、県庁というところは、

非常に沖縄県あたりと比べると考え方がちょっと違ってですね、少し南のほうに対

してあまり構ってもらえないようなところがちょっとあります。そういうところ

で、しっかり県知事も今度変わるかそのままかわかりませんが、しっかり南のほう

として、南の一番端、与論町としての主張をしっかり強く考え方、主張をそれなり

にしていただいて、こういった補助金のカットとか、県の財政の勝手な都合によっ

てそれをカットされないように、是非お願いしておきたいと思います。いろいろな

町民所得を見ても、奄美群島は非常に低いです。鹿児島県の中でもですね。全国の

中でもかなり低いですし、そういったことで町民の所得を上げるためには、こう

いった一次産業、農業であるとか水産業であるとかそういった産業の振興につなが

るような、こういった補助金のカットというのは、非常にこれはゆゆしき事態だと

思っていますので、是非今後、課長、特に努力をしていただいて、鹿児島県にしっ

かり働き掛けをしていただきたいと要請したいと思います。 

次に、２４ページ。これはコロナの関係だと思うのですけど、２４ページの節の

一番最初に出てくる工事請負費のところです。商工観光業等緊急経済対策事業費、

町単の工事費として感染者隔離利用関係宿泊等整備工事というのが９３８万３００

０円計上されています。その下のほうは、いわゆるＧｏＴｏキャンペーンのあれだ

と思うのですけど、そこは恐らくほかの方が質問されるでしょうから、私は、この

一番最初の町単独工事費の感染者隔離利用関係宿泊等９３８万３０００円の内容説

明を求めたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） ただいまの質問につきまして御説明いたします。 

ただいま大金久のほうにコテージが６棟、商工観光課の施設ですが、そちらにト

イレ、シャワーが入っているユニットバスを設置しまして、感染者の隔離とかに使

えるようにということで計画しています。あと、隣のマリン倉庫に事務所があるの
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ですが、そちらにシャワーと簡易に宿泊できるところをつくりまして、医療スタッ

フなどが待機できるように計画しています。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） わかりました。しっかり有効活用していただきたいと思いま

す。 

次に、コロナの関係で大事なところですので、ちょっと細かいところになります

けど、２６ページの一番下のほう、災害関連緊急経済対策事業費、町単備品として

クロスメディカルスクリーン、非接触体温計、簡易折りたたみベッド、こういった

ものの使い方、またどういうところで使うことを想定されているのか説明を求めた

いと思います。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） お答えいたします。 

こちらの備品購入費につきましては、特に災害避難所を想定した形で購入を計画

しています。まず、クロスメディアスクリーンにつきましては、特に妊婦さんとか

そういった援護者、人の介助が必要な方を対象として２０脚を予定しています。 

それから非接触体温計は１５個を予定しています。今回一般質問でもありますと

おり、避難所の開設が普段よりはちょっと増えてくる可能性もありまして、そう

いったところで避難所に入られるとき、あるいは入った後で定期的に検温していた

だくということで考えて１５個購入の予定です。 

それから、簡易折りたたみベッドも同じですが、３０台を予定しているところで

す。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） わかりましたが、ちょっと細かいところ、この簡易折りたたみ

ベッド３０台で４５万円なのですが、いろいろネットとかで情報を見てみますと、

お金のないところは段ボールをうまく使った、段ボールを工夫して簡易ベッドに使

うという方法が結構やり方とかも推奨されていますが、そこは全く対象外、考え方

の外なのですかね。段ボールはお金がかからないから、あるいはお金がかかるかも

しれませんけど、安い費用でいくつもつくれると思うのですが、３０台だけではま

た不十分というところも出てくるでしょうけど、段ボールについてはどのように考

えていらっしゃるか、総務企画課長。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 当初は、いろいろな形でどういうふうにそのソーシャ

ルディスタンスとかその距離の問題とか、またちょっと症状がある方々をどうやっ

て分離するかということで考えてきました。値段的なもの、それから保存できるか
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という問題、いろいろ検討いたしまして、卓球台の仕切りの棒を使ったり、そう

いったところで、段ボールについては今後また検討はしてまいりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 以上で、私からは終わりたいと思いますけど、今の段ボールは

仕切り板ということではなくて簡易ベッドということで私は提案しているのですけ

ど、しっかり災害避難所になると、３０台とか４０台とかそういったものでは

ちょっと間に合わなくなる可能性が十分高いですので、是非よく推奨されているそ

の段ボールベッドを簡単につくれるようですので、そういった検討も是非していた

だきたいと。また後ほど一般質問で細かいところはまいりたいと思いますので、あ

りがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） １番。 

○１番（遠山勝也君） 私からは２１ページ。町単独補助金で花卉生産農家に４５４万

円。これは本当にありがたいのですが。この中身をちょっと教えてください。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 

これについてもコロナ対策の経費です。いろいろと調査をしていますと、やはり

生産農家の中で花農家が非常に今激減で大変苦労されているような状況にございま

す。特に、今年は、昨年の３月、４月にかけての生産実績と比較すると、本当に５

０％減ということで、非常に大変苦労されています。私どもとしても、今花農家に

ついてはいろいろ技術的な面、それから温度関係いろいろな形でこれまで培ってき

たその技術を、どうしてもまた後継者の方にも育ててまいりたい、そういう思いで

これを計上いたしました。この２１ページの町単独補助金、園芸関係経営対策支援

補助金の１０００万円についても、花卉の生産農家に対する支援です。これにつき

ましては、花卉の生産農家に１００万円が４件、８０万円が３件、６０万円が１

件、５０万円が３件、３０万円が５件、計１６戸の農家に１００万円から３０万円

の限度額で支給をしたいと思います。もう一つは、また今議員から御指摘がござい

ました、花卉生産農家支援給付金につきましては、花卉の生産農家２０戸に対し

て、次期作の作付け面積を計算して、１アール当たり１万円を支給いたしまして、

合計４５４万円を計上いたしました。よろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） １番。 

○１番（遠山勝也君） この支援金というのは、国からは期待はできないんでしょう

か。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 
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２１ページの町単独補助金の園芸関係経営体促進補助金については、早急に対策

をしたいということで１０００万円の予算計上をいたしましたが、これにつきまし

ては、今二次補正の中での花卉生産農家、次期作支援給付金事業として国の補助事

業もあわせて対応できないかと今考えているところです。計上するに当たっては、

ちょっと町単独でもこれは支援しないといけないということで上げてあったのです

が、二次補正の中でまた対応できるのではないかと考えています。 

○議長（福地元一郎君） １番。 

○１番（遠山勝也君） なにがしか国から、県から期待できるということでいいんで

しょうか。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） はい、それで考えています。 

○１番（遠山勝也君） では次、２４ページの国庫支出金３１５万円、それから一般財

源１３５万円で、島の魅力発見事業補助金というのが、国からこんなにお金をたく

さんいただいて、与論島で島の魅力、例えばどういう魅力を発掘しようとして頑

張っていらっしゃるのでしょうか、教えてください。 

○議長（福地元一郎君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） ただいまの質問について御説明いたします。 

こちらは、２つ準備しておりまして、ゆんぬツーリズムクーポン事業というのと

与論町ふるさと応援事業というのを計画しています。 

まず、ゆんぬツーリズムクーポン事業というのは、与論町へのホテルパック等に

付けられています自然体験や集落散策とか、エコツアーのクーポン券をつくりまし

て、旅行業者に対しまして与論町の旅行商品の企画の促進をする予定としていま

す。 

次に、与論町ふるさと応援事業につきましては、ヨロン島観光協会のネット

ショップの特産品購入者に対しまして、送料の補助や地域商品券の付与などを計画

しています。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 私からは３点ほどお伺いします。 

まず、２２ページの水産漁業緊急経済対策事業１３５万円、この給付金をどうい

うようなやり方で漁業者の方が使われるのかお伺いいたします。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 

これについてもコロナ対策の給付金でございまして、漁業者の方々の失業につい

て、非常にまたなかなか水揚げが上がらない、水揚げがあってもなかなか価格が非
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常に下がっているということで、緊急的に組合員６５人の方に、一律現在は緊急対

策ということで２万円を給付金として差し上げたいと思います。しかしながら、こ

れだけの対策ではまだまだ対応できません。今、漁協のほうの運営活動の助成だと

か、それから出漁に対する燃料費、固定費についても今後検討していかなければな

らないと思っています。この事業につきましては、後ほどまた改めて計上させてい

ただきますが、今回につきましては、緊急的に一律２万円の給付金で支援してまい

りたいと考えています。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 農業をされている方に比べて、漁業をされる方は非常に私は少

ないんではないかと思って、質問したわけです。特に、漁業をされている方々がコ

ロナの関係で魚を釣っても売れないという方がいらっしゃいます。そして、もう与

論では生活はできない、内地に行ってアルバイトなり、そういったのをされている

方々がいらっしゃいます。そういった意味で、緊急に漁業をされている方に支援を

お願いしたいと思います。 

それから、あと１点は、この教育関連事業ですが、２８ページ。教育関連緊急経

済対策事業ということですが、この中身を見ますと、ゆんぬ学生仕送り応援給付金

７５０万円、小・中学校児童生徒学校給食費５８０万円の免除という補助金が計上

されています。この具体的な中身についてお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） 田畑教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（田畑博徳君） まず、ゆんぬ学生仕送り応援給付金について説

明いたします。 

支給対象者は、本町に住所を有し、町外の学校に就学させるために仕送りを行っ

ている保護者世帯へ、応援給付金として支給いたします。２つ目に、応援給付金の

金額は、学生１人につき５万円といたします。応援給付金の申請書に在学証明書を

添付して申請をしていただきます。申請の方法は、郵送申請方式と窓口申請方式、

どちらかを選択することができます。 

次に、小・中学校児童生徒学校給食費の補助金について説明いたします。まず与

論町立学校給食センター運営委員会に対し、補助金を交付いたします。そして、２

学期の給食費の徴収時に相殺をいたします。相殺することによって補助金を交付し

たものといたします。 

以上で、簡単ですが説明といたします。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 説明されましたが、非常にわかりにくい、あまり多くて。これ

などはインターネットに載せることも可能でしょうか。どうですか。 
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○議長（福地元一郎君） 田畑教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（田畑博徳君） はい、差し支えないと思います。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） はい、ひとつインターネットに載せていただくようお願いしま

す。 

それからあと１点、２７ページの海洋教育推進事業費、これもまたわかりにくい

内容になっていますが、ちょっと簡単に御説明をお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） これは、３年間、日本財団の指定を受けて行う事業の１つで

すが、与論町における海を中心とした学び、いわゆるこれによって主体的で深い学

びを行う事業の一環として、全国地域型というのですが、小学校、中学校、高校ま

で一緒になって、地域の方々と連携をしながら海を中心にした勉強を行うもので

す。そしてこの費用というのは、日本財団に申請を私たちがして、３年間の補助事

業で行う費用になります。そういったことで、今子供たちの学年段階に応じた学び

の過程をつくるために必要な予算ということです。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） 私から２点だけお聞きをしたいと思います。 

まず、１６ページの額的には少ないのですが、社会福祉総務費の中で、ＤＶ被害

者避難措置費で３万円ということで計上されていますが、この中身についてちょっ

と御説明お願いします。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） 今の御質問にお答えいたします。 

ＤＶ被害という場合、突然御家庭の中でいろいろＤＶ等々が生じた場合に、緊急

的に避難をしないといけないといったことが生じるものですから、そういったこと

への支援といたしまして、宿泊所であったり、もしかしたら島外への避難の可能性

もあるのですが、そういったことで当初若干計上してはいたのですが、少し不足、

不安を感じたものですから、ちょっと少し増額をさせていただきました。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） 本来、この額で本当に大丈夫なのですかね。例えば、避難して

も島内ですから、すぐどこに避難したかというのはわかってくると思うのですよ。

ですから、もう島外しかないと。そのときに、例えばこの宿泊費とか交通費の問題

で本当に３万円で大丈夫なのですか。いかがですか。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） 当初の分でちょっと不安を感じたものですから、それ
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に上乗せという形で計上させていただいていますが、件数的には、与論町の場合そ

れほどないと見込んでおりまして、年に１、２回と考えているものですから、この

金額をさせていただきました。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） 本当に与論町でこのＤＶというのはないのですか。商工観光課

でもこういったのを取り扱っていると思いますけど、いかがですか、課長。 

○議長（福地元一郎君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） 今のところ商工観光課のほうには、こういう件は入っ

ておりません。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） はい、わかりました。 

続きまして、１９ページの目の１３の感染症隔離宿舎ということで、この医療従

事者用と感染軽症者用ということで、３６万円ずつ合計７２万円計上されています

が、場所とかは確保されているんでしょうか。いかがでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） 特に発生した場合には、やはり医療従事者が家庭に帰

れないといったことを考えて、コテージ的な隔離できるような施設が必要ではない

かとは考えているのですが、ただ大変恐縮ですが、今のところまだ施設と協定とか

そういったことは結んでおりません。一応、与論でできるところについてはある程

度、目星はつけているのですけど、まだちょっと交渉がされていないものですから

予算が付いた後でまたいろいろ交渉等お願いして、そういった施設を確保していか

なければいけないのかなと思っています。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） こういった新型コロナが起こってからでは、もうそれからじゃ

あ交渉しますでは遅いと思うのですよね。ですから今のうちに目ぼしいところを交

渉して、確保しておかないとこれは難しいのではないですか。いかがですか。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） まさにおっしゃるとおりでございまして、今のところ

は少し小康状態ですが、やはりつい先日もまた鹿児島県で発生していますので、ま

たいつ何時与論町に入ってくるかというリスクは感じておりまして、できるだけ早

めに対処してまいりたいと思っています。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） お願いしておきたいと思います。２次感染とか３次感染も起こ
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らないとは限りませんので、きちんとした対処をしていただきたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） ２１ページ、ヨロン特産品支援センター運営費、ここで町単独

の備品購入費を４７３万円計上してあります。これは、理解に苦しむところがあり

ます。そこで中身を詳しく説明していただいて、それからちょっと議論してみたい

と思います。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 

ヨロン特産品の支援センターの備品につきましては、以前、中山間地域で整備し

て１２年以上経過をしています。その中で、これまでの予算の中でもいろいろと備

品を計上いたしまして至っているのですが、今回また特産品協議会とかそれから委

員の方々から何かいい加工施設がないかということで、いろいろ議題も上がりまし

た。先だって大金久の海岸にも渚の交番ができて特産品を置けるスペースができる

という中で、アイスクリームという商品を果樹組合からの支援を受けながら、この

アイスクリームの製造販売の試作をしてみたいという話もございまして、また、海

の駅もできる関係で、そこではいろいろ小さい子供から大人まで、いろいろな方々

が交流する中で、アイスクリームを製造して試作することも大変すばらしいことで

はないかということで、アイスクリームの製造機を導入することに至りました。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） アイスクリームは特産品じゃないと思いますよ。これは民間に

任せるべきですよ、こういうのは。これは、今特産品支援センターがあります。こ

れには議会議員の中から、特産品支援センターの開発する機材が非常に遅れている

んではないか、ということで、議会からも質問があります。それに対してはもう民

間を活用させるための施設だから、これに対しては、町が個人の生産活動のために

支援できないというのが、町長の今までの答弁だったのですね。私もそう思ってい

ますから、確かにそういうのはわかりますが、この百合ヶ浜でアイスクリームをつ

くって売るために、特産品開発の支援ということでやった場合には、ほかの業者か

らも出てきますよ、これ。ほかの町民からも、じゃあ私もしたいからそれに対して

補助金を出してくれと。こうなってきた場合に、どうしてそれを抑えていけます

か、抑えられないでしょう。そうだと思います。これが私の考え方です。そこで、

町長、今までの特産品支援センターのことと関連して、町長の今の現在の心境をお

聞きしたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 御質問ありがとうございます。この特産品支援センターにつき
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ましては、私が思うのは、ここで１つの技術を身に付けて、そして後は自分たちで

独立して事業ができるようにということで、そのためのいろいろな機械を導入して

まいりたいというふうなことです。これまでもたくさんの方々がそこを利用して、

後はまた自分たちで起業している方もいらっしゃるわけですので、このアイスク

リームにつきましては、結局、果樹農家とかあるいは里芋等を使ったり、いろいろ

な関連ができるんではないかなというふうなことをして期待をしているのですが、

そういうふうなことを一応そこで技術を身に付けて、また独立をして頑張っていた

だけるようになればいいなと考えています。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） 今、町長がおっしゃられるとおりなのですよ。結局そこでその

ノウハウを覚えて、技術を覚えて、そこで自分たちで独立させる。それが町の行政

のやるべきことであって、私はこういうアイスクリームをつくりたいから、これに

対して機材の補助をお願いしますということになってきた場合には、これはもう限

りなく等しくほかの人たちにやらなければなりません。そのときの行政の役割とい

うものはそういうものじゃないと思うのですね。センターで技術を学んで、そして

自分たちで独立していくのが、それを支援するのが行政の役割だと私は思うので

す。だから金額が少ないからとかコロナ対策でどさくさに紛れてやるというように

も見えるのですね、これは。そうなった場合には、これはもう町のこの厳しい財政

だといつも我々は思っているわけですから、この厳しい財政の中で、本当にこの補

助事業が適正なのかどうかというものを、それは我々は考えなければならないと思

うのですね。 

産業振興課長にお聞きしますが、そうした場合に産業振興課長の町民に対する愛

情は非常にわかります。ありがたいです。常日頃からあなたが町民に対する愛情は

わかりますが、果たしてその今やろうとしていることが正しい支援策なのか、行政

としての支援策なのか。それをしっかり考えた場合には、私はこれはおかしいんで

はないかと思うのです。どうですか。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） この話につきましては、これまでにいろいろと議論を

してまいりました。特に果樹の生産農家の育成についても、やはりこれは規格外品

を扱うだとか、それから完熟したものはどうしても島外に出せない、そうしたこと

も考えますと、やはり１つの試作品として、いろいろな方々が私もやってみたいと

いう方々にその機会を提供して、品種ごともそれから品目もございますが、いろい

ろな形で勉強していただきたいと思っています。ただ、ここでは、果樹だけの特産

を考えているわけではありません。これから一般質問にも出てきますが、その中で
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もやはり特産品の開発はどうしても必要であり、そして地域の方々、農家、それか

ら加工会社、行政一体となって、とってかわらないとなかなか特産品というのはで

きないものですから、とりあえずという言葉はちょっと失礼ですが、やはりアイス

クリームというのは、果樹農家にとっても非常に大切ではないかという話もお聞き

いたしまして、ただ先ほど町長が申し上げたとおり、１個人に対する支援というこ

とではありません。方法とかそれから製造方法、品種によってもいろいろと違って

くると思います。ですから、それに使って頑張っていただきたい方々については、

加工品としていろいろと稼働していけたらというふうに考えているところです。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） 私は、特産品開発に対して否定するものではないのです。要

は、今までの特産品というものがどうあるべきかということを考えたときに、百

合ヶ浜でその果樹農家のそういう支援をするために、特産品を開発すること。特産

品を開発すること自体はいいですよ、であるならば、場所を変えて、誰から質問さ

れても答弁できるように、今までのそのスタイルで答弁できるようにやっていくの

が、行政としての役割だと私は思うのです。そうでなくて、確かに特産品をつくる

のに果樹農家の育成のためにやるという気持ちはわかります。であるならば、特産

品支援センターがあるわけでしょう。そこの場所を１つにして、そこでつくっても

らって百合ヶ浜で販売すればいいじゃないですか。またそれを、本格的にやろうと

いう人が出てくれば、それに対してまた個人的に、例えば、１０のうち３割は補助

しようとか、５割は補助しようとかいうようなやり方にもっていけば、それを誰が

一体納得しますか、それ。私はそう思うのです。そういう仕方をしないとほかの人

たちが、果樹農家以外の人も特産品開発している方々も、これからやろうとやって

きますよ。なぜ、あそこだけしてからこっちにはしないのかという。そうなってき

た場合にはどう答弁しますか。それまで我々議員に対しても質問してきますよ。要

望は今でもあります。特産品支援センターを自由にさせてほしいと。そういう質問

もあります。質問があるときに我々が答弁できないじゃないですか。だからその特

産品のあり方というものを考えていかなければ、例えば百合ヶ浜ではなくて、特産

品支援センターがあるわけだからそこでやると説明できるように、そういうことを

やれば説明はできます。今のやり方では、茶花の海岸でしたいから、ひとつそれも

補助してくださいと言われたらどう答えますか。おかしいでしょう。私はそれはお

かしいと思いますよ。町長、どうですか。そう思いませんか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。２１ページの目の中で、ヨロン特産品

支援センター運営費ということで、ここの中でアイスクリーム製造機を導入して、
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利用する方々にそういう試作品をつくる体験をしていただいて、やがて卒業してい

ただくというふうなところで、このアイスクリーム製造機というのを一式入れて、

みんなでまたそこで勉強する方々はそこでして、後で独立していくというふうなこ

と。また、できあがった品物も先ほどありましたように、将来、大金久に海の駅が

できたら、そこでもまた販売をしていけるような方向でまいりたいというふうに

思っています。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３０号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３０号、令和２年度与論町一般会計補正予算（第５号）を採決

します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号、令和２年度与論町一般会計補正予算（第５号）は、

原案のとおり可決されました。 

暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時０８分 

再開 午前１０時１９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（福地元一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 一般質問 
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○議長（福地元一郎君） 日程第７、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

２番、沖野一雄君。２番。 

○２番（沖野一雄君） それでは、早速私ども議員の一番の存在感を示せる自己ＰＲの

場であるこの一般質問、トップバッターとして質問させていただきます。今回ほか

の議員も、新型コロナの関係でかなり質問が多くなっていますが、私も新型コロナ

の関連、それから学校関係の質問をあわせて３つ質問させていただきます。 

１ 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う経済対策等について 

(1) 新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を背景に、本町でも経済の落

ち込みや社会生活に不安感が広がっている。 

そこで、国や県が主導する緊急支援対策に係る本町における現在の進捗

状況とその効果，加えて町独自で進めるべき対策事業等について、町長の

現状認識と今後の方策について伺いたい。 

(2) 台風シーズンが近づいており、災害避難所等における感染症対策も今後

の重要課題と考えるが、町長は、複合的に災害が発生した場合の対応策を

どう講じていく考えであるか伺いたい。 

２ 児童生徒の学習環境をめぐる対応策について 

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、児童生徒の学習の遅れが懸念

されているが、学校等における今後の感染症対策を含め、特に学習面のリ

カバー対策をどう具体的に進めていく考えであるか。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） それでは、お答えをいたします。 

まず最初に、新型コロナウイルス感染症に関する支援策の現状認識と今後の対応

等についてということです。 

国や県が主導する緊急経済対策として、本年４月に地方創生臨時交付金が創設さ

れ、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るた

め、地方公共団体が地域の実情に応じて必要な事業を実施できるような支援制度の

内容となっています。 

まず、町民の生活を支援するための対策としては、特別定額給付金が約９６％支

給済みです。国・県の助成措置を受けて、子育て世帯への臨時特別給付金及びひと

り親世帯への臨時特別給付金並びに国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療

保険料・国民年金保険料の納付猶予や減免措置も行っています。また、町税の納付

猶予を行うとともに、公営住宅の家賃の納付猶予及び減免措置を行っています。 
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次に、農水産業分野における国の支援は、個人事業者の事業継続を支援する持続

化給付金と、園芸作物において次期作に係る費用を支援する高収益作物次期作支援

交付金がありますが、品目によっては更なる支援が必要であり、特に、花卉生産農

家に対しては、地方創生臨時交付金を活用しながら、町独自に面積に応じた経営支

援金の給付と負担の大きい次期作に係る経費の重点支援を行うことで、農家の生産

意欲維持に努めたいと考えています。 

また、畜産業においては、全国の平均価格に応じた国の価格安定支援以外に、肉

用牛の生産安定を図るためにも、町独自で粗飼料代の一部を助成したいと考えてい

ます。水産業における町独自の取り組みとしては、地方創生臨時交付金を財源とし

て、漁協正組合員を対象に一律２万円の給付を行う予定です。その他の農水産物に

ついても影響が見込まれるため、動静を注視し、今後の振興策を含めて関係各所と

連携しながら対策を協議してまいります。 

次に商工観光業について申し上げます。 

国や県の中小企業・個人事業者に対する緊急支援対策に係る町の進捗状況として

は、申請様式や申請手順書の窓口配布やオンライン申請時の入力支援等を行ってい

ます。また、町内金融機関や商工会では、融資や経営に関する相談を受け付けてお

り、各種融資制度や補助事業活用において町認定書が必要な場合には、金融機関に

よる代理申請や商工会内での申請様式の発行を行うなど柔軟に対応し、関係機関と

連携した緊急支援対策の活用に係る事業者へのフォローを行っています。 

また、町独自の事業等については、国の地方創生臨時交付金を活用し、観光関連

業や商工業の事業者への給付金の支給や飲食店等で使えるクーポン券を町民や宿泊

者に配布し需要喚起を促します。教育関係の支援対策としては、小中学校の児童・

生徒の１学期分の給食費の免除と島外で修学する専門学校・大学・大学院生等へ仕

送りしている保護者世帯へ、学生１人当たり５万円の給付金を支給するほか、与論

町育英奨学資金の返還期限を２年間延長するなど、対策を進めています。 

今後も、国の２次補正予算などの支援策の動向も注視しながら、財源の確保と制

度の有効活用を図り、経済活動等の早期回復に向けた事業実施を推進してまいりま

す。 

次に、避難所等における感染症対策についてです。 

災害時の避難所開設にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止策とし

て、避難所内の社会的距離の確保や観光客等との分離、発熱・咳等体調不良者等の

専用避難所開設など、これまでより多くの避難所の確保が必要となりますので、新

庁舎や学校体育館、各集落自治公民館等を確保し対応してまいります。また、避難

者が集中し密集・密接になることを避けるため、親戚や知人宅などの避難先を想定
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するようお願いしてまいります。 

避難所運営については、検温や消毒、避難者の搬送など感染防止に係るきめ細か

い対応が新たに発生するため、対応職員を増やすなど避難所の運営体制を強化し、

避難所運営マニュアル等を基本としながら対応に努めてまいります。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） それでは、児童生徒の学習環境をめぐる対応策についてお答

えいたします。 

本町の小・中学校においては、４月２２日から５月６日まで７日間の登校日のみ

を臨時休業の扱いとしました。この期間中に授業が行われなかったことによる学習

の遅れについては、学校行事を精選して教科の授業の時間に充てることや５校時の

授業日を６校時に変更するなど、補充授業を実施することで対応しています。 

今後も、各学校に対して、「学校の新しい生活様式」に示された感染症対策が十

分に講じられ、学力を確実に身に付けることができるような質の高い授業の実施や

家庭学習の工夫・充実を図り、子供たちの学び遅れがないように、一層の学びの保

障に努めてまいります。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） それでは、少し掘り下げながら議論を深めてみたいと思いま

す。 

まず最初の町のこの非常に厳しい情勢の中で落ち込む経済をどうやって立て直し

ていくか、町民の暮らしをどうやって守っていくか、そういうところに焦点を当て

て御質問をしたいと思います。 

国のほうでは６月１２日に、いわゆる超大型と言われる第二次の補正予算が成立

をいたしました。追加の補正予算、一般会計の歳出総額で約３２兆円、その内容と

しては大きく３つに分けられるかと思います、マスコミの報道によれば、まず１つ

目は感染症の拡大防止、それから治療薬の開発、３番目に医療提供体制の整備とい

うのが、この３つが大きな柱になっているようですが、総額で当初予算からコロナ

関係の予算トータルで総額約６０兆円という、大変な金額でもって新型コロナ関連

の国庫予算が構成されているというふうな情勢になっているところです。 

国が行ったこの先に成立した補正予算の中身、私ども与論町民にとって身近な施

策をちょっと拾い出してみると、この補正予算を中心に見てみると、１つ目が妊婦

に対するＰＣＲ検査、ＰＣＲ検査というのはもう御案内のように、鼻の奥やのどの

奥のほうから細胞壁を採取して、ウイルスの検出を行うという方法ですが、そう

いったものの費用に充てられるのを国が全額補助すると。２つ目にひとり親世帯へ

の臨時給付金をさらに厚くするということ。それから児童扶養手当への加算金の支
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給、それから大学の授業料の減免、それから教員学習指導員の追加配置、それから

休業支援金制度の創設、感染症対策や地域経済の活性化等のために設けた地方創生

臨時交付金の増額、さらには、野党からもかなり問題視されていますが、１０兆円

予備費の増というところが大きな柱になっていることは御案内のとおりかと思いま

す。 

そして、私ども町民にとってなかなか情報がばらばらで多すぎて、何がどういっ

た支援策があるのかというところが、なかなか全部一覧で把握している方って少な

いと思うのですよね。そこで、私は大事なことは与論町役場として町民へのＰＲの

仕方、広報の仕方というのは非常に重要になると思うのです。支援の仕方、その内

閣官房からの国の支援はどのようなものがありますという、例えばＰＲの仕方を見

てみると、ネットで見てみますと一覧表で出ているのですね。給付にはどういうの

があります。全国民の全ての人に例えば、一番最初の一丁目一番地に始まった定額

給付金、おかげさまで与論の場合は山町長の頑張りで９６％も支給したということ

で、前回ちょっと申し上げましたけど、これがほぼ１００％になるように、是非執

行部の皆さんには全力で取り組んでいただきたい。ちょっとどこにいらっしゃるの

かわからないとかということで、その支給漏れがないように是非全町民にくまな

く、暮らしが非常に厳しい方が多いですので、そういった方々にしっかり１００％

に近い数字で交付されるように、是非頑張っていただきたいと思います。 

あと、いわゆる子育て世代の方々とかひとり親世帯の方々とか、あるいは仕事が

できなくて休業しているとか、そういった方々は全部個別にアルバイトの学生と

か、アルバイトができなくなって学業ができないとか厳しいとか、あるいは貸付金

とか保険税の猶予であるとか減免であるとか、公共料金、ＮＨＫの受診料が払えな

いとか、そういった細かいところが全部国の内閣官房からＰＲが出ていますが、こ

の仕組み、詳細に全部隅々までわたって町民に理解されているかというところで

は、非常に疑問があります。また、鹿児島県でも御案内のように、やはりネットで

見てみますと鹿児島県の独自の支援も含めて、いろいろな給付金の仕方、貸付け、

猶予、県営住宅の減免であるとか、町長の答弁の中にも住宅の減免のことがちょっ

と載っていましたが、県営住宅の家賃の減免あるいは人権相談、消費者トラブル、

そういった広報も一応あるわけですよね。私どもは、ネットを使える方は大体情報

がわかります。一方、与論町の町民にネットを使って情報収集している方というの

は、若い方を除いてほとんどないと思います。そういった中で、町の広報誌では、

例えば、週報、２週間にいっぺんしか回ってこないのですけど、週報とか使ってこ

れまでもたびたび広報の内容がありまして、国県の支援のあり方、いろいろな支援

のあり方について紹介していますが、なかなかこれは一般の町民にとって、自分が
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対象になるのか、例えば野菜や里芋をつくっている、あるいはほかの花をつくって

いる。花に関しては、先ほどかなり補正予算でも手厚くされているようなところが

感じられましたが、それ以外の方々に対してどうなのかという部分もちょっとある

わけですよね。要するに、町民に対する町の広報の仕方、国の支援、県の支援、町

独自の支援というのがあるのですが、これを正確に迅速に伝えるということは非常

に重要なことなのですね、誰が考えても。果たして暮らしが大分厳しくなってきた

が、何か方法はないのかなといったときに、どこの窓口に行って相談すればいいの

か。役場のどこの課なのか、社会福祉協議会なのか、そういったところがあるわけ

ですね。 

そういったことで、この支援策に係る情報提供というのは十分に行われていると

いうお考えなのか。これからどういうふうに努力をしていこうというお考えなの

か、町長にまずお伺いしたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 御指摘ありがとうございます。町民のみんなにどういう国の支

援があるのか、あるいは町としてはどういうふうな支援をしていくのかということ

を知らせることは、大変大事なことだと私も認識をしています。本当に町民一人一

人が、自分が困っていることを把握し、そしてどこに相談していけばいいのかとい

うふうなことにつきましては、各課でいろいろと対応していますので、各課長のほ

うで答えてくれると思います。よろしくお願いします。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 今町長が、各課長が対応するというふうに振られましたが、で

は代表して、総務企画課長どういうお考えですか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） お答えいたします。 

今回の新型コロナウイルス感染症の関係に対する経済支援というのは、もう本当

に多岐にわたることだというふうに思っています。与論町の特に関連するそういっ

た支援制度については、６月８日発行の週報の中で１０項目ほど個人世帯向け、中

小規模事業者向けということで掲載したところですが、私でも各課のどういったこ

との支援があるということを全てわからないところもありまして、今後、各課長と

相談連携して、随時、ネットでは不十分だということもありますので、やはり週報

を活用したり、できることをまたやってまいりたいと思っています。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） これは、町長も副町長ももちろんですが、各課長もしっかり意

識を持っていただいて、非常に危機的状況にあるということをしっかり自覚してい
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ただいて、町民へのＰＲというのも本当に集中的にやっていただきたいと思いま

す。今の週報は各週しか発行していませんので、各週でも情報が遅くなるわけです

よね。町民の人たちははっきり申し上げて、しっかり自分で自主的に主体的に動け

る方は問題ないのですが、そうでない方々というのは、非常に所得の低い方ほど情

報にも疎いわけで、しっかり情報に漏れがないように、正確な情報しかも迅速に提

供していくということは非常に重要ですので、是非２週間に１回しかありませんけ

どそれを待たずに、今は毎週でもいいですし、あるいは必要に応じて非常に大事な

迅速だと判断されれば、その都度組合長はちょっと頑張っていただきますが、しっ

かりそういった広報誌をつくっていただいて、ＰＲしていただきたいと思います。 

再度、町長にそのあたり、町民に対するＰＲの仕方、私はしつこくやりすぎると

いうことはないと思います。しつこいくらいにしっかりＰＲしていただきたい。こ

の前総務企画課長がおっしゃったように、新型コロナウイルス感染症に関する主な

支援制度ということで紹介はありましたが、例えばその窓口を見ても、役場が窓口

なのもあれば、社協が窓口なのもあれば、例えば、県の母子寡婦福祉連合会に電話

をしてくださいというのもあります。あるいはハローワーク、奄美の名瀬のハロー

ワークもある。相談ダイヤルとして例えば持続化給付金については、役場が直接の

窓口ではなくて、相談ダイヤルというふうに電話をしなくちゃいけないようになっ

ているわけですよね。あるいは、ほかの貸付けについても日本政策金融公庫とか信

用組合とか、信用金庫とか、そういういろいろなのが載っていて、電話もそれぞれ

別なわけですよね。例えば、困っていて資金繰りがきかないから、電話して相談し

ようと思っても、例えばただいま込み合っていて、電話が通じませんとかですね。

そういう例は今非常に多いわけですよ。そういったときに役場のほうでしっかり

フォローといいますか、そういったことができるように体制を取っていただきたい

し、ＰＲをしっかりしていただきたい、漏れがないようにですね。 

今御案内のように、ちょっと話が飛びますけど、今年の４月に鹿児島県が発表し

た、２０１７年度の市町村民所得推計というのがあります。それによりますと、一

番最新の数値ですよね。本町の人口一人当たりの所得というのは、御案内のように

２１６万１０００円になりました。初めて２００万円台に乗ったのですね。これま

では前回１８５万５０００円だったですかね。１９０万円まで満たしておりません

でしたので。今回初めて２００万円台に乗って、なんと奄美群島１２市町村の中で

６位に躍進しています。前回確か９位だったと思います。非常に山町長の頑張りと

言えばそのようにも受け取れるでしょう。大いに私は評価をしたいと思いますが、

今群島１２市町村の中で６位に躍進しています。そういった意味でも、これまで順

調にきた経済の伸びというのが、この新型コロナによってどうなるかわからない、



 

（33） 

非常に先行き不透明感が増しているわけですよね。こういった中で、しっかり対策

をやっていかないと、ここで自治体ごとの差が出てくるし、力の指標の仕方の差が

出てくると思います。しっかり私は町長に高い意識を持っていただいて、今こそ本

当に町独自の施策を特に含めて、しっかり経済対策をやっていただきたい。商工会

関係のメンバーの皆さんとか、観光関係の小規模事業者とか、与論の経済を牽引し

ている皆さんの事業者はもちろん、個人もですけど、そういった方々の支援をしっ

かりやっていただきたい。そのためにはＰＲが絶対必要なのです。どういう制度で

どういう仕組みで、窓口がどこです、わからないときは、役場のところに来てくだ

さいというような。そういったことで、再度私は、町長にちょっと頑張っていただ

きたいという意味で申し上げているのですが、その広報の仕方、これからしつこい

くらいに町民に広報が必要だし、もっとわかりやすいように、役場を挙げて私は取

り組んでいただきたいと思うのですが、町長いかがですか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。本当にこれまで私たちが主に取り組ん

できたのは、本当にいかにして与論に感染者を来させないか。あるいは与論の感染

が蔓延しないようにするにはどうすればいいかというふうなことに、一生懸命役場

を挙げて努力してまいりました。これからは、本当におっしゃるように経済の立て

直しですので、おっしゃられるように本当に町民にわかりやすく広報してまいりた

いと思います。特に、それぞれの事業者に対しては、いろいろな団体を通してＰＲ

をしているわけですが、個人個人もまたどういうふうな悩みをかかえているのか、

そういうことも考えながら、わかりやすく丁寧にＰＲをしてまいりたいと思いま

す。総じて、総務企画課を通していろいろなこういうことはどこに相談すればいい

のかというふうなことができるような、そういうところもまた考えていかなければ

ならないなというふうなことを考えます。もろもろ本当にたくさんのことがありま

すので、今後いろいろな皆さんの知恵をお借りしながら、検討を進めてまいりたい

と、対応してまいりたいというふうに考えています。よろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 山町政が始まって、やがて５年になろうかというところです。

まさに今、町民は注目していると思います。山町政のリーダーシップを期待してい

るでしょうし、どのような手を打っていただけるのかというふうに非常に期待され

ていると思います。そういう意味で、今後の与論町の補正予算が成立しましたが、

私は、この状況を見ながら、またこれから第２波、第３波があるかもしれません。

また、あるようです。ですからそういう意味で、しっかりこの緊急事態にこの危機

的な状況の中で、町長がしっかりとリーダーシップを発揮していただいて、副町
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長、総務企画課長以下各課長をしっかり叱咤激励をしていただいて、町民のために

頑張っていただく高木を支えながら、激励していただいて、この町の危機的な状況

をしっかりと乗り越えていただきたいと思うことで、この質問の最後に、町長に次

のその一手、今回補正が成立しましたが、また状況を見ながら補正が必要かと思い

ます。是非、先ほどの町民へのＰＲとあわせて、次に更なる次の一手を考えていた

だいて手を打っていただきたいと思いますが、更なる補正を含めてどういったお考

えであるか、覚悟のほどをお聞きしたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 今、御指摘がありましたように、今後このコロナウイルス対策

につきましては、国のほうでもいろいろ手を打っていただいているのですが、二次

補正、三次補正というふうに出てくると思います。それにアンテナを高くして、ど

ういうふうに町民に還元できるのかということを検討しながら、全職員力をあわせ

てやってまいりたいと思います。本当に、これからコロナ後の与論経済がどうなっ

ていくかということは大変大事なことですので、我々みんなで力をあわせて頑張っ

ていければと思いますし、また議員の方々のお力も町民の方々のお力もお借りしな

がら、この危機を乗り越えてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） それでは、次の質問に移ります。 

いよいよ台風シーズンがやってまいります。そういう意味で避難所におけるこれ

までとは違う対応の仕方が求められています。御案内のように、国のほうからも各

都道府県に、国と言いますのは、内閣府とか消防庁であるとか、あるいは厚労省と

かから、各都道府県とか全国の自治体に向けていろいろな発信がなされています。

避難所においてどういった対策をとりなさいという通知が来ているかと思います。

与論町役場にも鹿児島県を通して、その例えば避難所の運営マニュアルが届いてい

ますよね。令和２年６月、鹿児島県がつくった町長の答弁の中にもありましたが、

「避難所管理運営マニュアルモデル新型コロナウイルス感染症対策指針」というこ

とで出ています。これを大体ぱあっと見てみますと、ああ、なるほど、細かいとこ

ろに非常に理想とする対処の仕方というのが結構載っています。それでは、与論町

は鹿児島県のこのマニュアルモデルを使うんでしょうが、与論町独自でこの避難所

における新しい対応の仕方、職員の配置のはりつけ、町民の対応の仕方あるいは避

難場所、そういった考え方をまとめるような、鹿児島県に倣った与論町の避難所管

理運営マニュアルというのは策定するんでしょうか、しないんでしょうか。お伺い

します。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 
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○総務企画課長（沖島範幸君） お答えいたします。 

与論町独自のマニュアルというのは、今後県のモデルに基づきまして、つくるか

どうかというのはまだはっきりはしていないのですが、ただ、これを参考に、どう

いった行動を起こすかというのはやっていかないといけないと思っています。現在

まで３回ぐらい避難所の運営について、町民福祉課とか地域包括センターだった

り、教育委員会とかともどういった対応をしたら、これまでの台風対策よりは、さ

らにきめ細かな対応が必要であるということで、職員体制についても考えて、それ

についてまた今後１つマニュアルと言いますか、対応を全部拾い上げて進めていく

ということで今取り組んでいるというところです。おっしゃるとおり、こういった

指針、与論町独自の対策マニュアルというのが必要ではあると思いますので、今後

また検討してまいりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 今、未定であるし、検討中だということで、要は鹿児島県のマ

ニュアルモデルを使えばいいんでしょうが、それが果たして与論に合っているとこ

ろと合っていないところがあると思うのですよね、そういったところをしっかり

チェックしていただいて、より現場に対応した与論独自の与論の事情に合った、そ

ういったマニュアルモデルの作成というのは絶対必要だと思うのですけど、それを

作文することが大事という意味ではなくて、こういった指針に基づいた行動がしっ

かり取れるかというところが一番大事なのですよね。そういった意味では、私は、

例えばこの鹿児島県の感染症対策指針に基づいた避難所のあり方というのは、例え

ばいろいろな備品とか設備とかの準備も含めて、町民も含めた訓練というのも大事

だと思うのですよね。災害訓練と同じように避難所をつくったり、あるいはそこに

いろいろなリスクのある人の管理の仕方とか、そういったことも全部関係機関、団

体も含めて、連携をとるためには訓練が必要だし、実際に使えるマニュアルでない

と意味がないわけですよね。作文だけして自己満足で終わったらいけないわけで

す。そういった意味で、非常にここには課題が多いと思うのですけど、台風だけ

じゃなくて今ではもう地震もあったり、あるいは津波も怖いというところがありま

すので。全国で最近よくテレビで報道されていて、昔もありましたが、避難所にお

いて例えばノロウイルスが発生したとか、感染して非常に大変なことになったと

か、実例がいっぱいあるわけですよね。福島の東北の大震災のときもそうでしたけ

れど、避難所においてやはり感染症が流行っているわけですよ。それで実例もあっ

て、今はその避難所の設営の仕方とか、職員の対応の仕方とか非常に変わってきて

います。変わらざるを得ないのですね、国が非常に心配していますので。そういっ

たことで、いろいろな細かいところがちょっとあれですが、従来とは全然違うとこ
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ろは、例えば、避難所は今まではこういった床のところに例えばマットみたいなの

を敷いて、仕切りだけをちょっとやって、雑魚寝をする状態でしたが、今はもう雑

魚寝なんていうのは絶対やっちゃいけないようになっていますよね、そういう指示

です、指針の中で。雑魚寝をしますと結局そのウイルスというのは、人が歩いたス

リッパとか靴とか裸足の下のほうから舞い上がって、空中に２、３０センチぐらい

ずっとそこに滞留するというふうなことがわかってきています。ですから下に雑魚

寝をするということは、非常に最悪なわけですよ。ですから、予算書の中にも

ちょっとありましたが、簡易的なベッドというのが必要なのです。床から上げてで

すね。特にリスクが高い高齢者であるとかそういう方々は、しっかり感染リスクを

抑えるために簡易ベッドをつくる。そのために段ボールを組み合わせて簡単につく

れるそうですので、そういうマニュアルはいっぱいあります。ですから、そういっ

た雑魚寝をするという避難所は、今はもう全く受け入れられないような状態になっ

ています。町民は気の利いた人は、みんなネットとかテレビで見ていますからね。

そういったところの避難所のあり方というのは全然変わってきていますよ。そのあ

たりどうですかね、総務企画課長にお答えいただきましょうか。先ほどの予算にも

ありましたが、雑魚寝スタイルの避難所というのは非常に危険だということで、

今、常識化していますので、そこの考え方はどういうふうに考えていらっしゃいま

すかね。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 現在、与論町役場で保有している避難所運営に係る物

品につきましてなのですが、まずフロアマットが１８０枚、それからパーティショ

ンが６０、仕切りが７５台、扇風機が２１台等々、あと非常食とかそういったとこ

ろでいろいろ避難所の対応ということで準備はしてきています。コロナが発生する

前から準備はしてきたのですが、今回、国の地方創生臨時交付金を活用して、さら

にそのいろいろな不足分を準備しようかと考えているところです。ある程度役場で

避難所でも準備していくというのも当然必要ですが、避難者に対してもある程度そ

の不足分とするもの、その辺もまた持ってきていただくということも考えていま

す。それから、平成２４年、平成２５年で大きな台風が来て、そのときに約２８０

人という避難する方々の想定人数というのも考慮して、いろいろ検討しているとこ

ろですが、今回週報にも載せていますが、友人や知人とかそういったところにも分

散してほしい、それから、学校特に島外から見えた方々の避難者の対応ですね、そ

れから自治公民館の自主防災組織をまたお願いしてできないかということで、いろ

いろな視点でまた検討していますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 
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○２番（沖野一雄君） 今お答えされたようなことは、もちろんなのですけど、町の姿

勢というのが、私ちょっと心配なのは、例えば町民に対するＰＲの仕方、先ほども

新型コロナウイルス感染症対策の支援策のＰＲをしっかりお願いしますよというこ

とで申し上げたのですけど、この避難所についての避難する際の注意事項とかのＰ

Ｒの仕方を見てみますと、この前配られた週報のこのＢ４の紙の裏紙の半分を使っ

て、災害の危機が迫ったら、迷わず避難ということで、一般論を書いているわけで

すよね。一般論プラス簡単に新型コロナウイルス感染症防止対策のためうんぬんと

いうのがちょっと載っています。下には避難する際の持ち物確認、準備しましょ

う。携帯電話、バッテリー、ラジオ、筆記用具、飲料水、保険証、そういったもの

が一応書いてはあります。なるほど、それはそれなりに常識的なものが書いてあ

る。一方、鹿児島県のこのＰＲ用紙、皆さんの全家庭にも配られていると思います

が、この大きな「県政かわら版」は、ほとんど新型コロナウイルスの情報でびっし

り詰まっていて、これだけ大きなもの。この大きさの半分を使って災害に備えてで

きることのところ、避難所へのところを与論町よりも詳しくちょっと載っていま

す。感染症対策の具体的な仕方とかそういったことが詳しく載っていて、しかもわ

かりやすい。こういったところを見ても、むしろ逆になるべきで、与論町のほうが

鹿児島県よりももっと詳しく、町民に現場の事情に添ったＰＲの仕方、町民への広

報の仕方が私は必要だなと思うのですが、こういったのを見ても、ちょっと現場を

預かる与論町役場としての広報の仕方、私はもうちょっと詳しくやっていただきた

いと思うし、これからの避難所における対応というのは、役所だけが動くという時

代ではもうないのですね。町民の皆さんをしっかり巻き込んで、職員だけでも行き

届かないところがありますし、町民自ら主体的にいろいろな避難所での行動とかで

すね、協力を仰がなくちゃいけない部分がこれからいっぱい出てきます。職員が足

りませんので。そういった意味で町民に理解をしっかりしていただくためにも、正

しい対応の仕方、しっかり町民の協力を頼みますよというところも、やはりコンセ

ンサスを得ていかないといけない。そういう意味で、やはりこれもまたＰＲが必要

なのです、しっかり広報して。そういう意味で後で町長に伺いますけど、これから

しっかり取り組んでいただきたいということで。 

その前に、この災害の際には、先ほど町民福祉課長が予算の中で、病院関係の協

力協定というのが結ばれていませんというような説明がちょっとありました。それ

がちょっと気になるのですけど、与論はちなみに災害時における協力協定というの

は、どんなものが結ばれていますか。お聞きします。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 災害時に対する協定というのは、大分前から協定を結
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んでおりまして、かなりの協定が結ばれていますので、後でまたすみません、今こ

こではちょっと示せませんので、後で資料として提出してまいりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 資料としていただく、欲しいという意味ではないのですけど。

要はですね、災害の際にはもちろん想定できる災害であればそんなに難しくないの

ですけど、想定以上の災害が起こることもこれから十分予測されるわけですよね。

そういう意味で災害が起こったときには、いろいろな機関、特に公的な機関という

のは、比較的に協力の仕方というのはもう大体決まっています。当然鹿児島県が指

導したり、そういう立場にありますので、公的機関同士は別に協定を改めて結ぶ必

要はないと思うのですけど、民間との関わりにおいては、やはり協定が必要なので

すよ。例えば、結構近隣の自治体でも、建設業協会と協定を結んで、災害が来たと

きにしっかりと協力してもらう、役場に協力してもらう形で建設業協会と協定を結

んだり、あるいは病院関係の民間の、民間ですからね、病院というのは。与論には

公立病院はありませんので、そういった民間の関係団体、災害のときに想定される

いろいろな団体とは協定を結んでおくのですよ。そうやっているところもありま

す、進んでいるところは。しかし、与論はそういったところでは少し、災害時の協

力協定というのは非常に遅れているというか、やっていないというか、そういうと

ころがあります。与論の場合は、陸続きの自治体であれば、お隣の自治体と協力し

ながらやるというのもありますが、なかなか実態は難しいです。与論から沖永良部

に助けを求めたり、あるいは沖縄の国頭のほうに助けを求めてもなかなかできない

わけですよね。そういう意味で、島を挙げて公的機関、私的機関、民間を問わず協

力し合わないといけないのですよ。そういうときに、民間の関係団体、機関としっ

かり協定を結んでおくというのは重要なのです。 

そういう意味で時間も気になりましたので、例えば民間の病院であるとか建設業

協会とか、そういった関連の機関と協力協定の結び方、早急に私は必要だと思いま

す。そこを含めて、これからの避難所におけるこういった感染症対策をしっかり進

めていただきたいと思いますけど、町長にこの質問の最後に取り組みのお覚悟のほ

どを確認したいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 今指摘がありましたように、このコロナ対策といたしまして

は、病院、あるいは徳之島保健所といろいろなことを考えながら、病院につきまし

ても、対策本部においでいただきまして、病院の方々とも部屋の割り振りの件、そ

れから看護師さんの配置の件等いろいろお願いをしてございます。いざというとき

には、そういうところに協力を求める形はできると思いますが、今おっしゃるよう
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に、その協定という措置はまだとっていないところもあったりするわけですので、

今後対応してまいりたいなというふうに思っているところです。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 今町長から、いろいろなそういう関係するところにはお願いを

しているというお話でしたが、お願いの言葉では駄目なのですよ。契約とまではい

かなくても、そのしっかり書面でもって交わして、例えば、どこどこの自治公民館

に避難所を考えていたんだが、そこはもう全く使えない。例えば、近隣のホテルで

あるとか民宿であるとかがもし必要になったときに、例えばホテル・民宿等としっ

かり協定を結んであれば、お願いしやすいわけですよね。そういったことを私は具

体的に申し上げているわけです。そこをしっかりお願いとかというのはもちろんで

すが、しっかり文書で交わしていただいて、お互い助け合いましょうということを

文言で謳って、取り組んでいただきたいと思います。そのような方向で要請をした

いと思います。 

最後に、３番目の質問に入ります。児童生徒の学習の遅れというのは、先ほど教

育長の御答弁をお聞きしますと、与論の場合はそんなに実数７日間だけの不足です

ので、そんなに問題もなく、回復というか学習の遅れもそれほどないですよという

印象に捉えて、私も少し安心しました。そういう意味では、適正な休校の期間を判

断していただいたなと、評価を申し上げたいと思います。 

一方、ちょっと気になるニュースもあるのですね。御案内のように、これは小中

学校ではなくて高校の話ですが、この前新聞を見ていましたら、与論高校の入試の

レベル、大島郡の全体の学校の入試のレベルが載っていましたよね。５月１９日、

南海日日新聞、これは鹿児島県の教育委員会が発表した数字、５月１９日の新聞で

す。教育長は御存じだと思います。県教育委員会は１５日、２０２０年度公立高校

入学者選抜学力検査の結果を発表した。今年の公立高校の入学者選抜学力検査の結

果です。基礎的内容の設問の合計点となる目安点、各科目ごとに目安点が設けられ

ているのですが、それを下回った割合というのが、大島学区はもう県内で一番高く

て、一番高いというのは一番レベルが低いということですよね。合格点数というの

は非常に低かったということで、これは今に始まった話ではなくて、昔からそんな

感じで、いつも鹿児島市がレベルが高くて、後は大体おしなべてレベルが低くて、

特に大島郡はかなり低いわけですよね。そういったことを踏まえても、やはり与論

の小・中学校は結構優秀だというふうに私は聞いていますけれど、結果的に公立高

校の入学試験の結果を見てみると、残念ながら決して予断を許さないような情勢に

なっているというふうな結果だと思うのですけど、そのあたりの捉え方は教育長ど

うなのですかね。 
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○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） ありがとうございます。学力についても関心を寄せていただ

いて、私たちも非常にこのことについては常時、勉強・学力・数値、そういったも

のだけにこだわるわけではありません。当然、発達段階に応じていろいろなこと

を、友だちと一緒に学べる、協力する、そして学ぶ意欲を高めるということを大事

にした延長線上に、学力がしっかりと高まるということを目標にしています。 

その上で申し上げますが、おっしゃるように、３つの物差しがございます。１つ

は公立高等学校の学力の検査に基づいたもの、１つは県の基礎学力に基づくもの、

もう一つは全国学力テストというものです。今、沖野議員がおっしゃられたこと

は、まさに県立高等学校における目安点の低さです。いわゆる取れないということ

ですね。非常にこのことについても心配をしていますので、本論に入るかもしれま

せんが、このことについては、それが出るたびに毎年、なぜそこがそれだけできな

いのかというその後の分析をさせたり、学力検査があった後、そして県の発表が

あった後、それぞれの学年、学校で問題の分析をして、学力を上げようと努力して

いるところです。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） だんだん時間も気になってまいりましたので、急ぎ質問し、簡

略的にお答えをお願いしたいと思いますが。やはり今度の新型コロナこれを機会

に、オンライン授業というのが非常に注目されているわけですよね、全国的に。例

えば奄美市では、今度の６月補正で今年度中に全学年、全生徒にタブレット端末を

配布するというＧＩＧＡスクール事業を前倒しして実施するということが新聞に

載っていました。また、龍郷町も小・中学校の全生徒にタブレット端末を配布する

ということで新聞記事に載っていました。与論町は、これはどうなっていますか。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 結論から簡潔に申し上げます。一旦見送ります。理由は、非

常に高額な財政出動が必要になります。それで、念入りに確認することと、非常に

性急に国が示していることについては、こういう離島の場合はさまざまな施設整備

もあります。かなり高額になるので、全体的なものは見送っていきますが、順次財

政の許す範囲で中学校を中心に、校舎建設とかそういったものを見合わせながら双

方的に子供たちの不平等感を出さないように、与論中に集まるところから、タブ

レットも入れていく。また少々ですがさまざまな形、海洋教育からの学びも入れな

がら、子供たちに学びを止めない体制はつくりつつ進めようということで、合意を

得ながら動いているところです。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 
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○２番（沖野一雄君） それは現場を預かる教育長として当然慎重にいろいろな情報を

収集しながら取り組まれることは、私はもとより理解をしたいと思います。 

是非、いずれにしろ遅れのないように、与論町の子供たちの教育レベルが下がら

ないように、上げるように最大限の努力をしていただきたいという形で要請をした

いと思います。 

最後に、この質問で町長には通知はしていませんが、今のコロナの関係で学校の

オンライン授業を進めるための予算など、町長のリーダーシップというのは非常に

重要ですので、そういった学校の子供たちに対するオンライン授業化、タブレット

の配布とかそういったことと関連しますが、役場の中でも、あるいは私が昨年の３

月の一般質問で申し上げた議会のタブレット端末の配布によって、いろいろなこと

がスピード化、簡素化、こういったコロナの際の本会議はおいといて、委員会とか

もわざわざ役場まで来なくても、会議場まで出て来なくても、家にいながらオンラ

イン会議ができる、オンライン委員会ができるというような形も含めて、しっかり

庁舎内でもこのＩＣＴというか、こういったオンラインによって仕事を進めていく

ということの方向性は非常に重要だと思うのですけど、町長の考えを最後に確認し

たいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 前に、沖永良部の会議でも話題になりまして、そして与論町の

議会でも話題になりましたが、本当に新しい機械ＩＣＴを活用して子供たちの学力

を上げる、あるいはまた我々のコミュニケーションを図っていくということも非常

に大事だし、それを取り入れなければ何か遅れているような感じもするのですが、

我々与論町としては限られた予算ですので、本当に何を優先すべきかというふうな

ことをもっともっと議論していきながら、取り組んでいかなければならないという

ふうに思っているところです。与論町にはまだまだ課題がいっぱいございまして、

あれもしなければならない、これもしなければならない、建物もこうだしというこ

とで、いろいろと課題がございますので一つ一つ議論をしながら、皆さんの知恵を

借りながら解決してまいりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） ありがとうございました。 

私が重ねて申し上げたいことは、今度の新型コロナ関連で、しっかりとまず町民

の立場になって、役場が動いてほしいと。町長を中心にやっていただきたいという

のが、まず第一義です。そういう意味で、重ねて申し上げますが、町民に対するの

は制度のＰＲ、広報、周知、そういったところの徹底を是非お願いしたいと思いま

す。そういう意味で、この与論の未来というのは、やはり町長を中心に我々が泳ぎ
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続けなければ、与論は沈んでしまいます。漕ぎ続けなければ船は前に進みません。

そういう意味で、しっかりと町長以下全課長、そして私ども議会も一緒になって取

り組んで、この危機に難局に立ち向かって、是非克服して次なる未来に進めていけ

たらという意味で、私はこの一般質問をさせていただきました。是非、執行部の皆

さんの頑張りを期待申し上げて、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。 

○議長（福地元一郎君） ２番、沖野一雄君の一般質問を終わります。 

次は、５番、髙田豊繁君に発言を許します。 

５番。 

○５番（髙田豊繁君） おはようございます。それでは、議長の許可を得ましたので、

昼食に間に合うように頑張ってみたいと思います。 

１ 新型コロナウイルス感染症対策に伴う緊急特別奨学金制度の創設について 

(1) アルバイトで生計を維持しながら修学している本町出身の学生も多いと

思われるが、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響によって、アルバイ

ト従事が困難となり生計維持が困窮している学生に対し、郷土からの応援

を込めた緊急特別奨学金制度を創設し、奨学金貸与の拡充を図る考えはな

いか。 

２ 若者定住化促進のための住宅政策の拡充について 

(1) Ｕ・Ｉターン若者の定住化促進の一環として、一戸建て住宅や集合住宅

等の供給が必要という声が多いが、町長は、現行の公営住宅拡大推進とと

もに、公用地の拡大取得を推進し、ＰＦＩ型住宅や若者定住化対策民営住

宅建設用の用地造成整備を推進する考えはないか。 

(2) 若者定住化促進のための住宅政策を進めるに当たって、町民のニーズ・

意向調査を行う考えはないか。 

３ 庁舎内ＡＴＭの利便性向上対策及び来庁者用案内板の追加設置について 

(1) 旧庁舎前のＡＴＭに比べ、新庁舎内にＡＴＭが移設されてから、町民の

利用面における利便性が後退していると思われるが、運用時間等町民の利

用サービス向上が図られるような対策を講じる考えはないか。 

(2) 庁舎内に各課への案内表示看板等を追加設置し、高齢者等にも配慮した

案内サービスを行う考えはないか。 

４ 小組合の文書配布制度の見直しについて 

(1) 高齢化等の進展によって、集落内における文書配布の受託遂行が困難に

なってきている事案が増えてきていると聞くが、小組合の文書配布制度に

ついて、今一度住民等を交えた検討会を開催し、今後の方策を見直す考え
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はないか。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 新型コロナウイルス感染症に対して、アルバイトで生計を立

てる子供たちへの奨学金のことについてお答えいたします。 

本町は、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、給付型の応援金とし

て令和２年度ゆんぬ学生仕送り応援給付金臨時支給事業を創設して仕送りをしてい

る保護者に対し、応援給付金を学生一人当たり５万円支給し、郷土からも学びの継

続を応援します。 

対象の学生数は、平成２８年度から平成３１年度の与論高校等の卒業生の進路状

況及び与論町育英奨学資金の貸与状況から大学院等への進学状況をもとに算定し、

約１５０人分を想定しています。加えて、既に貸与している与論町育英奨学資金の

返還が困難になった方に、返還期限を最大２年間猶予することとしています。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 若者定住化促進のために公営住宅拡大推進とか、あるいはＰＦ

Ｉ型の住宅とか、民営住宅建設用地の造成とかということについてどう考えている

かということです。お答え申し上げます。 

定住化促進の一環としては、公営住宅の整備や空き家バンク等の活用を推進して

まいりました。住宅整備については、財政的にも厳しい状況にあり、大規模に整備

を進めることには限界があります。御指摘のとおり、こうした課題に対応するため

には、民間と行政が連携した手法を用いながら、民間ならではの発想、ノウハウや

民間資金を最大限に活用できるＰＦＩ制度等を採用することにより、効率的に住民

の期待に応えた施設整備及びサービスの提供が行えると考えます。 

今後、土地情報の収集を進めながら、関係機関と協議を重ね検討を進めてまいり

ます。 

次に、住宅政策を進めるための町民のニーズ・意向調査を行う考えはないかとい

う御質問です。 

人口減少に歯止めをかけるためにも、Ｕ.Ｉターン需要に応じた住宅供給による

居住環境の整備は、重要な政策であると認識しています。今後、住生活基本計画を

策定する予定であり、その中で町民のニーズ・意向調査等を行い、必要な住宅サー

ビスの提供ができるよう進めてまいります。 

次に、庁舎内のＡＴＭの利用向上ですが、庁舎内に設置されたＡＴＭの運用時間

については、平日が９時から１７時３０分までになっています。土・日・祝日につ

いては休止しています。 
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旧庁舎前のＡＴＭと比較すると利用時間について、１７時３０分以降や土・日・

祝日の利用ができない状況となっていますが、町民の利便性の向上を図るため運用

時間等について、金融機関と協議してまいりたいと思います。 

次に、庁舎内に各課案内板の表示を追加する必要はないかということですが、庁

舎内の各課案内板については、来庁の際、各課の場所確認ができるよう庁舎玄関入

り口、２階の階段前、東側１階入り口に、各課の配置位置図の表示と各課の前面に

通路側と平行して案内を表示しているところです。 

御指摘の追加表示については、通路側から垂直方向に表示することで遠方から目

視確認がしやすく、町民の利便性向上につながると考えますので、今後、設置につ

いて検討したいと存じます。 

次に、小組合の文書配布制度の見直しについてです。 

小組合の文書配布については、毎年度各集落の小組合長をお願いし、行政や関係

機関からの文書配布や募金等に御理解、御協力をいただいているところです。一方

で高齢化等の進展や自治公民館組織への未加入事案も増えており、文書配布制度の

遂行が困難な小組合が増えてきている状況にあります。 

これまで役場課長会や自治公民館連絡協議会において協議を行っていますが、現

状、文書配布回数の月２回への変更や小組合長を対象とした説明会などを実施し、

文書配布制度に係る御理解、御協力と文書配布業務の負担軽減に努めています。 

小組合の文書配布制度については、他方で高齢者の単身世帯等の見守りやコミュ

ニティ活動の形成にも大変意義のある制度であるとも考えますので、今後も自治公

民館連絡協議会等とも協議を重ねてまいります。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） それでは、まず第１点目から追加質問を行ってまいりたいと思

いますが、昨今の新型コロナウイルス感染症対策の国民生活の救済措置につきまし

ては、さまざまな手を町も国も県も、各所においてやっているところです。経済対

策については、詳しく後ほどあるかと思いますが、私はこの内地で頑張っている子

供たちのことについてちょっと話をしてみたいと思いますが、聞くところによる

と、この天文館界隈の飲食店とか店でも、もう１００件以上が店を閉めているとい

うのですよ。そうすると向こうもこのやはり大学生とかが居酒屋などで働いて、ア

ルバイトをしながら苦学を続けてきていたわけですけど、非常にそういった面で

も、これは鹿児島だけではなくて東京はもっとひどいという状況を推して知るべし

だと思います。先ほど補正でもありました、また先ほどの答弁でもありましたが、

この教育委員会が今回子供たちのためにゆんぬ学生仕送り応援給付金臨時資金支給

事業を創設して、一人当たり５万円を支給すると。これは大変すばらしいと。やは
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りさすが町岡教育長だと思って、私は評価したいと思います。しかし、この５万円

では応援にならないということではないのですが、これはやはり限界があります

ね。またそれは財政的な面から考えると、給付という形ではこれはもう無限にはで

きないわけですので、それでこれに丸を１つぐらい付けて、５０万円ぐらいはでき

るような奨学金制度を検討する必要があると思うのですよ。そして、先行きは大変

不透明であるのですが、やはり子供たちがまた与論から応援をいただいているか

ら、また頑張るぞとそういった気持ちをまた苦しいながらも頑張っていくというの

が、また子供たちのこの頑張りを醸し出す、１つのまたキーワードにもなるかと思

いますので、こういったことを相対的に今後検討していただきたいと、そういうこ

とを要望するわけです。やはり腹が減っては戦もできない、勉強もできないわけで

すから、これはやはり親の経済力も厳しいわけですので、１人だけでなく２人、３

人とやっている方々もいるわけですよね。そういうことも鑑みると、やはりこう

いった奨学資金に頼らざるを得ないと。この支援機構の制度はもうこれは定額です

から、やはりそういう形で検討していただきたいと思います。教育長。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） ありがとうございます。最初、いろいろなこともありますの

で、もう少し多めにということも検討しましたが、全部で検討した結果この額にな

りました。今からさまざまな形で第２波の心配もあります。これを実際に実施しな

がら、その困窮状態とかというのもまた情報が入るんではないかと思いますので、

今後町の財政ももちろん踏まえながら、検討しながら子供たちに応援できることを

考えてまいりたいと思っています。 

奨学資金制度を受けている子供たちにも重ねて返済期限を延長したり、時間をあ

げたり、２年間全く返さないで残り８年で返すという方法も取っていますので、そ

ういった申請も見ながら、今後についてはまた考えてまいりたいと思います。あり

がとうございました。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） ありがとうございます。そういうことで一応特別枠を１つ設定

していただいて、これはもう応援枠ということですので、ひとつそういうことで今

後進めていただきたいと思います。 

次に、若者定住化促進のための住宅支援策の拡充についてですけど、これは若者

定住化促進のためというテーマについては、もう山町政の根幹をなす骨格的な政策

ですので、その中で仕事ももちろんさることながら、このやはり住むところがない

といけない。またこれは、今建設課が住宅政策に頑張っているわけですけど、これ

もまたやはり限りがあると。資金的にもいろいろ限りがあるということで、私はこ
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のＰＦＩ制度をやはり積極的に進めていくのが一番いいんではないかということ

で、町長とも行政とも話をしているのですが、従来、例えば副町長もですけど、こ

のふるさと納税制度をお願いしたり、いろいろな形でしているのですが、この与論

にそういった投資をまたしていただいて、若者をとにかく島に呼び込めるようなこ

の住宅政策の一環として、こういったのを是非やっていただきたいと。もう本当に

この与論出身の方々も、すごい有力な資産家の方々もおられるわけですよ。そうい

うことで、故郷にひとつそういう形で若者たちの応援として住宅を建てていただい

たり、そういったことで還元していただけないかというお願いを今後していく必要

があると思います。その前に、まずそのどういった形でニーズがあるかということ

をまず把握する必要がありますね。それで、昨年町民福祉課だったと思うのですけ

ど、沖野議員の墓地に関する質疑の後、迅速にこの町民の意向アンケートが採られ

ました。それを受けて私ども議会のほうでも特別委員会を早速立ち上げまして、大

所高所から林委員長を中心にいたしまして、審議をしていろいろ今回まとめて御報

告をするわけですけど、そういう形で行政も議会も一体となってこの問題について

は取り組んでいく必要がありますが、全体的にどのくらいのどういうニーズがある

だろうかということで、そのアンケートを是非やってみる必要があるんではないか

と思いますので、建設課長どうでしょうか。総務企画課長どっちがいいですか。建

設課長。 

○議長（福地元一郎君） 町本建設課長。 

○建設課長（町本和義君） 御指名ありがとうございます。お答えいたします。 

今髙田議員がおっしゃるとおりでございまして、現在若い方々、いろいろな島外

の方からも与論に住宅はないかという、いつも電話等でこういう連絡は来ています

が、私ども建設課もまた来年ですが、住生活基本計画の策定を考えておりまして、

その中でいろいろな町民の方々からのニーズ調査、問い合わせなどをまとめて、今

後の与論町の住宅整備に反映していこうかというふうにちょうど考えていたところ

です。できればまたそういう島内外で活躍されている有力者の方々の積極的な意見

を取り入れながら、こういうＰＦＩ制度を利用した住宅のあり方も、今後も積極的

に取り組んでまいりたいと考えていますので、ひとつまた皆さん御協力をお願いし

たいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） 大変積極的な、前向きな答弁をいただきまして、本当にそのと

おりだと思います。なるべく大きいプランを立てていただいて、これにひとつ協力

していただきたいということで、そういったフィナンシャルの関係者とも話をし

て、進めていただけるようにひとつ要望しておきたいと思います。町長どうです
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か。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。本当に与論に来たい、与論に住みたい

という方々にいつも聞くたびに住宅はないのか、住宅はないのかというふうなこと

で住宅のバンクをいろいろ創出なり、あるいはまた補助金を出して水回り、いろい

ろなトイレ周りというふうな整備をするということもやっているのですけど、なか

なか手を挙げて町民の方々から住宅の提供がなくて、今まで一生懸命やっても２、

３件というような形です。 

今後、町営住宅を頑張って建設課長にお願いをして、町営住宅をつくっていただ

くこともやっているのですが、本当にそのＰＦＩ方式の内地の方々が、そういうふ

うなことで島の繁栄のために自分たちの知恵と力を貸していただければ、本当にあ

りがたいなと思います。そういうことで、めどを立てて、その後にやはり用地だけ

は町で整備しておくというふうなことも大事かなと思っていますので、そういう方

向に今後も進めてまいりたいと。そのためにも住生活基本計画を策定してやってま

いりたいと思っています。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） まず、やはり町のニーズの、どのくらいの需要があるのかとい

うことも含めて、またＩターンの活動も、それにさらにプラスしないといけないわ

けですので、そういったことをまずいたしましてから、そして青写真をまずつくる

と、構想ビジョンをつくると。それからそういった方々とまたお願いをしにいくと

いうことで、段階的にこれを進めていく必要があると思いますので、ひとつ今後の

連携した作業をお願いいたしたいと思います。 

次に、このＡＴＭのことについてですが、これ非常に利用者の方々からのいろい

ろな相談とか、そういう何とかできないかということもございますが、この新庁舎

にＡＴＭが今２台設置されていますが、特に奄信さんのＡＴＭが入ってこられてい

るということで、ＪＡさんもですが、やはり利便性はかなり高くはなっていると思

うのですよ。それと一番私がかねてから最も助かっているかなと思うのは、この銀

座通りでＡＴＭを使おうとすると、どうしてもそこに臨時的に車を停車して、する

と離合ができないということもいろいろあるわけですよね。そうすると郵便局はま

だいいですよ。ですけど、今ＪＡさんとか奄信さんの場合は、そういった問題が

あったのですけど、これが幾分か緩和されていると。僕はそういうことで、この庁

舎内にＡＴＭ室を整備したということは、これは非常に交通緩和の上から、安全性

の確保の上から、非常にいいという評価をしたいと思います。 

それで、一応いろいろな話を聞いてみると、この扉が内開きになって、もうぎり
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ぎりそのＡＴＭの角がぎりぎりで、私みたいに腹が出ている人がここに立っていた

としたら、そこはもう通れないでしょう。今だってまた新型コロナで、この三密禁

止と言われているわけだから、さらに通れないと。そういうこともあるということ

です。 

それと、運用時間ですね。私、奄美の市役所に「何時までやっているの」と電話

して聞いたのですけど、８時までやっていると言うのですよ。私はＪＡさんの責任

者にも聞いたら「いや、それは運用時間は延ばしてもいいですよ」と。ただ、役場

のその５時からの閉庁後のセキュリティの問題と、そこら辺の調整が必要だろうと

いうことなのですよ。それで、やはり一般のサラリーマンの方々も主婦の方々も、

やはり７時ぐらいまでは開けてもらってもいいんじゃないのという声があるんじゃ

ないですかね。どうでしょうか。女性の立場でちょっと聞いてみますかね。富士川

さんどう思いますか。 

○議長（福地元一郎君） 富士川与論こども園長。 

○与論こども園長（富士川智恵美君） お答えします。 

私の考えでは、やはり仕事をしている者は、夕方の時間しか動けないのでありが

たいと思いますが、それぞれの考え方があると思うので、その辺はちょっとほかの

利用者の方々にお聞きいただければと思います。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） あんまりＡＴＭを使っていなんじゃないですか。 

それとですね、この対策として私が考えられるのは、今西側から風よけ室の中か

ら入っているでしょ。今こう内開きだから。あれは、できたら逆開き、ちょうつが

いを取り換えればもうそれで大体、まずそのドアの問題はできると思うのです。そ

れとやはり外側からもう１カ所、前の庁舎みたいに開けられるようなのが必要であ

ると。全く構造的に脆弱になるということはない。これは、いわゆるそうすると役

場の施設のセキュリティの問題も、これで大体解決できるのですよ。そうすると、

そこの奄信さんのＡＴＭを使いたい人は西側から回れるし、ＪＡさんはまたこっち

から回れるということで、非常に町民サービスの利便性が非常に向上すると思うの

ですよ。そういうことで、どうですか。副町長。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） 別にこれまで、この地区にＡＴＭがなかった時代は、それは

それで全然問題はなかったわけだし、たまたま役場がここにできて一部の方々がこ

こを利用できるようになったわけですが、ＡＴＭをほぼ役場の入り口で利用されて

いる方々を見ますと、ここでお金を下ろして、茶花の町に買い物に行くお客様が何

人ぐらいいらっしゃるのかな。本当になければないで別に良かったのかもしれませ
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んが、やはり今後の利用者のことをいろいろ考えてみたときに、今、髙田議員が

おっしゃるのもよくわかります。しかし、役場の管理の問題とかいろいろあの方法

がいいんではないかということで、我々は結論を出したわけなのですが、この時間

的な問題も含めて、入り口をどうしようか、別にそのＡＴＭの部分を前の役場みた

いに場所を変えて、わざわざ役場にくっつけなくてもいいでしょうし、下の駐車場

あたりができたときにそこに場所を移転してつくってもいいことでしょうし、その

辺のことも総合的に考えて、ここがなくなれば、また別の利用のスペースも空くわ

けですので、そういったのを考えて総合的に判断をしてまいりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） そこまでは大げさに考えなくても、私は簡単にできると思って

提案しているわけですからね。そんなに壮大な金をかけてまたそこに駐車場のとこ

ろに家屋を建てて、そこにまたＪＡさんや信金さんに経費をかけてというのは、

ちょっと副町長らしからぬ答弁だったなと私は思いますので、そんなに大そうに考

える必要はないですよ。極めてすぐできるような作業だと思って、私は提案してい

るわけです。ひとつ検討してみてください。 

それから、案内板ですね。これはまた結構庁舎内の職員からも出ているようでし

て、やはりその年寄りの方々、今西側から入ってきて、この各課の上のほうにあり

ますけど、これをこうこう見ながら歩くでしょう。これはやはり今時全く時代遅れ

だと思いますよ。やはりこう見てからああ、あそこかということで、さっさっさっ

さとこう行って、そこで用事を済ませてくる。今のが不要だというのではないです

よ、僕は。だから先ほどの答弁にもあったのですけど、これをまた補足する意味

で、やはり直線的に見えるように。例えば、鹿児島空港でも何番ゲートは向こうで

すよ、すぐそれはここについていたらわからないですよね。ところが向こうに行っ

たら、すぐ見たらわかる。２階に来たので議会はそこだというのはすぐわかるわけ

ですけど、そういう形でこれを補足してやってもらいということです。これについ

ては先ほど垂直方向で表示することで、遠方からの目視確認がしやすくなるからこ

れを検討してまいりたいということで、立派な答弁ができていますので、これはも

う大丈夫だと思いますので、ひとつ早急にお願いをしたいと思います。総務企画課

長どうですか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） そうですね、この件に関しては、当初から設計事務所

といろいろ打ち合わせをしての結果ではありますが、町民からそういったことがあ

るというのは、私もちょっとあまり聞いていなかったので、今後設計上、予算上も

含めてまた前向きに検討してまいりたいと思います。 
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○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） 高齢者になると視力が弱くなってくるのですよ。だからやはり

高齢者にやさしい庁舎づくりということで、これもまた１つのスタンスだったわけ

ですので、そういうことで配慮して、将来はまたシニアカーを使って窓口に来ると

いう、そういう事例も出てくるかと思うのですよね。沖縄あたりは、私ども庁舎の

件で視察に行ったのですけど、その沖縄の場合は正面から入ってきてこういうふう

に建っているものですから、すぐこうして見える。だけど今の場合は、西側から

入っていくと横にあるもんだから見にくいというところがあるのですよ。だからや

はり人間の視覚的なそこら辺もあるわけですよ。設計が悪いということではないけ

ど、そういう補足をして町民の利用面で配慮していくと。年を取ったらわかると思

いますけれどね。そういうことでひとつお願いしておきます。 

次に、最後になりますが、小組合の文書配布、これもまた町民の方々から出てき

ているのですが、この小組合の文書配布というのと、この小組合のシステム的な存

続ということは、これはちょっと意味合いがまた違うと思うのですよね。小組合と

いうのはコミュニティの一番小さいコミュニティだと思いますので、これは非常に

各国内の村社会の中で培われてきた流れですので、この小組合のシステムというの

は、これは存続していく必要があると思うのですよ。この小組合の文書配布のこと

なのですけど、気にかかっているのは、もう高齢化社会あるいはまたその難しい世

帯とか、そういうこともございまして輪番制で従来やっていたわけだけど、なかな

かその輪番制どおり難しいところも出てくるということがありまして、その次の文

書係はというそういったそこら辺の問題もあると。それと、その今度こっちに嫁に

来る方々、そういう方が増えるということは大いにこれは歓迎すべきことなのです

が、そういた方々が、「私全然わからないのになんでそういうことをしなくちゃい

けないの」とかそういう問題もまたあるということですね。それと、今、年間に２

万円ぐらいだったですかね。そうすると、この２万円というのは、もう何十年とそ

のままじゃないですかね。こういうのを郵便の郵送というコストから計算してくる

と、こういったのも少しは検討していく、見直していくということも必要ではない

かということも考えられます。 

それと、この与論の家は、大体玄関を開けていますよね。鍵をかけていないです

ね。そうすると、「こんにちは」ということで、この文書を持っていくわけです。

そうすると、場合によっては見られたくなかったなということも、その家の人に

とってはあるかもしれない。また、見たくないものを見てしまったなという、要す

るにプライバシーのプライベートな面を気にする人もいると思うのです。私はある

例をちょっと聞いてきたのですけど。ポストをつくって雨の中でも文書が濡れな
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い、ポスティングシステムですね。こういったことをしていただければ、やはり警

察から、玄関のドアは必ず閉めなさいよと、文書でもしつこく言われていますよ

ね。そうすると置くところがないじゃないですか、そこの犬走りの上に文書を置く

わけにもいかないしね。だからそういったことで、そこら辺もやはり話の中で、ポ

スティングシステム、これは今の社会においては、これはもう重要なことだと思う

のですよ。デリバリーももうそういう形になってきているでしょう、今、本土でも

ね。そういうことで、そこら辺を昔のタイプの人のドアを開けて文書を置くという

行為は、もう今どきちょっと時代遅れではないかなと。こういうことで考えられま

すので、３点ぐらいですかね、そういったことで自治公民館長の方々から意見をお

伺いして。また小組合長の方々とも話し合いをして、ひとついい方向にできるよう

に、気持ちよくできるように工夫していただきたいと思いますので、総務企画課

長。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） お答えいたします。 

この小組合文書制度につきましては、本当に以前からいろいろまちづくり懇談会

をはじめさまざまな点で、また若い方々からも、「今ネットでできる社会なのに、

なんで」ということで言われてもいます。ただ、ネットだけでやると高齢者の方に

は届かないんではないかということで、役場としてはいろいろな方法、手段を考え

て周知する必要があると思いますので、それもできないということでやっていろい

ろ検討しているところです。 

考え方なのですが、例えばこれを全部やめて郵送にするということも、お金は多

少かかってもできる方法はあると思います、その個人宛てのですね。ただ、その怪

談的なもの、あまり該当しそうにない情報、その人には例えばスポーツクラブは関

係ないんではないかとか、いろいろなその個々に対して情報をやる部分と、全てに

こうやるという部分の中で、いろいろ難しい面もあるかなと思います。この件に関

しては、ここの答弁書にも書いてはあるのですが、例えば小組合文書の制度がある

からいろいろなコミュニティもできている、その自治公民館の中での組織でもあり

ますが、そういったのもあると思います。それから、その自公連の中では、小組合

の組合費も取れない、そういったところには文書は回すなという意見も強くありま

す。そういった中で、いろいろ私たちも、本当に難しい対応があるのですが、でき

るだけこの制度は存続しつつ、どうしたらまた負担にならないかとか、その辺をさ

らにまた深めていけたらというふうに思っています。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） そういうことで、これはもう集落によって多少違うかと思いま
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すが、今課長が話された内容は、やはり非常に現実的にそういうことがあるだろう

と、僕も察するところですが、やはりこの集落における小組合の制度というのは、

これは大事な貴重な組織ですので、これを存続させつつ、この文書配布についてを

大所高所から検討していただきながら、ひとつ合理的な方法はないかということで

また検討していただければと思いますので、よろしく御検討ください。最後に町長

の考えをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。この文書配布につきましては、私が町

長になりましてから、２週間に１回という配布になったわけですが、果たしてそれ

でよかったのかなといつも不安に思っているところです。というのは、本当に自分

でも小組合長をして回ってみて、こういうときに先ほど髙田議員からありましたよ

うに、玄関を開けて中の人と話をするというのも、１つのコミュニケーションでご

ざいまして、本当に慌てて裸で風呂から上がって、慌てて奥に入るという場面もあ

ります。でも、叶の小組合の場合には、みんな知っている顔ですので、そういうふ

うなこともまた笑い話でできるのですが、でもこの小組合制度というのは本当にい

ろいろと言われるかもしれませんが、やはりこの与論のコミュニケーションを継承

していく上では大事なことですので、できるだけ続けてまいりたいなと思うことで

す。文書配布につきましては、いろいろな方法もあるでしょうが、それはまたそれ

で考えていかなければならないと思いますので、これからも知恵を貸していただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） そういうことで、ひとつよろしく御検討いただきたいと思いま

す。はい、時間ですので。ありがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） ５番、髙田豊繁君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。昼食のために午後は１時３０分より再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（福地元一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次は、４番、林敏治君の発言を許します。 

４番。 

○４番（林 敏治君） それでは、令和２年第２回定例会の一般質問をいたします。 

１ 新型コロナウイルス感染症対策について 
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(1) 政府は新型コロナウイルスに関する「緊急事態宣言」を全面解除したが、

引き続き基本的な感染症対策を継続しながら、社会経済活動を維持する新

しい生活様式の徹底を推進している。本町においても、この機会に新生活

運動の改善をさらに強化して、今後予定されている年間行事や冠婚葬祭、

与論献奉等のあり方について見直しを図る必要性があると痛感するが、町

長はどう考えているか。 

(2) 新型コロナウイルス感染症の拡大などで、内外経済に甚大な影響をもた

らしており、世界経済は戦後最大と言うべき危機に直面している。本町に

おいても、商工観光事業者、農水産事業者などの経営環境が悪化し、事業

進展の見通しが立たない状況にある。今後、町独自の支援策をどう講じて

いく考えか。 

２ 皆田海岸の公園整備について 

(1) 現在、皆田海岸は、皆田離れを望む美しい観光のメインスポットであり、

国立公園区域となっている。以前から観光拠点施設等の公園整備を要望し

ているが、なかなか進捗していない。今後、計画的に周辺の整備を行い、

魅力ある観光地としてイメージアップを図る必要があると痛感するが、積

極的に取り組む考えはないか。 

以上、お伺いいたします。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） それでは、お答えを申し上げます。 

まず最初に、新型コロナウイルス感染症対策について、この機会に新生活運動の

改善を強化するということについてどう思うかということです。 

現在、全国で新型コロナウイルスに対する感染症対策で、社会経済活動を含めた

生活様式全体に変化が起こっており、本町も例外ではなく、年間行事等多方面に影

響が生じています。 

先般「コロナウイルス対策としての葬儀への出席方法」について、町内斎場から

御提案があり、お通夜若しくは告別式のいずれかの出席とすることや親族以外の出

席は焼香のみとすることなど、通年を通した新しい葬儀方法について自治公民館連

絡協議会とも協議し、葬儀方法の内容について町民に啓発広報を行ったところで

す。 

また、あわせて現在の年間行事や冠婚葬祭のあり方についても、さまざまな機会

を捉えて議論しながら考えてまいります。 

与論献奉につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、感染の要

因ともなるお酒の回し飲みの自粛について、島内関係者からも自粛の呼びかけの依
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頼があり、町民に自粛要請の広報を行ったところです。これまでもお酒の回し飲み

については、多方面から見直しの意見が多々ありますが、一方で、与論独特な慣習

として来島客にも親しまれている面もありますので、この機会を捉えて自治公民館

連絡協議会をはじめ各種団体の会合において、御意見を賜りながら見直しに努めて

まいりたいと存じます。 

次に、商工観光業者、農林水産業者などへの町独特の支援策をどう講じていくか

ということです。 

世界的に新しい時代の到来と言われる中、日本においても新しい生活様式が浸透

しつつあり、これまでの日常や常識が変化しており、経済活動についても同様に変

化していくことが予想されます。特に、人の移動に何らかの制約がかかる時代で

は、交流人口増加による経済振興だけではなく、島内の生産物を島外に価値を高め

て積極的に販売していく必要があると考えます。 

御質問の商工観光事業者の支援策については、国の地方創生臨時交付金を活用

し、観光関連業や商工業の事業者への給付金を支給することや、飲食店等で使える

クーポン券を町民や宿泊者に配布し需要喚起を促してまいります。 

また、農水産事業者の支援策については、現在、国の支援を受けながら講じてい

る対策の先に、町独自の取り組みとして、ブランド化や一次加工による利便性の向

上など、差別化による販路拡大をあわせて展開・支援していくことが、今後の事業

進展を図る上で重要な施策であると考えており、商工観光業と農水産業の連携をさ

らに強化する取り組みを行ってまいります。 

次に、皆田海岸の公園整備についてです。 

以前より御質問のあります皆田海岸の公園整備につきましては、自然公園法等の

規制を県に確認したところ、どのような公園整備をするのか計画の提出を求められ

ましたので、まずは計画の内容など集落の方々と協議し、整備計画を検討してまい

ります。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 新型コロナウイルス感染症対策については、新しい様式の定着

に向けて、県からの取り組みを推進していますが、その中で不要不急の出張や旅行

は当分の間避ける、また外出については感染予防対策が徹底できていないなど、ク

ラスター発生のおそれが高い施設や、３つの密、密閉・密集・密接のある場を徹底

的に避ける、手洗いや人と人との距離の確保など、基本的な感染症対策を継続する

という、感染拡大を要望する新しい生活様式を徹底するようお願いをしているよう

です。 

そこで、まず、今後の年間行事について再度お伺いをいたします。年間行事ある
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いはその行事が本町においてはものすごく多いのではないのではないかと、ちまた

では聞こえます。その行事の予定について、各団体から恐らく要望して、そのいろ

いろな調整をして決定していると聞いていますが、この行事予定についてどう取り

組みをされているのか、教育長にお伺いします。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 年間行事については、教育委員会関係のことにつきまして

は、それぞれ実行委員会や管理するところの代表の人たちと話し合いをしながら実

行しているところです。例えば、町民体育大会、町駅伝大会とかですね、そういっ

たものも実行委員会等を通しながら意見を伺ってやっているところですが、また普

段の一般的な教育委員会主催等については、今回のコロナ対策の中では、かなり縮

小と延期と中止をたくさんしてまいりました。当然ながら、今後のことについても

ある社会教育の関係、子育て関係では、もう今年はやらない方向で決定しているの

もございます。そういった意味で長期的には、今後本当にこの会は必要か、合体し

たほうがいいか、縮小していったほうがいいかというメンバー構成も見ながら、調

整はしてまいりたいと考えています。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 行事にはいろいろな団体が要望されていると思いますが、地区

学校教育関係とか、町学校教育関係、あるいは地区社会教育・社会保健体育、その

他町生涯学習関係というのが組み込まれていると思います。やはりこういう新しい

時代に新しい様式を推進しているわけですから、今後やはりいろいろな行事等を見

直して、もう少し簡素化といいますかもう少し縮小していただいて、町民の要望に

応えられるようにひとつ見直しをしていただきたいと思います。町長いかがです

か。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 本当に今の行事のことにつきましては、私も多いのではないか

とは思っています。総論は本当に賛成なんです。ただ、それぞれの団体の立場ある

いは役員からすると、これも必要だ、あれも必要だ、もっともっと欲しいというふ

うなもっと盛んにしたい、もっと人を集めたいというふうな団体の方々の意見があ

りまして、なかなか町から大きめのところはカットしなさい、こうしなさいとはな

かなか言えないところですので、先ほど教育長が答えたように、本当に協議しなが

ら、１つにまとめられるものはまとめていったりとか、そういうふうなことで今後

やはり精選していかなければならないということは考えています。ただ、これにつ

きましては、町から一方的に、君のところはするなとかしないとかというふうなこ

とは言えないですので、お互いに話し合いをしていかなければならないのではない



 

（56） 

かなというふうに思っています。ただし、総論については本当にそのとおりです。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 東京オリンピック・パラリンピックが、来年に延期されていま

す。そして、本町においても体育祭などの体育関係、文化関係のいろいろな行事、

１０月、１１月、１２月にいっぱい恐らく予定していると思います。そういったこ

とも考えますと、今後どのようなお考えをお持ちなのか。教育長。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 先ほどお話ししたのが原則ですが、当然もう既に例えばニー

ズも踏まえながら、子ども会大会、これはもう今年中止というふうに皆さんの意見

を踏まえてなりました。当然、子ども議会と子ども会大会は、増やすのではなくて

交互に行うということでやってまいりましたので、それは交互に行いながらです

が、それから生涯学習の中で夢語り大会のほうは、一緒になってやっていくという

ようなこともあります。原則として先ほどのようにメンバーを減らしている会もご

ざいます。ですから、今コロナの関係もあって社会教育関係は、最大２１人を目安

とした会議を限度にしまして、書面決裁によって行われるものは書面決裁で行う。

どうしても役員の改選や顔をあわせて決定しないといけないものは、最小限にして

会議を行うというような基本で動いていますので、先ほど実行委員会と言いました

が例えば町民体育大会をどうするかといったようなことについては、３密を避けな

がらやる運動にして、少し簡素化するかといったような知恵は、実行委員会の中で

きちんと討議をして進められればと思っています。なお、同じように精選等をして

時期的なことも大変問題にはありますので、課題はですね。そこも含めてまいりた

いと思っています。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 今後十分検討されて、ひとつ取り組んでいただきたいと思いま

す。 

次に、冠婚葬祭についてです。当然これは、与論町自治公民館連絡協議会という

のがありまして、そこでいろいろと検討されていると私は承知していますが、これ

をさらに見直す必要があるんではないかということで、私は質問をさせていただき

ました。この冠婚葬祭のいろいろと文章を見てみますと、葬儀若しくはお通夜、い

ずれかの御列席の推奨ということで、香典はお通夜、お悔やみに、御神前をあわせ

た金額をひとつにする。一時的に神事を午前中に行い、告別式では弔電、玉串、花

入れ、喪主挨拶のみで時間を短縮する。なるべく三日祭り、十日祭りの自粛をお願

いする。お通夜、葬式も線香のみ、タチトゥブレイにして省略する。ということ

で、与論町自治公民館連絡協議会から推奨していますが、これは、例えばこのコロ



 

（57） 

ナがもう収束して、なくなってからこれを適用するのかしないのか。これは通年と

いうふうになっているのですが、これはどういうふうなお考えでしょうか。町長。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 斎場からの提案もあったりして、この機会に見直しを図ってい

こうということで、連絡協議会といろいろ話をした結果ですので、できるだけ通年

それが続いていけばありがたいなというふうに、町としては思っているところで

す。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） もう時代が変わりまして、本当に葬儀の仕方、いろいろと考え

なければならない問題だと私は思っています。やはり時間の短縮、簡素化、無駄・

無理を省く、そういったいろいろな新しい時代、いわゆる少子高齢化になっている

わけですから、できるだけ、そういったことをこれまでの考え方を少し考え直し

て、やはりこれからの新しい時代をどう生きるかということで、ひとつこれは是非

与論町自治公民館連絡協議会で検討をしていただきたい。この担当は恐らく総務企

画課長だと思っていますが、総務企画課長いかがですか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） この冠婚葬祭に関しましては、一応あくまでも主催者

側の意向といいますか、それが大前提だとは思いますが、今回葬儀への出席方法に

つきましては、斎場から連絡があって通年だったり一時的な処置ということで、そ

れぞれこれは通年、これは一時的処理ということでそういった内容で来ています

が、そういった自公連で諮って、それはもうすばらしいことだということで全会一

致ということで、これを町民にも流してきています。ただ、こうやっていった中

で、ある人はまたちょっと違う発想で、元に戻ったりいろいろなことがやはり出て

くると思いますが、やはりそれを繰り返しながら長期的な時間をかけて、少しずつ

浸透させていくということが大事ではないかなというふうに考えています。今後も

その冠婚葬祭をはじめ、いろいろな形で自公連とも考えてまいりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 町民は、今の葬儀、ああいういろいろな考え方をしている方々

もいらっしゃいますが、今のようなやり方が一番いいと親戚だけを除いては、タチ

トゥブレイして帰ったほうがもうものすごい自分の時間もつくれるし、またいろい

ろな用事もできるというふうに聞いています。そういうことで、是非とも今後やは

りこれも通年といいますか、何とか長い１０年後、２０年後ですね、子や孫たちに

も引き継いでいくと思いますので、是非検討をしていただきたいと思っています。

町長いかがですか。 
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○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） おっしゃることはよくわかります。そのとおりだと思います。

これからも我々が町からこうしなさい、ああしなさいというわけにはいかないと思

いますけれども、自公連等とも協議をしながら、だんだん新しい慣習が定着してい

くようにしてまいりたいというふうに思っています。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 是非ひとつ実現できるように、検討をしていただきたいと思い

ます。 

それでは、次に与論献奉についてお伺いいたします。与論献奉については私が言

うのもあれですが、この機会に本当に意志を強く固めて、この与論町のいろいろな

健康増進のためにも、少しは考え直す必要があるんではないかと思って、これを質

問いたしました。そこで、新生活様式というところの欄にちゃんと謳われているの

です。ここに食事のところなのですが、お酌、グラスやお酒の回し飲みは避けてく

ださいというふうに謳われているのですよ。そういうことで、私たちもやはり飲み

方を変えないといけない、回し方を考えていかなければいけないと。回し方です

よ、僕は与論献奉をやめろと、廃止するという意味じゃありませんよ。これはもう

昔からの伝統的なこれは文化財ですから、できれば僕は世界遺産に登録したいと

思っているのですが、なかなかそこはできませんが、回し方、飲み方をやはり変え

ないといけない。あるいは結婚式場でもいろいろなところででも、回し方、飲むな

ではなくて回し方を少し考えていただきたいなというふうに、私は自分なりに考え

ています。一番飲んで回していらっしゃる副町長、いかがですか、どう思われます

か。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） 世間一般では、私もよく宴会に行きますので、与論献奉の達

人と言われているのですが、しかし、実際に島外から来られるお客様で、非常にご

期待をされている方々も多いのも事実です。ただ、おっしゃるとおり、この機会に

やり方を本当に検討して、与論の新しいもてなしの方法がまた確立できれば、これ

こそまた最高な改正しないでいい与論献奉になるのではないかと思いますので、そ

ういった面を皆さん方の御意見をいただきながら、我々与論独自のおもてなしの仕

方というのを、今後研究をしてまいりたいなと思います。やはり回し飲みというの

は与論から始まり、それが一気飲みになり、本当に観光とともに大きな問題にも

なっていったこの与論献奉ですので、大変いい機会にいい質問をしていただきまし

て、我々もまた職員も課長会を中心に検討を進めてまいりたいと思います。よろし

くお願いします。 
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○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 与論献奉にはですね、与論献奉１０カ条というのがあります

ね。その中で、第４条に与論献奉は敵物適量を１人１回だけ施行する。１回だけで

すよ。そういうふうに謳われているんですよね。全く守っていませんねこれは。

我々は。ここで町民福祉課長にお伺いします。保健センターでは恐らくアルコール

の依存症の勉強会なりを講師を雇ってやっていらっしゃると思いますが、その与論

町にアルコール依存症は何人いて、そして何人ぐらいそういう意向を聞いていらっ

しゃるかちょっとお伺いいたします。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） 確かに保健センターのほうでも、去年その前から講師

をお呼びして研修会をもったり、特に役場職員はそういった宴席が多いということ

で役場職員の酒の依存的なことをちょっと調査したりとかしていますが、自分では

依存症ではないという思いでいたのですが、実際その検査をしてみると依存に値す

るというふうに結果が出まして、結構な方がやはり自分では自覚していない、意外

とそういう中で依存に値するものだと、検査で出るものですから、ちょっと僕らは

本当に見直さないといけないのかなと感じるところはあります。この与論献奉とい

うのは特にまたこういう感染症の問題ですので、やり方はいろいろな面で大きな会

場の中で一人一人のスピーチを聞けるというのは、すごくいい面があるのではない

かと思っています。それを残しながら、あまり度が過ぎない、あるいはまた感染す

るような１つのコップで回すようなやり方ではなくて、マイカップで回すとか、い

ろいろな方法があるとは思いますので、そういう検討をしていく価値はあるのでは

ないかと思っています。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 何人いらっしゃるかわかりませんが、とにかくそういった健康

増進のためにも、どうしたらアルコール依存症にならないかをあらゆるところで研

究をされて、これから与論町民の健康増進のためにひとつ努力をされていただきた

いと思います。町民福祉課長もう１回お願いします。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） すみません、特に細かい数値をお持ちしていないもの

ですから、何％が依存症かというのがはっきりしないのですけど、かなりの数値で

与論町は高いのかなと思っておりまして、男性だけではなくて意外と最近は女性も

数値が上がってきている面がございまして、その点やはりおいしく飲めるのはいい

のですが、健康には気を付けていかないといけないのかなと思っています。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 
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○４番（林 敏治君） 私は、その与論献奉が悪いとは言っていません。ただその飲み

方を変えるというように、健康のためにもその飲み方、回し方、これを是非考えて

いただきたいという私の提案です。 

それでは、次に経済的な支援策、これの答弁を見ますと、大体国のいろいろな支

援、地方創生臨時交付金を活用するとか、いろいろもちろんこれは一番予算を取っ

てするのは当然です。しかしながら、町単独ですね、町独自、これを財政も苦しい

中で、今後どのようにしていくかというのをお聞きしたかったのですが、先ほどの

一般会計補正予算にも計上されておりましたが、農業緊急経済対策事業費が４５４

万円、それから水産業緊急経済対策事業費が１３５万円、それと港湾関連緊急経済

対策事業費が２７１万円ということです。予算も計上してありました。これも確か

に町単独の取り組みというふうに言われても仕方ないと思いますが、そのほかにお

聞きしたいのは、その観光関連業者ですね、商工業者の事業所とそれから農業関

係、商工観光事業者、農業関係農水産業事業者との関係のその格差といいますか、

差別化といいますか、それを私は無くさないように平等に緊急対策をしないといけ

ないなと、支援策をしないといけないと思って私は質問するわけです。その町単独

のそういった考え方はありませんか。町長。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ここに申し上げたとおりでございまして、町の限られた予算の

中で、本当に今現在困っている業者の方々に対して、どのように支援できるかとい

うことを各課で検討しながら、課長会でまた検討をしながら進めているところで

す。クーポン券を配ったり、あるいは今後、観光客がずっと来島できるようにいろ

いろなＰＲ活動をしたり、あるいは直接園芸・花卉の業者に支援をしたり、水産業

に支援をしたりということでやっているわけですが、本当にそれぞれ困っている程

度が違ったりするものですから、一律にというわけにはいきませんが、それぞれの

実態を把握しながら、また要望をいただきながら、町ができるだけのことをしてま

いりたいなと思っています。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） できれば、あまり格差のないようにといいますか、例えば農業

をしている人、漁業をしている人、観光業をしている人、それからいろいろな商工

関係の方々の何と言いますか、バランスを取っていただいて、やはりそこには足ら

ない分がいくらでもあると思うのですよ。全く足らないという方がいっぱいいらっ

しゃいます。そういうことも考えて、今度町独自の支援策をするということが、私

は一番皆さんの仕事だと思いますが、いかがですか副町長。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 
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○副町長（久留満博君） 政府が出しました支援策をずっと読み解いてみますと、この

３月以降、実際に売り上げがどのくらい減っているかという減収者に対する支援と

いうのが第一です。その次に今後の経済対策としての支援策、そして今出ているの

が、その事業を起こすために施設を借りたり、借りてやっている家賃の補助とか、

段階的に来ているわけなのですが、やはり１億２０００万人の国民に対しては一律

１０万円という給付もあったことですし、その減収で実際に困っている皆さん方を

支援していくということが、今度のコロナの対策ですので、全てが全てに同じよう

な条件で支援するということではないというふうに、私は解釈しています。ですか

ら、与論の観光業につきましても、お客様が来られて今宿泊をするところ、宿泊を

したら今度は食事をするところ、その食事をするところに回って車を利用する人、

いろいろな業種があるわけなのですが、そういったのを段階的に考えて、観光協会

あるいは商工会等でまた検討もしていますので、せめて１００人泊まれる施設も５

人しか泊まれない施設も平等にできるかといえば、そういったこともありませんの

で、またその辺のランク付けというのも含めて検討しながら、何とか持ちこたえて

事業ができるように、あるいは農業関係者であれば、来年度以降もまた生産につな

がるような支援策、今良ければいいということではなくて、来年へつながる、再来

年へつながるような施策というのも次々考えながら、予算のほうを執行してまいり

たいというふうに考えています。よろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 参考まで、天城町のことをここで報告したいと思いますが、天

城町では、頑張れ天城ということで、町単で一律１万円給付しているのですね。こ

れは特別定額給付金の１０万円とは別なのです。別に頑張れ与論町、町単独で２万

円というふうに、財源は苦しいですが、そういうふうにされたら町民は、非常に執

行部を信頼して、これからも町行政も仕事がやりやすいんではないかと思いますけ

ど、そういったことも是非考えていただきたいと思っていますので、是非ひとつ参

考にして検討していただきたいと思います。 

それでは次に、最後になりますが、もうこれで３回目の一般質問ですが、なかな

かこれを出していいものかどうかと思いながら出したのですが、この皆田海岸の公

園の整備についてなのですが、本当に前回、前々回も本当に提出はして、これは環

境経済建設委員会でもちゃんと承諾をしてやっておられるものだと思っていまし

た。ところが途中で課長も変わり、そしてどういうような進捗なのかということ

で、そういった住民からのまた問い合わせもあったものですから、皆さんに再度こ

のようにして提出をさせていただきましたが、いかがですか、商工観光課長。進捗

状況はどうですか。 
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○議長（福地元一郎君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） ただいまの質問にお答えいたします。 

議会だよりを確認しましたところ、平成２８年１２月にこの議案が提出されてお

りまして、あと現在の公民館長または副館長の方々がおみえになりまして、こうい

うふうにどうなっているのかということでお話がありまして、お話を聞いたとこ

ろ、トイレの周辺を整備してほしいということで、お話をお聞きしました。ところ

が、また別の方からお聞きしましたら、あそこの周辺一帯を公園化できないかとい

う話もありまして、ちょっとわからなかったものですから県のほうに確認しました

ら、まずはどういうふうに計画するのかというのが答えでありました。それで、そ

の公民館長、副館長の方々にお聞きしましたところ、とりあえず一部のトイレの周

辺だけでも整備はできないかということで、お話が済んだところです。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 今現在、おかげさまで皆田の山口誓子の石碑のところはみんな

伐採されていますからね。ちゃんときれいになっています。ところがそれを１０

メートルぐらい移動してまた設置すると聞いています。そうしたところが、その斜

め４５度ぐらいから見ますと、ものすごい景観がいいのですよ。そこはもういろい

ろな昔からスケッチする場所ですよね。ですから恐らくベンチが必要だと思いま

す、私は。ベンチをそこに置いてですね。それから写真撮影、これもまた向こうは

はっきり言いまして、百合ヶ浜以上にまた美しいのですよ。そういうこともありま

して、いろいろな方々から聞いています。また観光客もものすごい景色だ、ここは

石垣市の川平湾ですかね、あそこにそっくりだというふうに聞いています。ですか

ら、これは皆田海岸ですけど、さらに、皆田離れがあるものですから、非常に心和

やかに憩いの場になるというふうに私は考えていますので、是非スピード感をもっ

て頑張っていただきたい。そう思います。 

いろいろ説明会も今からということですが、早めに住民説明会もしていただい

て、是非すばらしい観光スポットになるようにお願いをしたいと思います。願わく

ば、向こうに愛の鐘、今ビドウにありますよね、愛の鐘。あれを向こうにもう１本

建ててほしいわけです。そしたら人生ゲームのようにあっち行ってこっち行って、

回るのですよ。海岸沿いをですよ。だからそういう発想を考えて、是非今後いろい

ろと計画といいますか検討をしていただきたい。そういうふうに提案をします。副

町長いかがですか、今の提案は。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） 確かにおっしゃるとおりだと考えています。私も商工観光課

時代にこのお話をお伺いをしたことがございます。ある人に聞きますと、そこは開
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発しないほうが自然公園で美しいんだという方もおられまして、非常にどっちが正

しいんだろうというのがありましたが、やっと松村課長の時代になりまして、いい

方向に話を持って進んでいくんではないかと思います。ただ、施設をつくって整備

をしても、そこの地域の方々がそこの地を愛していただいて、保存・清掃というこ

とまでずっと継続的にやっていくようでないと、施設を町が整備をするだけで、後

はまた何でもかんでも町にお願いするような形になっていくと思いますので、是非

地域の方々とどういった形で整備をし、どういった形で保存をしていくかというの

も話し合いをしながら進めていければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 向こうはもう本当に私たちが守りますよ。というのは、やはり

向こうでものすごい行事も今行われておりまして、子供から大人あるいは観光客が

訪れて、いろいろなマリンスポーツもやっています。また海で漁業もされていま

す。もう利用度が高いのですよ、向こうは。ですので、是非将来、孫や子供たちに

やはり文化的な、教育的な面を残していってこそ、地域があるんではないかと思い

ながら考えいるのですが、やはり将来に残せるのは何かということを考えて、やは

り今からやっていかないと、あと１０年、２０年後を見つめながらひとつ頑張って

皆さん方もそういった考え方をして、今、前だけ見るんではなくて、将来の子供や

地域の方がどうすべきかということも考えながら、全面的にひとつ取り組んでいた

だきたいと思います。最後に、町長の見解をお伺いします。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 大変すばらしい提案ありがとうございます。本当にお聞きしま

すと、観光関係の方々の意見ともとから漁業をしていた方の意見とがいろいろあっ

たりしてというふうなことで、なかなか推進してこなかったのですが、本当に先ほ

どありましたように、山口誓子の句の内容を見てみますと、離れを見渡しての句で

すので、それを俯瞰できるようなそういうふうなことも考えなければならないなと

いうふうに思っているところです。 

結局は、今松村課長が言われたように、国立公園区域ですので、自然公園法等と

の絡みがありますので、それをしながら、また地元の方々の意見も聞きながら説明

をして、本当にどんな公園にしていけばいいのかということを考えて、後々アシェ

アッシュルムヌヤチュクランバンナエイと言われないようにしたいと思っていま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） いやこれはもう前向きに、是非ひとつ整備をしていただきたい
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と思います。以上で終わります。 

○議長（福地元一郎君） ４番、林敏治君の一般質問を終わります。 

次は、１番、遠山勝也君に発言を許します。 

１番。 

○１番（遠山勝也君） お願いいたします。一般質問に入る前に、この新型コロナウイ

ルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が、鹿児島県も先月１４日に解除を決定しま

した。本町の場合、鹿児島県以上に深いつながりを持つ沖縄。いつ入るんだろう、

いつ入るんだろう、コロナが入ってくるんではないかという思いの中で、何度か会

議をしたりしましたが、早くにこの感染症が出た沖縄からの感染拡大をここまで予

防できていることに、町長はじめ執行部や職員の大変な努力とその成果に敬意と感

謝の意を申し上げたいと思います。本当にお疲れさまでした。これで終わったわけ

ではありませんが、このまま何とか収束まで持っていって、普通に戻ってもらいた

いと願っているところです。 

それでは、令和２年６月の一般質問をさせていただきます。 

１ 農畜産業の振興と地下水保全対策について 

(1) 死亡獣畜処理施設の老朽化に伴う更新整備については、昨年末、執行部

と環境経済建設常任委員会の間で協議が行われ、去る１月末に県議会議員

や県職員にも要望してきたが「該当する補助事業がない。」との答えを持ち

帰ったままで進捗していない。同施設の老朽化や死亡獣畜の発生は待って

くれず、更新に向けたプランの提示を畜産農家は切望しているが、今後の

対策について、どう取り組む方針であるか伺いたい。 

(2) キャトルステーション施設を整備し、各農家で分娩した子牛を集約して

飼育すれば、畜産農家や高齢農家の労働力の軽減、畜舎や堆肥舎への投資

抑制ができ、また、品質のばらつきを少なくし、高値販売牛の増頭で畜産

経営の安定化が図れるとともに、地下水保全のためのし尿処理の一括管理

が可能になるとの農家の声があるが、町長はどう認識しているか。 

(3) サトウキビと同様、本町産業の屋台骨である畜産には、将来に向けて更

なる経営の安定と肉用牛生産基盤の強化が求められると同時に、１０年後、

２０年後も地下水への悪影響を及ぼすことがない町独自のし尿処理対策を

講じる必要があると痛感するが、町長はどう取り組む考えであるか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） それでは、お答えを申し上げます。 

死亡獣畜処理施設の老朽化に伴う更新整備についてです。 

死亡獣畜処理センターにつきましては、平成７年に現在の場所に建設され、平成
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２０年に焼却施設と運搬車両の更新を行っています。更新から１０年が経過し老朽

化が問題となっており、役場、ＪＡ、与論町和牛改良組合の三者間で更新に向けた

対策を講じているところです。 

与論町和牛改良組合において、昨年の９月子牛セリ市より子牛１頭当たり１,５

００円の積立てを開始しています。更新においては、見積額で９０００万円以上か

かる見込みで、耐用年数や肉用牛経営の安定及び環境保全のためにも早急な対応が

必要であることから、数年後には更新ができるようにＪＡ、役場で更新に向けた基

金積立てを行えないか協議を行っています。また、その間も施設更新に適応した補

助事業について要望を続けてまいります。 

次は、キャトルステーションの施設の整備です。 

キャトルステーションの整備については、昨年、北さつま農協と佐賀県唐津市の

キャトルセンターの視察を行っています。本施設のメリットとしましては、規模拡

大や高齢農家における経営継続が可能になること、成績不振農家の改善が図られる

ことなどがあり、御指摘にもあります地下水保全にも功を奏すと考えられます。デ

メリットとしましては、病気が発生した場合、蔓延しやすいこと、建設場所、飼育

経験のある人材の確保が必要であることなどがあります。また、農家が支払う経費

の例は、唐津市の場合、預託期間の平均日数２６３日でおよそ２０万円になるとの

ことで、本町は輸送費もかさみ、さらに維持経費が高くなると想定せざるを得ませ

ん。 

本町の畜産振興に有望な施設ではありますが、維持経費については更なる検討が

必要で、子牛価格が安くなった場合でも参加する農家があるかなど、更なる協議を

重ねたいと考えます。 

次に、畜舎のし尿処理対策についてです。 

肉用牛経営における家畜排せつ物は、環境問題の発生源としての側面を有する一

方で、適切な処理を施すことで堆肥を製造し、貴重な資源として活用することがで

きます。このため、し尿が流失・浸透しないような管理ができる環境を農家ごとに

整備する必要があります。 

対策としては、今年度から町単独事業で堆肥舎建設に対する補助事業を実施して

います。設計については、環境に配慮したものであることを条件としており、建設

費用の３分の１、若しくは補助金の上限を２０万円とし、年間１０件程度の建設補

助を行うことで、環境対策を進め将来の畜産業の安定及び地下水保全を図ってまい

ります。 

○議長（福地元一郎君） １番。 

○１番（遠山勝也君） まず１番、死亡獣畜処理施設についてですが、農家に話を聞き
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ますと、その処理施設があと何年もつか、２年もつか３年もつかというような話を

されていまして、その間にも死亡牛は発生しているわけで、今この基金積立てを行

えないか協議を行っていますという返答をもらったときに、大丈夫かな、間に合う

のかなという思いをしました。ちなみに去る２月、与論町執行部と環境経済建設常

任委員会との協議の中で、牛農家も呼んで話をしましたところ、大体総額９１００

万円、焼却炉が６４００万円、運ぶユニックが９００万円という数字が出てきてい

まして、今現在１頭１,５００円で大体４２０頭ぐらい、これを計算しますと６３

万円、１年で約３８０万円ですから、これが例えば５年間でも２０００万円にしか

なりません。そうすると、１年間で約４００万円ですから、積立額が５年間とした

場合２０００万円弱しか積み立てられないわけですから、どうしても足りません。

農家の積み立ても遅かったのかもわからないが、更新に向けて畜産農家は何の備え

もないではないかということを言われないために始めたという、この１,５００円

の積み立てを始めたと言っていますが、今の計算でいきますとどうしても足りませ

んので、ここはどうしたらいいのか、お金をどうするか。これはちょっとどなたか

町長でも副町長でも、何とかしないといけないと思いますが、考えを聞かせてくだ

さい。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 今おっしゃるように、１頭当たり１,５００円の積み立て、１

回当たりの売上額、そして年間どれくらいかかるかということを計算しつつ、ある

いはＪＡとも役場の町の積み立て等も考えながら、対応しなければならないと思い

ます。これがおっしゃるように、何年で積み立てるからその何年間はしないという

わけにはいかないわけですから、これが老朽化して使用できなくなったら困ります

ので、その度合いを見ながら対応していかなければならないんではないかなと思っ

ています。 

○議長（福地元一郎君） １番。 

○１番（遠山勝也君） 例えばこの１,５００円という数字が少ないということであれ

ば、協議の上でしょうけど、例えば３,０００円にするとかという話もあるんでは

ないかなと考えます。今の老朽施設がどれだけもつかというのも私も正確にはわか

りませんので、農家のそういう声があるということだけはお伝えします。 

次に、キャトルセンターなのですが、コロナの影響でお話を聞いたときに、この

キャトルセンターの話が出まして、どうしてこのキャトルセンターが必要なのかと

いうと、与論島の場合はセリのときに低価格の牛が多すぎる、要は放っておいてあ

まりちゃんと飼育していない牛が多すぎて、セリでもなかなか値段アップさせるこ

とにつながらない、そういう牛が多すぎて、そこを何とか高値牛とこの下の牛の格
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差を縮めるために、もちろんその農家に指導しなければいけないのですが、なかな

か与論島の場合は改善していかないのか何なのか、そういう状況が続いているとい

うことなのです。そこでのこのキャトルセンターなのですが、もちろん伝染病が蔓

延とか管理者の専門性、畜産の将来の展望など、いろいろ考えないといけない課題

はあると思うのですが、子牛の平均価格が図れ、また牛の出生率も上がるというこ

とですので、中小農家や高齢農家にとっては、今、例えばさっきの２０万円を払っ

てでも可能性があるのではないかと思いますが、産業振興課長にお聞きします。こ

のキャトルステーションに関して課長のお考えをお聞きします。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 

確かにキャトルステーションの整備については、非常に有望な施設であるという

ふうに思います。特に購買者のニーズに合った生産体系ができるのではないかとは

思っているところです。しかし今の現在において、それだけ２０万円、もう少しま

た必要経費もかかるんではないか、そしてまた規模と面積、ある程度肥育面積も非

常に今の堆肥センター以上の形で求めていかないとできないのではないか。いろい

ろな点から検討いたしますと、もう少し時間が必要ではないかと思います。確かに

いい施設ではありますので、また農家の意見、また近隣市町村の情報も検討しなが

ら、前向きに検討を進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（福地元一郎君） １番。 

○１番（遠山勝也君） そのようにお願いいたします。 

要旨の３、観光で与論島を発展させるわけなのですが、その前にまずは２０年

後、３０年後先の今の１０頭以上の大規模農家は大丈夫でしょう、１０頭未満の飼

育農家のし尿の垂れ流し状態は、今はまだいいのかもしれない。でも２０年後、３

０年後もこのままの状態だったら、果たして大丈夫なんだろうかという心配をしま

す。ですので、与論島はこの小さい島ですから、すぐに限界が来るというのはおか

しいですが、何とか今から対策をとっておかないと、もしかしたら５０年後は水が

飲めなくなるかもしれない。そういう可能性も出てくるかと思います。ですので、

町単独ででも１０頭未満の農家に、例えば堆肥舎にセメントを打つとか、尿止めを

するとか、それから屋根をつくるとかという対策を、今から打っておいたほうがい

いのではないかと思いますが、今ここにあります、建設費用の３分の１若しくは補

助金の上限を２０万円、年間１０件程度の補助。これは具体的にはどういったこと

を考えていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 
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この地下水の問題については、これまでいろいろと議論を重ねて、特に畜産農家

の方が大きいんではないかということで大変苦慮をいたしました。畜産農家で悪質

ということではありませんが、やはり垂れ流しがあったりというときには、県の担

当者の方も含めて、一緒に農家指導もしてまいりました。しかし農家指導だけでは

やはりいけないんではないかということで、いろいろ補助事業もしながら対策を

やっと小さい補助金ですが、３分の１として補助金の上限を２０万円として整備を

することといたしました。これは、垂れ流しがないように雨よけというか屋根を付

けて、その下に堆肥を入れてその堆肥が流れていかないような対策を講じていただ

く施設で、補助金の上限を２０万円としています。一応１０件程度で今年度は締め

切りたいと思います。財政が続く限りやはりこれは環境問題にもつながりますの

で、引き続き要望してまいりたいと思います。今回既にもう１０件ほど要望が入っ

ていますが、また、効果的に努力してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） １番。 

○１番（遠山勝也君） 是非１０件と言わず、もちろんお金がかかることですから、何

十件もできないでしょうけど、なるべく対策を講じて、観光で島が立っていけるよ

うに畜産も繁栄するようにお願いしたいと思います。 

最後に町長に、この２０年後、３０年後の与論島のあるべき姿というのを聞いて

終わりにします。お願いします。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 今遠山議員から指摘がありましたように、特に与論島の水につ

きましては本当に苦慮しているところです。それで、地下ダムの件あるいは上水を

ためて農業用の配水に使うというふうな件、あるいは古里地区の水源を守ってい

く、そのためにはどうすればいいかというのは本当にこれから私たちの子孫を、残

していく子孫のために我々が今考えなければならない仕事だなと思っています。と

にかく水は命ですので、その命の水を大事にしていくということですので、本当に

地下水を汚さないようなことに対しては、水道課とも連携し、それから産業振興課

とも連携をしながら、今後本当に取り組んでまいりたいなと思います。ありがとう

ございました。 

○議長（福地元一郎君） １番。 

○１番（遠山勝也君） 以上です。ありがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） １番、遠山勝也君の一般質問を終わります。 

次は、８番、野口靖夫君の発言を許します。 

８番。 
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○８番（野口靖夫君） 新しい議場になって初めての一般質問です。令和２年のこうい

うすがすがしい２年度を迎えて、今回は２つの質問をしてみたいと思います。 

１ 新型コロナウイルス感染症の影響による実態認識と対策について 

(1) 新型コロナウイルス感染症が本町経済に与えた影響は大きく、再生と活

性化には最大限の労力を要すると思われる。基幹産業である農業、漁業、

畜産業、観光業の実態をどう認識しているか具体的に伺いたい。 

(2) 政治の責任で何をなすべきか問われている現在、再生には並々ならぬエ

ネルギーと確かな行動による施策と財源（地方創生臨時交付金、奄振一括

交付金）の確保、有効活用が求められているが、その施策を伺いたい。 

(3) 緊急事態宣言解除後、第２波、第３波が懸念されており、そのことを想

定した対処方針を立てるのが行政に課せられた課題である。医療機関の受

入態勢、学校休校による学力低下問題等も含めて、町民が安心・安全な生

活が営まれるような力強い施策を伺いたい。 

２ 環境、景観保全と魅力ある観光地づくりについて 

(1) 風光明媚な海浜地に放置されている廃遊漁船や、リサイクルセンターに

山積みしている焼却可能な廃プラ、廃材、また海岸に打ち上げられた海洋

プラスチックごみ等の処分を早急に実施する考えはないか。 

(2) 今日の新型コロナウイルス感染症の影響等による社会環境の変化により、

国内の地域間競争の激化が予想されることや、観光ニーズの多様化に伴い

政策転換が望まれていると思われることから、奄美や沖縄が世界自然遺産

に登録された際に、確実な地の利を生かした観光地づくりが推進できるよ

う、町長の諮問機関として、仮称「魅力ある観光地づくりプロジェクト

チーム」をつくり、観光産業振興に息吹を与える考えはないか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） それでは、最初に、農業・漁業・畜産業・観光業の実態をどう

認識しているかという御質問です。 

新型コロナウイルス感染症の本町経済への影響について、農・漁業分野から申し

上げます。 

園芸作物は、全般に価格が低迷し、特に花卉については、３月から５月の単価下

落の損失だけで１０００万円を超えると推定しており、出荷不能や生産調整も余儀

なくされています。また、生産に係る経費が大きいことから、今期作経費の負債や

次期作に係る資金繰りを考えると、経営の停滞や生産意欲の喪失が危惧され、規模

縮小が産地としてのブランド力に影響するおそれがあります。 

畜産業については、外食需要の減退による枝肉価格の下落が本町の子牛価格にも
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大きく影響を及ぼし、５月のセリ市では、前回比１２万円の単価下落、業界全体で

５０００万円を超える損失となっています。 

水産業については、ソデイカ等の水産資源が減少している中、主要出荷先の経済

減退の影響を受け、魚価は前年比３割から４割ほど低下しており、漁家経営は一段

と苦しくなっています。 

次に、観光業について申し上げます。４月の入込客数は、昨年同月比で８６％減

となっており、ゴールデンウィークは９０％以上の減少となりました。宿泊業をは

じめとする観光関連業は、収入のほとんどを観光客に頼っており、４月・５月の売

り上げはほとんどなく、さらに影響は長期にわたると認識しています。 

次に、地方創生臨時交付金や奄振一括交付金の確保、有効活用についてというこ

とです。 

地方創生臨時交付金は、本年４月に新規に創設され、新型コロナウイルス感染拡

大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し

地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じて必要な事業を実施できる

よう交付することを趣旨としています。 

本町は、１８件の施策事業の実施計画を提出しており、認定されれば本交付金を

活用した事業実施が可能となります。現段階においては、今回の一般会計６月補正

予算案において、一般財源を充当した形で当該事業を計上し、事業認定の後に充当

を考えています。 

また、奄振交付金関連の補正予算に関しましては、観光産業における需要喚起策

を実施するとともに、群島他市町村と連携し、スケールメリットを活かした観光誘

客支援策の展開を実施したいと考えます。 

本奄振予算についても、今回の一般会計６月補正予算案に計上しています。これ

らの財源等の有効活用により、経済活動等の早期回復に向けた事業実施を推進して

まいります。 

次に、第２波、第３波が懸念されている中で、医療機関の受入態勢はどうなって

いるかということです。 

本町の医療機関の受入態勢については、医師の数や病床数が限られ、第２波・第

３波の発生に備えた体制整備が必要であると認識しています。 

しかしながら、医療機関の設備や人員の整備は、国・県及び運営する医療法人等

との調整が必要であることから、今後も関係機関と連携し、補助制度も活用しなが

ら感染予防に努めてまいります。 

次に、廃船や各種廃プラスチックゴミ等についてです。 

海浜地等に放置されている廃遊漁船については、景観を著しく阻害する要因とな
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り、観光面に与える影響も少なくないと思われます。廃船化した放置艇について

は、所有者の責任において処理すべきものと考えますので、所有者の確認等を含

め、関係機関と連携を図り適切に処理されるよう努めてまいります。 

次に、リサイクルセンターの廃小型家電の処理については、現在、手作業により

分別を行っていますが、処理が追い付かない状況にありますので、将来的な処理業

務委託を含め、他自治体の先行事例を参考に改善を図ってまいります。 

なお、海岸漂着ゴミについては、国の交付金等を財源に、町が収集運搬から処理

に至るまで適正に行っています。 

次に、今後の観光産業振興への対応についてです。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が経済に与える影響は計り知れず、復調傾

向にあった本町の観光業も大きなダメージを受けています。 

観光政策を模索するプロジェクトチームの発足は、現状の課題認識や新たな発想

に基づく事業展開を提案する機関として、大変有効な方策の１つであると考えます

ので、先進事例を参考に関係機関の御意見を取り入れながら検討してまいります。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） それでは、緊急事態宣言後の学校休校等による学力低下問題

についてお答えします。 

学校の臨時休業に伴う学習の遅れについては、各小・中学校において、学校行事

の精選や時間割の変更などの工夫によって対応がなされています。 

教育委員会としては、全ての小・中学校の教頭と学力向上担当者会を６月４日に

行い学力向上対策の指針を示すなど、学力低下を招かないよう各学校に具体的な働

き掛けを行っています。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） それでは順次説明させていただきます。町長のこの第１回目の

御答弁に関しましては、朝、給与の削減からまた一般会計の補正予算の審査から、

その実態に関わる考え方というものは、既にお聞きいたしました。また、ほかの

方々の一般質問の中にもこの実態をどう認識しておられるのか。その件に関しては

十分私の考え方と似ていますので、この件に関しては、僕は別に問題ないと思いま

す。なぜこれを質問したかといいますと、やはり物事を進めるためには、実態がど

うなっているかというのをピシッと把握できなければ、前に進むことはできないと

思うからこそ私はこれを質問したわけですので、どうかここら辺は御理解いただき

たいと思います。 

そこで、２点目のこの政治の責任で何を成すべきかということです。私はこれが

一番重要でありまして、先ほど遠山議員が、死亡牛の焼却施設の整備について町長
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の答弁を先ほど聞いていましたが、非常に苦慮しておられると。それは当然でしょ

う。今のままでは苦慮されるのは当たり前です。財政的に非常に厳しいのは我々も

わかっていますから、県のほうにおいても、その補助金がないからできませんとい

うことで、知らぬ存ぜぬで放り出されましたが、これで果たして政治の責任におい

てこれでいいと言えるのだろうかということなのです。我々が考えなければならな

いのは、補助金事業が終わったから、ないからこれでいいんだということではなく

して、常に牛は死ぬものなのです。生きものは死ぬ。それに対する処分というもの

は我々政治家が農家が、我々がしなければならないわけなのですね。そのためにど

うすればいいかということを考えれば、我々の責任だと私は思っています。ただい

まのコロナの問題でもそうなのですね。先ほどからない袖は振れません。今いろい

ろな、先ほどの一般会計の補正予算の中でもこれは町の財政が裕福だから、潤沢に

あるからこれを振り分けたということではなくして、国からの地方創生臨時交付金

をいかに有効に使って、それを配分しているかということで、苦労しておられるの

は十分わかるわけなのです。ですから、財政というものは我々もわからないわけ

で、何でもいいからとにかく分配してみろと、出してくれと言っているわけではな

くて、そのために政治が何を成すべきか。政治が何を成すべきかということはどう

いうことかと言ったら、ないときは頭を使って国や県にお願いをしなければなりま

せん。これは我々特に町長、奄美に生活している我々は、１０％の消費税が上が

り、そして新型コロナウイルス感染症でこれだけ痛められ、これは本当に大変な問

題です。同じ１０％消費税が上がったとしても、この格差は非常に大きいわけなの

です。それをカバーするのが政治の役割なのです、ということを私は申し上げたい

のです。ですから、この間も補正予算の審査のときに、町長に訳のわからないよう

なことを質問したような感じでありましたが、これは何を言わんとしているかとい

いますと、我々はこの奄美の地に生まれている以上は、奄振特別措置法というのが

あります。その中には一括交付金というのがあります。その一括交付金を、いかに

我が島の与論町の町長を先頭に、あるいは議長を中心にその国や県にお願いしてい

こうかというのが、我々の責任だと思っているのです。そうしなければ、先ほど

言った死亡牛の焼却施設をつくれません。だからこそ高岡会長を中心にして、そし

て国や県に要望するのがあなたの仕事だと私は思っているわけです。この間成立し

ました第二次補正予算では、皆さんも御存じかと思いますが、もうマスコミで言わ

れているとおり１０兆円の予備費が組まれているのですよ。政府においては、内閣

総理大臣も担当大臣も柔軟果敢に、この補正予算を万が一必要なところがあるなら

ば、これを配分しますよということを言っているじゃないですか、国会答弁で。そ

ういうことはどうするかと言ったら、やはり我々の代表である鹿児島県知事が全国
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知事会でものを言っていただきたい。そして国にも陳情していただきたい。奄美を

代表して市町村長会で陳情すること、そうすることがこの財源確保になると思うの

です。そうすれば、先ほどから町長が答弁しておられるその農業、漁業、観光、畜

産の今苦しんでおられる方々に対して配分ができるのです。そうすることで我がま

ちの島の経済が潤うのではないかということを私は考えるからこそ、こういう質問

をしているのです。どうですか、私の考え方は間違っていますか。町長の御意見を

承りたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 本当に御提案ありがとうございます。先ほどからお聞きしてい

ることを考える場合に、本当に我々がこれから成すべきことは、山積しているなと

いうふうに思っているところです、町単独ですべきこと、そしてまたほかの町村と

協力しながら進めること、奄美全体で考えるべきこと、いろいろなことを想定しな

がらこれからみんなと力をあわせて、いろいろ国のほうへも県のほうへも陳情して

まいりたいと思いますし、また皆様方のお力もお借りできればと思います。よろし

くお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） 総務企画課長にお伺いします。総務企画課長、この間も申し上

げましたが、あなたは広域事務組合の与論町を代表して幹事なのですね。それで町

長とか市町村長会を主催するときは、まず最初に幹事会をするのですね。奄美では

次に何を要望しよう、何をしようということで、幹事会で議論してそこで決まった

ものを市町村長会、広域事務組合の議会でもって審査して、県に要請すると。こう

いう同一行動を起こすまず先発隊が、総務企画課長なのです。ですから、私が今町

長に申し上げましたとおり、あなたはどう思っていますか。そういうことを考える

気持ちはありますか、ないですか、どうですか。お気持ちをお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 当然、奄振事業についてなのですが、与論町で奄振交

付金を活用した事業、それから与論町だけではなくて、群島内で考えて訴えられる

事業、そういったスケールメリットを活用した事業というのがあると思いますし、

それは当然今後も要請してまいりたいと思います。今回については、奄振交付金の

補正につきましては、特に観光に関する需要喚起、コロナ収束後の需要喚起という

施策が特定されていた関係で、それで事業の予算化をしていますが、その他はほと

んどが地方創生臨時交付金についてが、ある程度大きな分野を充当できる施策が反

映できるということで、そちらのほうを充填をしてはいますが、奄振予算について
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も精いっぱいまた頑張ってまいりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） 私が言っているのは、今２点言いました。１つは奄振交付金、

もう一つは地方創生臨時交付金、この２つを言いました。この先ほど遠山議員が質

問しました死亡牛の焼却施設、これは与論島だけの問題ではないですよ。これは、

沖永良部も徳之島も、徳之島３町の市町村長は頭を悩ませていますよ、みんな。そ

うでしょう。だからこういうことは与論島だけの問題じゃないわけだから、その市

町村長会のトップである方と一緒にそういう陳情をしたらどうですかということな

のですよ。一括交付金に関してはね。それで持って各市町村、地域によって使うこ

とは全部違いますからね。例えば、今総務企画課長が言われたように、観光が大変

だと、ここは農業の花卉が大変だと。こういうことがあった場合のそれを使える

じゃないですか。そういうことを言っているんであって、自由に使えることを私は

使える金のことを申し上げているのです。ですから、これは奄美全体の問題として

取り上げて国に、県に要望しても、これは恥ずかしいことではないのです。先ほど

言いましたように、予備費が前代未聞の１０兆円が組まれているのですよ、こんな

ことがありますか、これ。そして内閣総理大臣も担当大臣も、そういうことがもち

ろんあれした場合には、そこに応じて執行しますということを言っているじゃない

ですか。だからそれに甘んじてどうしたいという言葉がちょっと語弊があるかもし

れませんが、それに便乗をしないで何をするのですか、政治家は。奄美はこうです

よと、消費税も１０％になりました、これに対して鹿児島県あるいは首都に近いと

ころよりもこれだけの離島が苦しんでいますよ。だからそのために奄振があるじゃ

ないですかと、特別措置法があるじゃないですかと、それを口実にしてやればいい

じゃないですか。また、その先ほどから話になっている地方創生臨時交付金も、こ

れもそうですよ。奄美の中でも徳之島も沖永良部も与論も全部違いますよ。これは

金子衆議院議員でも知っています。この間お話はしたけれどもね、金子先生もそれ

は奄美の中で全部市町村、全部違うようです要望は。だからその要望に応じて使わ

れるような交付金を、あなたたちが考えて申請するべきだよ、野口君知っているの

かとはっきり言われました。先生もそう思っておられますよ。ですからそれを奄美

の市町村長は、あるいは関係者が言わないだけで、これをやっていただきたいとい

うことを申し上げているわけなのです。どうですか、もう１回町長。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。この地方創生臨時交付金の使途につい

て、我々も１８件ほど計画を提出して要望をしております。先ほど言われました死

亡牛についての一括交付金事業につきましても、今後関係町村と協力しながらやっ
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てまいりたいなと思っています。ありがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） やるということですので、次へ進みます。 

次は、先ほど教育長も御答弁いただきましたが、ありがとうございます。しっか

り進めていただきたいと思います。教育長は僕の同級生なもんで、あまり質問しよ

うと思っても考え方が一緒だから、これ以上質問はいたしませんので、あしからず

でよろしくお願いします。 

その次、環境、景観保全と魅力ある観光地づくりについて質問させていただきま

す。これは最後ですが、私がなぜこの風光明媚な海浜地に放置されているガラクタ

を片付けないかということを申し上げる、これは何回も私は言っているのです。こ

れは、本当に魅力ある観光地づくりにとっては非常に足かせになっているのです。

そのもちろんこういうものは所有者がおられるわけだから、所有者に任せればい

い、確かにそのとおりです。そのときは儲かったわけだから。今は儲からないので

ほったらかして大変な問題です。自分で責任を持ってやらなければならないのは当

たり前ですが、これは行政が主導となって、主体となって前に進めていかなけれ

ば、この問題は全然解決しませんよ、いつまでたっても。だから私は申し上げてい

るのです。だから所有者にも負担金を出してもらって、全部全額行政が面倒を見て

くれと私は言っているんじゃないのです。これは、魅力ある観光づくりをするため

には、これだけ必ず必要ではないですか。そのためにはどう行動すればいいか。商

工観光課長、あなたも商工観光課長になりたてで、いろいろと考えておられると思

いますが、これは、あなたが中心になって動かないといかん。どう思いますか。 

○議長（福地元一郎君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

確かに廃船がコースタルリゾートとかいろいろなところにありまして、また大金

久の遊歩道とかもありまして、観光ルートにそういう廃漁船があるのが、ちょっと

観光客の方には見た目に悪いなというふうには思っています。それで、所有者とか

調べて、今、回っているところなのですけど、環境課の方々とも相談しながら、ど

ういうふうにすればいいかというのを今考えているところです。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） 次は、環境課長と産業振興課長に質問させていただきます。先

ほど、アイスクリームの製造機の問題で、産業振興課長を怒らせてしまいました

が、これは、私が好きだから申し上げているのです。それに対して質問するんでは

なくて、今はアイスクリームの話じゃないですからね、これは。産業廃棄物のこと

について質問させていただきます。だから、今怒らないで先ほどの話は忘れて、置
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いといて、新しく質問しますから、ちょっと御答弁をお願いします。 

実は、私はこう思っているのです。産業振興課長または商工観光課長。農業用廃

ビニールは、なぜ産業振興課が担当しているかということを私は不思議でたまらな

い。あれは、ただ農業で使うから産業振興課じゃないですよ。あれは責任をもって

環境課がやるべきだと私は思います。それで仕事量が増えるわけではありません。

なぜこう言うかといいますと、今私が質問している、これと全く関係あるのです。

これが積もり積もっていけば、そこら辺のところに捨てますよ、農業用廃ビニー

ル。僕は実際見ているところがあるのですよ。だから、これは環境課が責任をもっ

てどうすればいいかということを考えるべき。 

町長、リサイクルセンターに破砕機があるのですよ。今、破砕機が問題になって

いますよね。あれは環境課長に聞いたら、廃材の破砕機なので、農業用廃ビニール

のためにあるものではないから、目的が違うから使えませんというような話をして

おられました。僕もそれで環境経済建設委員会が、明日この本会議が終わった後、

明日リサイクルセンターに行って見ようと思っているのです。もしも農業用廃ビ

ニールを、それがメンテナンスをしっかりすれば、粉砕できるんであれば、それを

使ってムトウの社長が今やっているでしょう。あの焼却施設。あれも協力すると

言っているわけだから、社長が。そういう人をお願いしてやれば、安くて与論で処

分できるじゃないですか、この農業用廃ビニールは。ですからそういうことからし

ても、環境課と産業振興課は、それはもう産業振興課は環境課に任せてから、環境

課長が中心になって、もしも廃材用だが、ちょっとした手を加えれば農業用廃ビ

ニールも粉砕できるということができれば、同じ機械でできるならば、それはメン

テナンスしてきれいに修繕すれば使えるんであれば、使えばそれで安く上がるじゃ

ないですか。別に島外まで出さなくても。というのが私の考え方で、もちろん明日

現地調査をしてからですよと、私は考えていますが、環境課長、あなたも一緒に同

行いただけますか、どうですか。一緒にあなたのところ行きたいんだけど。 

○議長（福地元一郎君） 白尾環境課長。 

○環境課長（白尾与志一君） ありがとうございます。まずもって明日現地のほうで調

査をされるということなので、現地で説明したほうがよりわかりやすく、また一応

与論町といたしましては、一般廃棄物処理の責任があるということで、大別したと

きにはやはり農業用ということで、農業と付くとやはり産業廃棄物に分離されるも

のですから、一般廃棄物の施設でその産廃を処理するというのが、また当初の計画

から大分ずれて離れて、国の補助金を受けてつくっている施設なものですから、そ

の後の使用形態とかも毎年、入ったものがどういう形でリサイクルされて出ている

のか、あとペットボトル、空き缶類とかもちゃんと報告するようになっていますの
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で、そういったことも含めまして、また明日現地で御説明ができれば、こちらとし

ても大変ありがたいなと思っています。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） そこで先ほど言いました、そのもしも町長から命令があるん

だったら、その農業用廃ビニールの処理をあなたが担当できますか。どうですか、

そういう気持ちはありますか。町長が命令したら。あなたがやる気がなければ、そ

れは駄目だよ。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 産業廃棄物か一般廃棄物かということで、要は町としてどのよ

うに処理していくかというふうなことになるかと思います。２人で相談をしながら

解決をしていければと思います。私のほうは、もし環境課がやるよとなればしてい

ただきたいし、そうでなければまた今までどおりになるんではないかなと。結局こ

れは、補助を受けて施設をつくった関係もありますので、その付近もよく考えてい

かないといけないんではないかなというふうに考えています。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） そういうことを考えたら、いくら金があっても足りませんよ、

町長。ここはこの事業でつくったから、もうこれを持ってきて使えませんとか言っ

ていたら、またここに金を使うのですか。金がないと動けないでしょう。使えるん

だから使えばいいじゃないですか。そして焼くのはここで焼くわけじゃないわけだ

から、ごみ焼却施設で焼くんじゃないんだから、焼くのは別のところで本当のあそ

こでも場所はわかるでしょう。全く違うような後は。顛末処理は、違うことで処理

するじゃないですか。ただ破砕するだけ。そのために破砕機を使わせてください

と、そういうもんだから、連携してやればいいのです。だから横の連携が一番大切

であってですね、そういうことをするからいくら金があっても足りません。だか

ら、町長もそういうこともわかると思いますけど、あなたはやる気がないといかん

と思いますよ。町長が答弁で言っとるんじゃいかんのですよ、そんな。どう思いま

すか、あなたは。 

○議長（福地元一郎君） 白尾環境課長。 

○環境課長（白尾与志一君） 廃棄物の場合は、まず排出者がマニフェストに則って、

例えばある施設に持っていった場合には、今回の例ですと中間処理になると思いま

す。中間処理がどういう形でされてきたのかというとずっとその排出した時点から

追っていって、最終的には最終処分までいたときに、適正に処理はされましたよと

いう最終的な伝票が排出者のほうに帰ってきて、それが最終的な完了とみなされる
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わけですね。そういった場合に産業廃棄物がまた一般廃棄物処理のところに行って

から、またそれが産業廃棄物処理のほうに行くと、これがどういうことになるのか

なというのがちょっと私の懸念するところです。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） 町長、あなたも同じ考えですか。こういう産業廃棄物が何だか

んだと言っていますが、今は破砕機がないわけですよね。破砕機さえあれば処分を

してから、最終処分は違うところに入れるのですよ。それも町長も副町長も知って

いるでしょう、最終処分は。処分灰よ、あの灰。灰は違うところに、本当の産業廃

棄物とかも捨てるのですよ。だから破砕するだけの問題が、そんなに難しい問題で

すか。副町長どうですか。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） 何とお答えすればいいのですかね。我々が進めている行政の

本質というのは、やはり一番町民の福祉の向上と経済の対策だと思っています。そ

して、我が島に置かれたこの条件が揃っていない外海離島の与論で、どのような対

策ができるかというのを考えた場合に、今収集から最終処分まで１カ所で多額の予

算をかけてやろうとするから問題があるんであって、一次収集を例えばクリーンセ

ンターあたりで集めて、向こうで破砕したやつを二次処理としてムトウさんの現場

でお願いをする。向こうで今度残った残さについて最終処分は町のほうでまた責任

をもつというような、段階的に協議をしていけば、何とか島から出た産業廃棄物あ

るいは農業に伴う生産物、一貫して処理ができるんではないか。先ほどの野口議員

からのお話もありましたが、せっかくの奄振の交付金とかそういったのが枠は今の

ところありませんが、奄美・沖縄が自然遺産登録に向けて、各島々の環境問題、そ

ういった漂着ごみも含めて、いろいろな処理の問題が奄美全体としてテーマを持ち

上げて、それぞれの島でどういうふうに処理できるかというのを集中的に議論して

いく必要もあるんではないか。やはり最終的には自分なんかが出した、自分なんか

で不要になった分については、各島々それぞれに処理をしていくというのが、やは

り原則論だと私は思っていますので、それぞれの課の考え方もありますが、それを

意思を統一して、またみんなで協議をして進めていければと思います。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） そのとおりです、そのとおり。今の副町長がおっしゃるとおり

です。ですからお互いにここ与論町の職員ですよ。金の出どころはそれは違うかも

しれない。農林水産省かもしれない、環境省かもしれない、補助事業でつくったも

のだから、それはわかる。だけど、与論町のこれだけ小さな行政の中で、お互い横

の連携を取り合ってやっていけば、安い費用で最大の効果が出るじゃないですか。
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それが昔からある言葉ですよ、最小の経費で最大の利益を上げると。そういうこと

をしないと我がまちはもちませんよ。だから常に頭の中にあることは、もしも

ちょっと改良すれば、ちょっと付け加えれば、これもできるではないかというそう

いう発想がないと駄目ですよ、それは。私はあなたを怒っているんじゃないです

よ、そう考えていただきたいことを怒って言っているんじゃない。そういう島づく

りをしましょうよということを申し上げているのです。 

次の質問に移ろうとしているところに、久留副町長が最後の私の答弁をかねて行

いましたから、本当にそのとおりなのです。そうしていただきたい。特に与論町

は、奄美、沖縄北部、西表のちょうど中間にあって、自然遺産の中間になる。これ

を地の利を生かした観光政策こそ、これから取るべきことなのです。これを活かし

ていかなければ、このコロナ時代に、この落ち込んだ観光産業に息吹を与えられな

い。それを考えるのが政治家の仕事、行政の仕事なのです。そういうことを是非ひ

とつ皆さん、みんなで協力し合ってやっていきましょうよ。そのために最後になり

ましたが町長、新しいシンクタンク構想をつくって、この落ち込んだ観光産業をみ

んなの力で復活させてまいりたい。そのために町長の最終最後の御決断を、抱負を

お聞かせいただきたい。そして、私はそれで一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。本当に私の最初の施策は、町民の英気

を活かしてというようなことで、皆さんの知恵を借りながら、政治を進めてまいり

たい行政を進めてまいりたいというふうに思って、その気持ちをずっと今持ち続け

ているわけですが、ここに野口議員からプロジェクトチームを立ち上げて、また観

光振興について考えていくべきではないかということ、ありがたい提案をいただき

まして、本当にありがたいと思っています。先ほどの廃ビニールの件も、これから

の観光業についても、一人ではできないと思いますので、みんなの知恵を借りなが

ら、どういうふうにしていけばこの島の将来のためになるかというふうなことで、

またそこで話し合ったことをもとにしながら、課長等とも話を進めてまいりたいと

いうふうに思っています。ありがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） ありがとうございました。これで質問を終わります。 

○議長（福地元一郎君） ８番、野口靖夫君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。１０分間休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時１５分 

再開 午後３時２４分 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（福地元一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次は、９番、林隆壽君の発言を許します。 

９番。 

○９番（林 隆壽君） それでは、議長のほうからお許しをいただきましたので、一般

質問をさせていただく前に、一言申し上げたいと思います。 

この度の新型コロナウイルスによる感染拡大の脅威が、南海の小さな島与論島に

も迫ってまいりましたが、山町長はじめ久留副町長や職員の皆様による賢明なる感

染防止対策の御努力により、医療体制の脆弱な我が与論島への侵入を阻止していた

だいたことに対し、心より感謝申し上げます。また、緊急事態宣言解除後も県境を

またがる移動禁止や生活困窮が予想される事態にもかかわらず、自主的な経済活動

の縮小並びに停止に、率先して協力をいただいた町民の皆様方に対し、敬意を表し

たいと思います。今回の補正予算を見ますと、コロナウイルス対策に心を砕いてい

ただいたことが伺えて、大変ありがたく思うところです。これからも引き続きよろ

しくお願いしたいと思います。 

さて、今年の秋口から、第２波のコロナウイルスの襲来が予想されますが、北九

州市においては、既に第２波が襲来していると言われています。これまでの対策の

経緯と今後の対策について油断することのなきよう、再確認並びに再検討をお願い

する意味で質問をいたします。 

１ 新型コロナウイルス感染症対策及び経済対策の経緯について 

(1) これまでにどのような感染拡大防止策を講じたか。 

(2) これまでに国や県の経済支援対策にどのように関わってきたのか。 

２ 今後の新型コロナウイルス感染症対策及び経済支援のための財源確保につい

て 

(1) 第２波新型コロナウイルスの襲来に備えた感染防止対策をどうするのか。 

(2) 第２波の新型コロナウイルス襲来に対して、国や県との経済支援連携並

びに奄振交付金拡充や離島振興一括交付金創設などの要請をする考えはな

いか。 

３ これからの経済活動の復興について 

(1) 県境をまたぐ移動制限解除後の経済活動支援をどのように展開していく

のか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） それでは、まず、これまでどのような感染拡大防止策を講じて

きたかという御質問にお答えしたいと思います。 
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これまで、与論町新型コロナウイルス感染症対策行動マニュアルや、役場各課の

感染症対策ガイドラインを策定して、対策の指針を示すとともに、対策本部会議を

開催し、町内外の皆様への渡航自粛要請や感染予防策のメッセージを発信してまい

りました。 

島外からの感染を阻止するための水際対策としては４月４日から空港における検

温作業の実施及び港においての注意喚起のチラシ配布を行い、来島者や帰島者へ感

染防止策の徹底をお願いしています。 

また、町民や医療施設及び福祉施設等へマスクの配布を行うとともに、各公共施

設に消毒液の配布、その他感染防止対策に係る物品購入などを行っています。 

次に、これまでに国や県の経済支援対策にどのように関わってきたかということ

ですが、本年４月に新型コロナウイルス感染症に対応した地方創生臨時交付金が創

設され、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図る

ため、地方公共団体が地域の実情に応じて必要な事業を実施できるような内容と

なっています。 

本町の取り組みとして、特に感染症拡大の影響を受けた島内産業の経済支援事

業、感染症対策に係る環境整備事業、小中学生及び大学生等の支援事業など１８件

の支援策について、本地方創生臨時交付金を活用して実施してまいります。 

また、本年度の奄振交付金の補正予算において、特に観光産業における需要喚起

策を実施するとともに、群島他市町村と連携したスケールメリットを活かした観光

誘客支援策の展開を実施したいと考えます。 

国や県の中小企業・個人事業者に対する緊急支援対策については、申請様式や申

請手順書の窓口配布及びオンライン申請時の入力支援等を行っています。町内金融

機関や商工会では、融資や経営に関する相談を受け付けており、各種融資制度や補

助事業活用において町認定書が必要な場合には、金融機関による代理申請や商工会

内での申請様式の発行を行うなど柔軟に対応し、関係機関と連携した緊急支援対策

の活用に係る事業者へのフォローを行っています。 

その他、国・県の経済対策支援について、全町民を対象とした特別定額給付金の

給付、役場以外の窓口対応となっている支援制度の広報などを行っています。 

本町としましては、国・県の経済対策支援制度を最大限有効活用するとともに、

今後予定される国の二次補正予算の経済支援策も注視し、その制度活用と財源確保

を行いながら、島内経済活動等の早期回復に向けた事業を推進してまいります。 

次に、第２波新型コロナウイルス襲来に備えた感染予防策をどうするかというこ

とです。 

新型コロナウイルス感染症の第２波の襲来による感染拡大が危惧され、感染防止
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策としてさまざまな感染予防用の物資を購入するとともに、感染予防の基本となる

「身体的距離の確保」「マスクの着用」「手洗いの徹底」や「三つの密（密閉、密

集、密接）のある場所」を避けるなど、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の

推進を図ってまいります。 

感染予防策は、多くの人が実践することで効果を発揮すると考えますので、健

康・命を守るための自粛要請と経済活動のバランスを見極めながら、町民の皆様の

御理解・御協力をお願いしてまいります。 

次に、第２波の襲来に対して国や県との経済支援連携及び奄振交付金拡充等の要

請をどうするかということです。 

今後の新型コロナウイルス感染症対応に係る施策については、まず、感染症抑制

策や経済対策、生活支援など幅広い用途に充当可能である地方創生臨時交付金の活

用を図ってまいりたいと存じます。 

奄振交付金の拡充については、本町をはじめとする奄美群島の状況や地域課題に

対応するために必要となる制度新設や予算の拡充を、引き続き群島内他市町村をは

じめ関係機関と連携し要望してまいります。 

次に、これからの経済活動の復興につきまして、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大を防止するため、県境をまたぐ移動の自粛については、県が５月２５日に指

針を発表し、６月１８日までの期間は、特定警戒都道府県への観光やレジャーを目

的とした移動は引き続き避けるよう求めています。それ以外の地域については、移

動の自粛が緩和されましたが、県外への移動は地域の感染者の動向を踏まえた上

で、慎重に対応してほしいと呼びかけています。 

このような状況下ではありますが、経済活動を再開し次のステージへ進むことも

求められており、国の地方創生臨時交付金を活用した、飲食店等で使えるクーポン

券を町民や宿泊者に配布する需要喚起、来訪創出の施策を順次展開するとともに、

観光協会と連携し誘客方法等を検討してまいります。 

○議長（福地元一郎君） ９番。 

○９番（林 隆壽君） ありがとうございます。今回は、コロナウイルスに関する質問

がたくさん出ています。大分ダブっているところもありますので、私は割愛をして

少し短めにさせていただきたいと思いますが、この御回答をいただいた中に、食糧

備蓄に対する考えがないと思いますので、私のほうで少し御提案をしてみたいと思

います。もし、物資輸送路が遮断された場合の対策を検討することも、これは必要

なのではないかと考えます。そこで、山町長に伺います。東北大震災や今回のコロ

ナウイルスの拡大蔓延による非常事態宣言を経験し、もはや想定外の言葉は通用し

ないと考えています。各家庭で災害用備蓄を準備している場合、台風災害について
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は避難準備をする時間的に余裕がありますが、地震や津波など突然襲ってくる災害

についての避難準備については、大変困難であると考えます。したがって、町にお

ける最小限の備蓄については、安心安全のまちづくりには必要であろうと考えま

す。例えば、一人住まいの高齢者など、弱者に限定しての備蓄など必要ではないか

と私は考えています。現在、災害時のあらゆる備蓄食品や日用必需品等が品数豊富

に出回っています。どのような備蓄品をどのように備蓄すればいいか、与論町にお

ける町民が行う備蓄も含めた備蓄形態を検討する必要があるかと思いますが、いか

がでしょうか、町長。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。お客様の移動はもちろんですが、この

物流につきましても、船会社と再三話し合いをしてまいりました。できるだけ物流

につきましては、支障がないように取り組んでいくという御返事もいただきました

が、今、林議員からもありますように、本当にいざというときに島内で備蓄しなけ

ればならない品物が出てくるんではないかなということです。今後、それにつきま

しては検討してまいりたいと、今のところしておりませんので、今後検討してまい

りたいと思っています。ありがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） ９番。 

○９番（林 隆壽君） 備蓄については、やはりそれぞれの家庭でするのが当然だとは

考えますが、台風のときには自分たちで握り飯をつくって、ゆっくりゆっくり避難

所に行くということもできるかと思いますが、地震や津波、突然来るものについて

は、備蓄をされていた人たちについては、後でまた取りに行くとか、そういうこと

もあろうかと思いますが、やはり与論町において弱者に対するその備蓄というのも

心掛けていかないと、私は安心安全のまちづくりには反するんではないかなと思い

ますので、是非御検討をお願いしたいと思います。 

久留副町長に伺います。あらゆる場合を想定したシミュレーションは必要であろ

うかと思います。想定外の事態ですので。コロナウイルスの拡大蔓延の最中の台風

災害が起こったときに、避難所での飛沫感染防止対策等のシミュレーションという

のも必要であろうかと思います。いかがでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） その避難所の対応につきましては、午前中から総務企画課長

のほうでも何回か答弁をしているわけですが、やはり島内にそれだけの最大これま

での経験で２８０人ぐらいだったと思っているのですが、避難をされた方々へのス

ペースが確保できないというのが、一番の大きな問題だというふうに思っていま

す。今後各自治公民館、あるいは最悪の事態を想定したときには、宿泊施設等の契
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約も進めながら対応していく必要がある。そのためには、それぞれの施設でまた医

療の専門的な知識を持ったスタッフも含めて検討を進めていかないと、ただ寝泊ま

りするところだけの確保という問題だけではございませんので、その辺また担当の

町民福祉課あるいは保健センターの方とも協議をしながら、進めてまいりたいと考

えています。 

○議長（福地元一郎君） ９番。 

○９番（林 隆壽君） 考えてみると何か簡単なような感じがしますけど、これはあら

ゆる方面に関しての心配りがないと、このシミュレーションはできないということ

だと私は思います。ですので、今からやはり確固たるそういう対策というのを青写

真を描いて、今度の第６次与論町総合振興計画の中にもちゃんと組み込んで、いつ

いかなる時でも、いついかなる人たちがそれを引き出してすぐ対応できるというよ

うなそういう対策、対応をお願いしたいと思います。 

今まで各議員の皆様方の新型コロナウイルスに対する具体的な対策、微に入り細

にわたり町民目線に立った質問がございました。それに対してまた町のほうで御回

答をいただきましたので、私はこれ以上の再質問はいたしませんが、今年の２月に

大島郡町村会会長に就任された徳之島の高岡町長が、就任インタビューでこうおっ

しゃっています。「奄美の小間使いになる覚悟で、市町の思いを後押しする町村会

を目指したい」と語っておられます。高岡町長を中心に大島郡町村会が一体とな

り、先ほども野口議員が力説されておりましたが、奄美のそして与論町の経済活動

再生に必要な財源確保の国への要請活動を、是非実施していただきたいと強く要望

いたします。第２波のコロナウイルスは、感染を繰り返し、変異強化し、致死率が

高く危険度を増していると言われています。また、第１波で影響を受けなかった年

齢層や地域は、第２波に脆弱であると言われています。まさに我が与論島がそれに

該当するのではないかと心配をされています。どうか想定外という意識を持たず

に、あらゆる対策を講じていただきますよう強く要請して、町長のお考えを伺い、

私の一般質問を終わります。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 御指摘ありがとうございます。本当におっしゃるとおり、これ

から襲来するであろう第２波、第３波について、本当に油断することなく対応して

いかなければならないなと思っています。今まで本当に第１波が来たら困るなと、

本当に島に１人でもそういう患者が出たら困るなということで対応してまいりまし

たが、今後これは長い戦いになるのではないかなと思っています。まずは、やはり

町民一人一人の意識の改革というんでしょうか、自助・共助・公助というのは、や

はり大事なことではないかなと、自分の命は自分で守るんだという、まずそういう
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ような意識の啓発からしていかなければならないんではないかと思いますし、これ

を予防するためのいろいろなこれまでのマスクの着用、手洗い・うがい、それから

３密の対応とかいろいろなものがありますので、そういう基本的なことも対応しな

がら、また皆で協力し合って、考えつくことを本当に実行できるようにしてまいり

たいと思います。皆様方の御協力をまたよろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） ９番。 

○９番（林 隆壽君） 安倍総理もおっしゃっていました。このコロナ戦争は長期戦争

であるということです。与論町の町民の命は、山町長が守るという気概を持って頑

張っていただきたいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（福地元一郎君） ９番、林隆壽君の一般質問を終わります。 

次は、３番、川村武俊君の発言を許します。 

３番。 

○３番（川村武俊君） 日本共産党の川村武俊です。２０２０年第２回定例会において

先般の通告に基づいて質問をいたします。よろしくお願いします。 

１ 医療体制の充実と台風時の対策について 

(1) 新型コロナウイルスにより医療機関の脆弱さが指摘されている。本町に

おいても１医療施設が来年度より閉鎖されると聞いているが、どのように

認識をし、どう対処されるのか。 

(2) 台風シーズンが到来するが、避難所の３密（密閉、密集、密接）の対策

は十分か。 

２ 職業の多様性と働き方について 

(1) 今後、テレワークなど職場の環境や働き方、雇用形態が変わってくると

思われるが、将来の役場の業務形態や働き方についてどのように考えてい

るか。 

(2) 島の活性化のためには、職業の多様性を図るための人材育成が肝要だと

思うが、その考えはないか。 

３ 農畜産業、水産業、観光業の連携について 

(1) 農畜産業、水産業、観光業の浮揚を図ることが、他業種にも波及し、島

の経済が大きく押し上げられると考えるが対策はあるか。 

４ 教育の充実について 

(1) 教育のグローバル化が急速に進展する中で、国際的に活躍できる人材育

成に取り組む考えはないか。 

以上、よろしくお願いいたします。 
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○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） それでは、医療施設の来年度の閉鎖に伴って、医療体制の充実

をどうするかということです。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される中で、本町の医療体制の脆弱

さについては、大変憂慮される問題ですが、その中にあってさらに１医療施設が閉

鎖されるということは、非常に危惧するべき事態であると認識しています。 

これまで、当医療施設が本町の医療体制充実に多大なる貢献をされてきたこと

は、疑いの余地のないところであり、今後も存続していただきたいところです。 

当医療施設自ら、さまざまなところで後継者探しをされていますが、なかなか厳

しい状況のようです。 

次に、避難所の３密対策は十分かということです。 

災害時の避難所開設に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止策とし

て、避難所内の社会的距離の確保や観光客等との分離、発熱・咳等体調不良者等の

専用避難所開設など、これまでより多くの避難所の確保が必要となりますので、新

庁舎や学校体育館、各集落自治公民館等を確保し対応してまいります。 

また、避難者が集中し密集・密接になることを避けるため、親戚や知人宅などの

避難先を想定するようお願いしてまいります。 

避難所運営については、検温や消毒、避難者の搬送など感染防止に係るきめ細か

い対応が新たに発生するため、対応職員を増やすなど避難所の運営体制を強化し、

避難所運営マニュアル等を基本としながら対応に努めてまいります。 

次に、将来の役場の業務形態や働き方についてです。 

昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、テレワークや時差出

勤の導入等、新たな勤務形態が全国的な規模で訪れつつあり、今後、国の方針とし

て従来の働き方改革の推進に加え、テレワーク導入に向けた環境整備促進等の取り

組みが加速していくと想定されます。地方自治体においても、こうした全国的な社

会情勢を受け、テレワークの推進やフレックスタイムの活用等に係る検討が行われ

ていくことと思われます。 

一方で、本町をはじめとする地方自治体の行政業務の遂行においては、町民との

対面的なサービスが求められる場面も多く存在するとともに、業務に係る個人情報

等の取り扱い等セキュリティ対策、テレワーク等の導入に対応するための通信環境

整備など多くの課題もありますので、今後の社会情勢の推移や国・県の施策動向を

注視し、他自治体や企業等における先進事例等を参考にしながら対応してまいりた

いと存じます。 

次に、島の活性化のための人材育成についてです。 
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地域における暮らしと働き方をめぐり、多様な価値観が存在する現代の社会状況

下において、島の活性化を図るためには、従来の島内産業に加えてＩＣＴ等の先進

技術活用により離島の条件不利性の解消につながる新規産業の創出や地域にイノ

ベーションを起こす起業家人材の育成が必要であると考えられることから、御指摘

に対し深く首肯するところです。 

本町を含めた奄美群島では、奄美群島広域事務組合が実施する「奄美群島成長戦

略ビジョン実現事業」において、群島内における起業家人材の育成を図るため、起

業セミナー開催による創業機運の醸成や助成金による起業トライアル支援、また、

クラウドファンディングの活用及び顧客獲得の支援策が実施されており、本町にお

いてもこれらの施策を活用する事業者や起業家人材が出現してきています。 

今後も、これら施策を効果的に活用しつつ本町における多様な起業ニーズの把

握・対応に努め、島の産業を担う「新たなシゴトの創り手」となる人材の育成支援

を行ってまいりたいと存じます。 

次に、農畜産業、水産業、観光業の連携についてです。 

農畜産業、水産業は、消費者の消費意欲の向上がなければ経済の活性化に結びつ

かないため、相互の波及を享受させていく必要があります。とりわけ観光業との連

携による波及効果は、消費意欲を刺激する大きな可能性を秘めており、与論らしい

水産物や農産物、加工品などを本町独自の特産品として開発し、情報発信、販路開

拓に積極的に取り組んでいくことが、今後の重点施策であると考えます。 

そのため、これまで民間主導で行われていた特産品開発を生産から加工・販売ま

で一連として取り組むために「島の特産品づくり推進協議会」（仮称）を立ち上

げ、会員同士で相互に問題解決を図りながら、必要な施策を町政に反映できるよ

う、官民一体となった効率的な特産品開発を重要施策として推進してまいります。

水産業については、近年、漁船の大型化が進み島の重要な一次産業を担っています

が、漁業者の高齢化や後継者不足が問題となっているところです。現在、離島漁業

再生支援事業において、漁場や珊瑚の再生等の調査・試験を行っており、この漁場

環境の改善は、島の観光資源の回復にも直結することから、今後も継続した取り組

みを行っていくとともに、各種事業を活用し魚価単価の向上に結び付け、漁業所得

の向上を図ることや新規漁業者の支援、大型漁船の導入支援に努めてまいります。 

観光業については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により観光客が

激減したことで、観光業だけでなく関連する仕入れやクリーニング等多くの業種が

連鎖的に影響を受け、経済に大きなダメージを与えていると認識しています。 

大都市圏での新型コロナウイルス感染症の感染状況を注視しながら、まずは島内

の飲食店等で使えるクーポン券を町民や宿泊者に配布し、需要喚起を促してまいり
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ます。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 教育の充実についてお答えいたします。 

国際的に活躍できる人材育成の取り組みについては、与論町教育行政の基本方針

で示すとおり「激しい社会の変化に対応できる能力の伸長を図り、心身ともに調和

のとれた人間の育成に努める」としています。 

現在、グローバル化が進展する中、言語や文化が異なる人々と主体的に協働して

いくことができるよう、国内外のさまざまな場において、躊躇せず自分の意見を述

べ、他者と交流し、共生していくために必要な力等をつけていくことが重要です。

各学校で新学習指導要領に則った教育活動が展開されることにより、そのような力

が子供たちに身に付き、ひいては、国際的に活躍できる人材の育成につながってい

くものと考えます。 

また、本町においては、各小中学校にネイティブのＡＬＴを派遣したり、中学・

高校の英語教員が校種をまたいで授業をできるようにしたりするだけでなく、実用

英語技能検定の受検料や、島外で行われるイングリッシュ・デイ・キャンプへの参

加費を補助することなど、グローバル化に対応し得る英語力を身につけさせるため

の施策を推進しているところです。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） まずこの医療体制の充実についてですが、この新型コロナウイ

ルスによって韓国と日本の違いというのが浮き彫りになりました。どういうことか

というと韓国は病院とか医療施設を増やしてきたのですが、日本の場合は削減して

きたのですよ。それで新型コロナウイルスをその防止するのに時間がかかったとい

うことなので、ですから専門家の方からは、これによって医療機関の脆弱さが浮き

彫りになったということが報告をされています。それで、今後またこの在宅医療と

か、在宅介護とかこういったのが進められてくると思うのです。それを考えると１

病院だけではどうしても対応ができてこないと考えています。ですからもう一つ例

えば在宅医療や在宅介護ができるようなその医療施設というのを、私たちはつくっ

ていかなければいけないと思うのです。ですから、まず一番問題なのは、まず医療

施設の確保、あと住宅の確保、そういったのが必要になってくるかと思います。も

ちろん運営のほうは民間に委ねたとしても、このあたりをどうしていくかというこ

とが問題になってくると思うのですが、国や県の補助とかも今後必ず出てくると思

いますので、そういったのを活用してこの医療施設というのは、１施設が閉鎖され

るわけですから、それを買い取るとかそういった形をもちながら、民間の法人医療

を誘致するという形を取ってもしかるべきではないかと思いますが、町長いかがで
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すか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 本当に１つの医療機関が閉鎖されるということは大変憂慮すべ

きことです。これまでも与論町として過去に町立診療所を運営したりしたこともあ

りますし、そういうことも考えなければならないとは思いますが、民間のこの企業

に対しまして、町がどうこうということはまず心してかからなければならないんで

はないかなと考えています。今後の運用についても、いろいろなことが考えられま

すので、この辺はお互いに知恵を出し合って町としてそういうふうなことに取り組

むべきなのかどうか、あるいは、これはあくまでも民間としてやっていくべきもの

なのかどうかということを、慎重に検討していかないといけないんではないかなと

いうふうに考えているところです。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） もちろん、民間にできることは民間に任せて、民間でできない

ものを行政としてはどう進めていくかというのを、やはり話し合いながら考えてい

かないと、今後必ずこの在宅医療と在宅介護というのは問題になってくると思いま

す。国の施策としては、在宅医療・在宅介護、こういったのにシフトをしていって

いますので、それに遅れないようなシステムをつくっていかなければ、医療的に崩

壊していくんではないかと思います。もちろん、高齢化が進んでいるわけですか

ら、早め早めに手を打てるような形を取っていただければ一番ありがたいなと思い

ます。副町長いかがでしょうか 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） 確かにおっしゃるとおりだと思います。やはり、こういった

場合に一番問題になってくるのが、いつも住宅政策ではないかなと私は考えていま

す。Ｕターン者、Ｉターン者のことも確かに大事です。Ｕターン者においては、こ

の住宅政策をもう少し新しい住宅をつくってやるいうのではなくて、もともと親元

に増築をした場合の助成とか、改築をした場合の助成とかというのを考えていけ

ば、宅地の問題とかも解消できるんではないか。新たな土地を求めてそこに住宅を

つくるのに、我々が手助けをするということではなくて、もともとある親が持って

おられる住宅を改築し、あるいは水回りを改築したりとかすれば、今それぞれ若者

あるいはＵターン者、Ｉターン者が借りている住宅の問題も、少しは改善されて、

住宅も少しは空いてくるんではないか。また午前中、髙田議員からも御提案があり

ましたＰＦＩ制度についても、例えばこれは私の個人的な意見なのですが、教員住

宅を民間の業者が建てる、１０年間は町がそれを借り受ける。その間に今古くなっ

ている町営住宅を改修して、また住宅政策をやっていくという考え方を、もう少し



 

（90） 

また幅を広げていけばまた対応ができるんではないか。そういった意味で、この全

体的なこの災害の問題とかも幅広く対応できるんではないかとも考えていますの

で、もう少し他の関係者あるいは担当者とも協議を進めてまいりたいと考えます。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） そうですね、まず一番必要なのが住宅問題だと思いますので、

Ｉターン、Ｕターン、こういった方たちにも必ず必要になってくると思いますの

で、そのあたりをお金がかからないような、民間に任せるというところは民間に任

せて、行政でやるところは行政でやる形を取っていけば、その税金の方もかからな

いんではないかなと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） やはり在宅のことを考えていきますと、昔はお母さんや嫁さ

んが自宅で紬を織りながら、親の面倒を見たりあるいは子供たちの面倒まで見てい

たということもありますので、そういったことを考えていきますと、今各家族に

なっているからそれぞれの施設でうんぬんかんぬんという、在宅訪問とかいろいろ

出てくると思うのですが、もう少しそういった住宅政策も考えていくと、あるいは

自宅の方で介護もしながら子育てもしながら、二世代の連携を取りながら、何とか

できるような施策ができないかというのも、是非提案がございましたら、またみん

なで考えさせていただきたいなと思います。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） ありがとうございます。取り組みをよろしくお願いしたいと思

います。 

あと、この台風時の避難所についてなのですが、一番台風とか災害が起こったと

きに、その独居老人とか在宅介護をされている方とか、そういった方は早めに誘導

することが必要だと思うのですよね。ですから、このような方々のリストの作成は

できているのかどうかをちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） まず、介護が必要な要援護者につきましては、地域包

括支援センターに名簿を登録しておりまして、避難準備情報を発したところで消防

団にお願いしたり、もちろん親族とかその辺が対応できるところはそういったとこ

ろでよろしいかと思います。あとちょっと心配するのが、観光で来島して、ホテル

にいらっしゃる方々をどうするか。例えば東京、関西とか、いろいろな地域から来

られていると思いますので、そういったところは島民の避難所と混合であるという

のは、ちょっと避けたほうがいいんではないかということと、食事関係もあります

ので、その辺もそういった避難所の場所を変えて、そういった対策をしてまいりた
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いと思っています。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） わかりました。これからはやはり在宅避難というのが進んでく

ると思うのですよね。今新型コロナウイルスのときには、もうその医療機関とか避

難場所とかが、なかなか取れないという状態で、在宅で避難をするとかそういった

形が今後進んでくると思うのですが、例えばそのためには、災害時に例えば台風と

か地震とか、その災害時に対応できるようなシェルターというのは必要になってく

ると思うのです。新しく建て替えたおうちというのはよろしいんでしょうが、そう

でないところはやはり築何十年といった家は、やはりそれなりのシェルターという

のは必要になってくると思うのです。別に鉄筋コンクリートでつくらなくても、ブ

ロックでも十分対応できると思うのですが、そのあたりと与論の場合でしたら、防

風林を周りに植えとけば、そうそう被害が少なくなるというのはわかっていますか

ら、そのあたりの対策とかは、できればそういった形を取っていただきたいなと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） シェルターとなりますと、かなりお金のことも出てく

るのかなと思いますので、従来の木造それからコンクリートの固定資産税の問題も

ちょっと以前いろいろ緩和したところではありますが、木造に関しては、いろいろ

建築の仕方によってさらに強化するといった工法も取り入れながら、こういう常襲

地帯である与論町の、今後のまた住宅の建て方、民家の建て方とかまたさらに研究

してまいりたいと思っています。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） こういったのは、今後とも国や県からの支援策というのが出て

くるかと思うので、そういったのを見合わせながら進めていければありがたいなと

思います。 

続きまして、職業の多様性と働き方についてですが、これは一例ではあります

が、沖縄の医療機関では看護師等の大半が北海道や鹿児島まで全国から受け入れて

充用しているという話をお聞きしたのですが、ですから、やはり勤務形態が変わっ

てくればＩターン者及び専門職、こういった役場の中で受け入れが容易になるんで

はないかというふうにも思いまして、また、活性化にもつながると思います。それ

でちょっとお聞きしたいのですが、正規でも臨時でも総合的にあわせて職員に占め

るＩターン者の割合というのはいくらぐらいか、もし数字が出なければいいです、

大体でいいですけど。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 
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○総務企画課長（沖島範幸君） ちょっとその数値につきましては、把握はしていない

のですが、最近の傾向として、採用試験をするわけですけども、なかなか島内出身

者ばかりではなくて、全くその島外の縁もゆかりもない方々もいらして採用試験を

受けて、実際採用になって頑張っていらっしゃるところですけど。例えば、奥さん

が与論の人だったりとか、そういった方々も含めますと、やはり１０人程度はいる

かと思いますけど、ちょっと数値はちょっと不正確ですので、その辺でお願いしま

す。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） こちらにちょっと資料がありまして、移住をしたいかというよ

うなアンケートが、これは総務省からとってあるのですが、どちらかと言えば移住

したいまた移住したいという、そういう移住意向を示した割合が、過疎地域におい

ては３１.１％、非過疎地域においては２３.２％であり、ほとんどが一番多いのが

２０代の方が一番多いというデータが出ています。希望する移住先としましてはど

こがいいですかという、地域名は挙げていないのですが、過疎地、非過疎地いずれ

においても第１位に、歩いて暮らせるような日常生活が便利な地域。それと第２位

に現在の地域より都市機能が充実した地域が上げられています。第３位に現在の地

域より自然環境、景観が豊かな地域、第４に現在の地域より環境にやさしい、暮ら

しはゆったりとした暮らし、スローライフがおくれる地域というのが挙げられてい

ます。ですから、こういった働き方というのを変えていけば、必ずそういった移住

者というのは出てくるんではないかと思います。そういった感じでいけば、少子化

対策にもなりますし、人口増にもつながっていくんではないかと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） このコロナウイルス感染症の全国的な波も消えまし

て、よくマスコミ等では離島への移住とか離島で仕事をするとか、そういったこと

がよくささやかれているわけです。ということで、与論町は光ファイバーとかそう

いったことも整備されていますし、その与論町の普段条件不利と言われている、条

件不利性というのがあるのですが、そこの中でやはりインターネットを活用したＩ

ＣＴだのそういったところは、どんどん優位性とはいかなくてもいろいろな産業へ

の結びつきができると思います。従来、いろいろな島内にある産業の拡大という手

もあったりしますけど、これから移住とかする際に新しい働き方ということで、例

えば東京とかに本社があって、ここで仕事ができるとか、今流行りのワーケーショ

ン、仕事とバケーションを一緒にしてここで仕事をするとか、それから与論町内の

産業をもっとこう結び付けて、いろいろな産業化をさらに拡大していくとか、そう
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いったのをやっていくとまた活性化していくんではないかなと考えています。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） 各セミナーの開催とか、そういったのを開いていただいて、職

業の多様性というのを図っていただければ一番ありがたいなと思います。最近公民

館活動というのは、文化・芸術も本当に大切ではありますが、それだけではなく

て、職業に結びつくようなそういった講座というのもつくっていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） いろいろな企業ニーズ、職業ニーズというのがあって

それを誰がいろいろな形でサポート、それからそういうふうに指導していくかとい

うのが、そういった人材というのがちょっと与論町はないのかな、いらっしゃるの

かもしれない、ちょっと失礼になるのかもしれないですけど。やはり新しい若い人

たちが何か違う、今流行のイノベーションとかそういう言い方になると思うのです

けど、そこをやっていく上では、なかなか与論町内にいる方々がそういった資金集

めだとか、いろいろなスタートアップ、その辺を指導する人材といいますか、組織

とか団体はちょっと薄いのかなと思いますので、今回といいますか前からあるので

すが、奄美群島広域事務組合の中で、そういった企業支援、そういったプロの方々

もいらっしゃいますので、そこともまた連携して取り組んでまいりたいと考えてい

ます。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） よろしくお願いします。 

あと農畜産業、水産業、観光業の連携について、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。農畜産業には、結構国の補助とか県の補助が、農業機械関係では補助が付いて

いるのですが、これは車庫等には補助等は付いていませんので、例えば台風とか塩

害の多い本町においては、高い農機が雨ざらしになって、もう償還期限が来るとボ

ロボロになっていくというような、本当に後は修理にお金がかかるといった状況が

農家さんのほうからも報告があります。補助事業というのはありがたいのですが、

やはりこの補助事業のあり方というのも、見直しを行う必要があると思われます

が、こういった要望とかを県とか国のほうに出していただければ一番ありがたいな

と思いますが、課長いかがでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 

ありがとうございます。今までの補助事業の中では、そのハード事業ということ

でトラクターだとかその機械の導入実情については、いろいろと補助事業がありま
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す。後それに対する倉庫ですとか維持管理がかかる経費については、私もちょっと

勉強不足で即答できませんが、あと農業近代化資金でその倉庫をつくるというのも

あるのですが、それが果たして適切なのかどうかはまたわかりません。改めてまた

勉強させていただきたいと思います。申しわけございません。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） 畜産においては、肉用子牛生産補給金というのがあります。こ

の補給金というのは、肉用子牛価格が補償基準価格を下回った場合に生産補助金が

出るという制度ですが、この補償基準価格というのは全国平均ですから、一番外海

離島で牛の価格というのは、全国から比べれば安いのですよね。ですからこういっ

た給付金というのはなかなか発動しません。全国的に高いですからね。ですから、

与論がいくら基準より低くても全国的に満たしていれば補給金が出ないというよう

な制度になっています。ですから、なかなか使い勝手が悪いなと考えています。こ

うした離島のハンデ、やはり補うために奄美群島で動かなきゃいけないと町村長会

でできれば動いていただきたいなというふうに思いますが、町長いかがですか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。先ほどからありますように、各町の会

等で本当に協働しなければならないものは協働していくし、また広域事務組合を通

してやっていくものもあるかと思います。産業の振興については、外海離島の我々

がタッグを組んで、国に陳情しなければならないというふうなことをいつも痛切に

感じているところです。今後ともみんなと力をあわせながらやってまいりたいと思

います。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） 牛が病気になったりとか、死んだりとかしたときには、南大島

共済組合というのがありまして、これに共済金を掛けてちょっと補填をしていただ

くという制度ですが、この組合は与論と沖永良部と徳之島で構成されているのです

が、今度来年の１月からは鹿児島県で１組合になります。これによって共済掛金が

引き上げられるということになっているわけなのですが、共済掛金あたりは高く

サービスは低いというのが現在の実情です。私が申し上げたいのは、例えば私たち

が一番に問題にしていた、この貨物船による物流をしてほしいということで今回Ｊ

Ａのほうで奄美群島流通化事業を活用して１２フィートコンテナの１０基を取得で

きたということで、６月１日より貨物船が就航します。これによって多少なりに物

流経費が安くなります。それともちろんサトウキビに関しては、年内操業は定着し

ているわけです。私がここで申し上げたいのは、町村長会でもこういった問題を取

り上げていただきたいと思います。粘り強く交渉していただければ、必ず今できな
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くても何年か先にはできるということをこのことは示していると思いますので、そ

のあたりを町長よろしくお願いします。いかがですか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 御提案ありがとうございます。先ほどから申し上げましたとお

り、町村長会等でも島の実情を申し上げて、全部で力を合わせてやってまいりたい

と思います。ありがとうございます。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） サトウキビの農薬散布についてなのですが、今全国的に、この

ドローンを使って農薬散布をするというのがもう最近は多くなっています。与論の

ほうでも、サトウキビの除草ができれば収量も上がってくるかと思うのですが、現

在このドローンを活用している方もいらっしゃると聞いたのですが、何人ぐらいい

らっしゃるのですか。課長お願いします。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 

町内で今ドローンを操作していろいろ作業できるという話はお聞きしています

が、それで農業の作業受託をされている方については、すみません、今のところ

ちょっと私のところでは把握していないものですから、改めてまたちょっと調査で

もしてみたいと思います。申しわけございません。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） このドローンを活用するためには資金が必要だというふうに言

われています。大体２５、６万円ぐらいかかるんではないかと思います。こういっ

たＡＩの活用が今後進んでくるかと思いますので、そのあたりを考えていただけれ

ば一番ありがたいなと思います。 

次に、教育についてちょっとお聞きをしたいと思います。グローバル化に対応し

ていくためには、語学力が必要だと思います。ありがたいことに民間で有料、無料

問わず、この英語塾というのを開催しています。この中でも引きこもりの生徒さん

も受け入れて、やっているという話もお聞きをしています。ですが、私が申し上げ

たいのは、例えば行政の縦と民間の横と連携をしながら、この語学の向上に努めて

いければ一番ありがたいなと思いますが、教育長いかがでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） ありがとうございます。協力する体制はもちろん、気持ちも

ございますが、どのような形でどうしていこうというのかというのは、やはりお互

いが話し合っていくことが大事だと思っています。そうすることによって、行政側

が協力できることというものもまた見えてくると思いますので、今後そういったと
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ころにも気をつけてまいりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） 私は、この助成金を出すとかそういった問題ではなくて、そう

いう形で、その民間がなるべく活動できるような体制を取っていただければ一番あ

りがたいなと思います。やはり与論町の発展のためには、教育が最も必要だと思う

のですよね。ですから、官民きちんと連携を図りながら、このグローバル化に対応

できる人材の育成を進めていただきたいと思います。これまでずっと質問をしてき

たのですが、医療体制のことからずっと質問をしてきたのですけど、実は島を形成

するのはやはり教育だと思います。これまで質問してきたのは、島の活性化であっ

て、島を大きく変えるのはやはり教育だと思いますので、そのあたりを考慮してい

ただいて、人材の育成について進めていただきたいと思います。最後に。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） ありがとうございます。これまで島の中で塾を立ち上げた

り、それから不登校への指導をしようとしたりする方々とは、教育現場とつながっ

て連携をしていくような形のあり方についての指導とまではいきませんが、相談に

乗って丁寧に場所を紹介したり、活動のあり方を親から遊離したりそれから行政と

遊離したりではなくて、本当に島の子供たちが本物の力を身につけるためのあり方

を模索するようにしていますので、そういった意味では頑張る人たちは先ほど議員

がおっしゃったとおり、すぐ補助金ということではありませんが、地域からの信頼

を得ながら確実に育っていくところにはまたそれなりの時間を経て、協力するとい

うことも視野に入れながら、励ましをしたりしながらやっていますので、大変あり

がたい部分でありました。気を付けて頑張ってまいりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） これで私の質問は終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（福地元一郎君） ３番、川村武俊君の一般質問を終わります。 

本日の会議時間は、７番、大田英勝君、６番、町俊策君の一般質問が終了してい

ないため、あらかじめ延長します。 

次は、７番、大田英勝君の発言を許します。 

７番。 

○７番（大田英勝君） 皆さん、こんにちは。日本中が新型コロナウイルスへの対策

で、戦々恐々となっていますが、幸い与論町での感染は発生しておりません。誠に

ありがたいことです。 

さて、月日の経つのは早いもので、あっという間に４年が過ぎ、今期最後の定例
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会となりました。それでは令和２年第２回定例会に当たり、先に通告した件につい

て今季最後の一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

１ 新型コロナウイルス感染症への対策について 

(1) 緊急事態宣言が終了し、ほっと一息といったところである。おかげさま

で本町での感染は出なかったが、第２・第３波も予想される中、手放しで

安心はできず、今後に備えるためにも検証は必要と考える。そこで、新型

コロナウイルス発生後、本町ではどのような対策を講じてきたのかを時系

列で伺いたい。 

(2) 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、全国的に不要不急の外出自

粛や飲食店等への休業要請が行われた。本町においても島外からの来島自

粛の要請が行われ、観光客は限りなくゼロに近い状況となっている。新型

コロナウイルス感染症の影響拡大で、あらゆる業種が大変厳しい状況に

なっており、町としても緊急支援が求められている。中でも、特に落ち込

みの激しい観光関連へは手厚くする必要があると考えるが、見解を伺いた

い。 

(3) 外出自粛の最中、ある方からストレス解消や運動不足、筋力低下を防ぐ

ため、時間を決めてラジオ体操をしたらどうかという提案があった。幸い

本町には「ゆんぬふとぅばラジオ体操」というユニークなラジオ体操があ

る。そこで、例えば午後３時に防災無線からこれを流し、役場をはじめ各

職場でも仕事を中断し体操をすると、リフレッシュ効果で仕事の効率も上

がり、健康増進にもつながると思う。この度のコロナ禍を契機に、ラジオ

体操タイムの導入を検討する考えはないか。 

２ 選挙の投票率向上について 

(1) ここ２０年間の本町で行われた各種選挙における投票率の推移を見ると、

総じて次第に低くなっていく傾向がある。この原因はどこにあると考える

のか伺いたい。 

(2) ２０１６年島根県浜田市で、選挙における投票所への移動支援が初めて

導入された。その後さまざまな形で全国に広がり、昨年の参議院選挙では

２１５自治体で導入された。高齢化が進む中、本町でも移動支援を必要と

する方は増えている。本町でも町民サービスの一環として導入する考えは

ないか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） それでは、新型コロナウイルス感染症への対応について時系列

でお答えしたいと思います。 
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新型コロナウイルス感染症が問題化してきた中で、２月１９日に第１回目の対策

室会議を開催して、各課で問題意識を共有するとともに各課の役割分担を確認いた

しました。 

３月３日には、徳之島保健所長を招聘して、関係機関の長並びに各課長を交え、

感染事案発生時の対応について研修を行いました。 

また４月７日の国による緊急事態宣言を受けて、町としても４月８日に第１回目

の対策本部会議を開催し、これまで第１弾から第７弾まで町内外の皆様に対する対

策本部長メッセージを発信してまいりました。 

さらに４月２８日に感染症対策連絡会議を開催し、医療機関・消防・警察・校長

会・自治公民館など関係機関の長をお招きして、各専門分野の御意見を聴取して対

策本部会の指針の参考とさせていただきました。 

その他、新型コロナウイルス感染症への感染を予防するために必要なマスク、消

毒液等の物品を購入し、全町民や医療機関及び福祉施設等に配布を行っています。

また、感染症が発生した場合の消毒や搬送等の感染症対策に係る物品の購入を行っ

ています。 

感染症の水際対策としては、与論空港での検温の実施や港でのチラシ配布を実施

し来島者の感染症対策への啓発を行ってきています。 

おかげさまで、本町においては、陽性感染者は発生しておりません。これもひと

えに町民の皆様の御理解と御協力によるものと感謝申し上げます。 

しかしながら、未だ完全な終息をみたわけではなく、今後は健康と命を守る行動

と経済活動のバランスを考えた取り組みを図る必要もあります。 

基本的な感染予防対策としての「新しい生活様式」を町民の皆様に実践していた

だくことが重要であると考えています。 

次に、特に観光関連事業への緊急支援についてどうかということですが、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大により、４月の入島客数は昨年同月比で８６％減と

なっており、ゴールデンウィークは９０％以上の減少となりました。宿泊業をはじ

めとする観光関連業は、収入のほとんどを観光客に頼っており４月・５月の売り上

げはほとんどなく、さらに影響は長期にわたると認識しています。 

このため、経営支援策としては、給付額の大きい国の持続化給付金をできるだけ

多くの事業者の方々が受給できるよう、商工会と連携し申請手続きをサポートする

とともに、地方創生臨時交付金を活用した観光関連業、商工業の方々への給付金の

支給を計画しています。 

特に、観光関連事業者支援給付金事業については、手厚い給付としています。 

また、地方創生臨時交付金を活用し、来訪創出のための各種事業も行っていく予
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定です。 

次に、ラジオ体操タイムの導入を検討する考えはないかという御質問です。 

防災無線を活用したラジオ体操タイムの導入については、３０年ほど前に実施し

ておりましたが、保育園児の就寝時間と重なるなどの点から取りやめた経緯があり

ます。 

また、防災無線の屋外への利用については、業務の遂行や子育て世帯、精神的な

病をかかえた町民からの騒音などの苦情も寄せられているところでもあり、ラジオ

体操タイムの導入については、放送時間帯など課題がありますので、今後、自治公

民館連絡協議会等とも検討してまいります。 

○議長（福地元一郎君） 平田選挙管理委員長。 

○選挙管理委員会委員長（平田暢孝君） ただいまの大田議員の御質問にお答えする前

に、議長にお願いがございます。お礼と御理解に対するお願いです。 

私、本日の８時半から傍聴席に座って傍聴いたしています。茶花の老人クラブの

会員の一員として、従前から計画していた傍聴の機会でした。そして、たまたま今

度は反対側の答弁席に座っているのですが、一日でこういう貴重な体験を枠を超え

て行ったり来たりしている、大変貴重な経験をしていますが、あしからず御理解を

いただきたいと思います。 

さて、もう１件、皆様方のこの議会に議案として上程されていると思いますが、

現在お持ちかどうかわかりませんが、選挙管理委員会委員の選任の件が多分出てい

ると思いますが、私ども現任の選挙管理委員の任期は６月の２７日です。そこで、

私も７５を過ぎましたので、退任することにしています。その私が今日の質問にお

答えするのですが、職務柄この席でお答えするのですが、これは職務ですので御理

解いただきたいと思います。この件に関しては、今日の答弁、そして昨年の３月議

会における沖野議員の質問、この件をちゃんと後任の選挙管理委員、そして委員

長、書記長は総務企画課長がお座りですが、ちゃんと申し送りをして確実に引き継

いでまいりたいと思いますので、お許しと御理解をいただきたいと思います。 

２期６年そのうちに選挙管理委員会の委員長として４年間やってきました。皆様

方の選挙のお手伝いもいたしました。皆様方の御指導で、いい４年間の選挙管理委

員長を全うすることができました。本当にありがとうございました。また皆さん方

におかれましては、来たる８月に選挙がございます。皆さん方が御自愛されて、

各々御健闘され、御活躍されることを祈念し、御期待してお礼とさせていただきま

す。本当にありがとうございました。 

それでは、改めてただいまの大田議員の質問に対してお答えいたします。 

全国的に投票率が低下している中において、本町の投票率は高いほうではありま
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すが、それでもここ数年は低下傾向が続いている状況です。 

投票に行くかどうかということについては、投票により得られる選挙結果や政策

実現等の利益と投票参加に伴うコスト等を比較して決めるということが言われてお

り、その意味でいうと、有権者の政治参加に対する意識や期待度の薄さが投票所に

行くという行動提起につながらないということであると言えるのではないかと思い

ます。 

有権者一人一人が選挙により政治参加を身近なものと考え、自分事として捉えら

れるための仕組みづくりを進め、投票行動への啓発に努めていくことが必要と考え

ます。 

また、全国的な傾向と変わらず、本町の場合においても若年層の投票率が低いの

で、若年層の投票率向上について、いかにして政治に関心を持っていただくか選挙

啓発方法等の対策が必要であると考えます。 

与論町選挙管理委員会及び明るい選挙推進協議会において、今後積極的な啓発活

動を行い、投票率向上に努めてまいります。 

島根県浜田市において実施した移動投票所は、合併により統合廃止された山間部

の投票区において実施されたものと把握しており、投票所統合の代替案としての取

り組みであると認識しています。 

移動投票所のほかに、巡回・送迎バス等の運行による移動支援があります。いず

れの移動支援の方法においても、移動支援対応の車両や設備整備、投票管理者・立

会人や事務職員に加え、二重投票防止のための事務局体制整備や介助員等の人員確

保等が必要となります。 

本町においても高齢化率の上昇に伴い、移動支援を必要としている方が増えてい

るということは認識していますが、実施に伴う設備や体制をどのように整備してい

くことができるか、本町において実施する場合は、どのような移動支援の方法が適

しているのかなどを十分検討した上で、投票機会確保のための移動支援の実現可能

性について検討してまいります。 

○議長（福地元一郎君） ７番。 

○７番（大田英勝君） 本年２月から、新型コロナウイルスが日本でも拡大し、町長を

はじめ職員の皆様も気の休まることもなく、大変な御苦労をされてこられたことと

思います。皆さんの取り組みや町民の御協力もあり、本町からは発生を免れていま

す。誠にありがたい限りです。しかしながら、第２・第３の波も予想される中、決

して安心はできません。これからも手を緩めることなく、感染防止、侵入防止、は

たまた万一発生した場合への対策等について、引き続き万全を期していただきたい

と思います。町長の決意をお願いしたいと思います。 
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○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。これまで本当に職員やそれから町民の

皆さんの協力のおかげさまで、何とか与論町に感染者が入ってくることを阻止する

ことができました。今後もこの体制をずっと確保してまいりたいなと、少しでも与

論町民のために頑張れることはやってまいりたいなと思っています。そのためにい

ろいろな施策を行い、また予算もつぎ込みながらいろいろな対応をしてまいりたい

と考えます。これには役場職員だけでできるものではなくて、いろいろなここにも

申し上げましたが、医療機関や消防それから警察、あるいは各学校等、自治公民館

連絡協議会と町民一丸となって取り組んでいかないと、予防はできないのではない

かなと考えていますので、そのための啓発活動も一緒に頑張ってまいりたいなと

思っています。ありがとうございます。 

○議長（福地元一郎君） ７番。 

○７番（大田英勝君） それでは、２番目に移りたいと思います。 

先ほど補正予算の審議の中でお聞きすればよかったのですが、２４ページの商工

観光業等の緊急対策として観光関連事業者支援給付金２１９０万円、それから商工

業緊急支援給付金８１０万円、クーポン券が５２１万８０００円とありますが、こ

の配分方法とかクーポン券の中身の説明を簡潔にお願いしたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

観光関連事業者の支援給付金の件なのですが、こちらは観光関連業者の会員の

方々、商工会、観光協会の方々と事業者を８３業者想定しまして、昨年の売り上げ

に対しての給付金の支給を計画しています。観光関連以外の商工業の方々も５３業

者を想定しておりまして、昨年の売り上げの収入に対しましての支給を計画してい

ます。 

続きまして、消費喚起型クーポン券というのが、こちらはお土産店やマリンレ

ジャー等、観光関連店舗やその他店舗で使えるクーポン券を町民及び来島者の方々

に配付をしまして、利用してもらう予定です。あとそちらの方は町民の方々に各１

世帯２,０００円分、観光客の方々に１,０００円分を配付して利用してもらおうか

と今計画しているところです。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ７番。 

○７番（大田英勝君） 県内の自治体の支援策もいろいろ各市町村においてされている

ようですが、ちょっと長くなりますが述べてみたいと思います。 

南九州市では、２月から５月までで、前年同月より２割以上減った月が１か月以
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上ある飲食・宿泊業者を対象に１０万円の支給、商工会による弁当販売事業への補

助、市立小中学校、幼稚園で使うマスク・消毒液の配布、医療機関と障害福祉介護

保険サービス事業所へのマスク配布、保育所などへの消毒液の配布を行っていま

す。 

枕崎市では、雇用維持策として国の雇用調整助成金の申請を促す目的で、社会保

険労務士に依頼する費用として１０万円を上限に補助。さらに支給決定時には、事

業者負担分を４０万円まで支援、飲食店の出前をするタクシーへの補助、また事業

継続策として２月から９月までで、前年同月より売り上げが２割以上減った月がひ

と月以上ある事業者を対象に、店舗や駐車場などの賃借料３カ月分を、月５万円を

上限に補助。 

西之表市では、売上減に苦しむ飲食店を支援するため、プレミアム付き飲食店応

援券を単独事業で発行する予定で、１冊５,０００円の応援券は６,０００円分の冊

子となっています。市民のみが購入でき、商工会加盟の飲食店で来年２月まで使え

る。観光業者へ１０万円の見舞金。 

南種子町では、持続化支援給付金として、１月から５月までの売上高が前年比１

割以上減少した事業者に１０万円から２５万円給付。生活応援クーポン券５,００

０円分を全町民約５,６００人に配布。町に登録した店で６月から半年間使える。

また全世帯の水道基本料金６００円を５月から３カ月分免除。児童手当対象者へ国

の給付金１万円に町独自に１万円上乗せ。ひとり親家庭の児童約１００人には、さ

らに１万円追加支給。さらに種子島中央高校の通学バス利用６０人分に定期購入代

金の補助。 

鹿屋市では、休業要請に応じた法人に１０万円、個人に５万円、１８歳以下一人

１万円、消費喚起策に取り組む団体への事業費を１００万円を上限に助成、３割増

しのプレミアム商品券の発行、３月から５月までのいずれかひと月、売り上げが２

割以上５割未満減少した農林水産業を含む事業者に法人３０万円、個人１５万円を

支給。水道の基本料金４カ月分を免除、また新型コロナウイルス影響で結婚式や出

生の立ち会いができなかった人を少しでも祝おうと、婚姻届や出生届を出した人に

特産のバラを贈る。 

曽於市では、国の持続化給付金の対象から漏れた減収事業者の支援として、減収

率が３割以上５割未満の２次産業、３次産業の中小業者に３０万円を給付する。農

林業については、収入保険などの補填制度があるため対象外とした。また減収率が

５割以上となった小規模事業者に月５万円を上限に３カ月分の家賃を補助。 

阿久根市では、全市民に１万円の商品券を配布、飲食・宿泊業者の家賃など固定

経費を支援するため１店舗当たり１日２０万円の給付、５割増しのプレミアム商品
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券の発行。 

南さつま市では、飲食店支援として１万円分を５,０００円で買えるプレミアム

商品券２万セットを限定発行、２割以上減収の事業者に１０万円支給。宿泊・運輸

業者などに上限５０万円給付、県外在住の出身学生に農作物３,０００円相当を発

送。 

南大隅町では、国からの１０万円に加え全町民に３万円を上乗せ支給。休業要請

に応じた業者に５万円、自主的に休業した宿泊・交通などの業者に８万円を商工会

を通して支給、飲食店向け５割増しと一般店向け３割増しのプレミアム商品券を発

行。 

さつま町では、全町民に５,０００円を支給。町出身で県内外に住む大学生や予

備校生に一人当たり３万円支給、県外に住む出身学生に牛肉５,０００円分を送

付、また２割以上減収の事業者に１０万円給付。 

日置市では、２割以上減収の中小事業者に１０万円支給、それからプレミアム商

品券を商工会から発行。 

出水市では小中高生に５,０００円の商品券を配布、２割以上減収の中小業者に

１０万円支給、休業要請に応じた法人に１０万円、個人に５万円を上乗せ支給、そ

れから県外から帰省できない出身学生に３,０００円相当の特産品を送付、こう

いったことがされています。 

霧島市では、５０人を臨時雇用、２割以上減収の事業者に２０万円支給、業者に

よって上乗せの支給、２割増しの飲食チケットの販売、子牛価格の下落に対し、１

頭当たり２万円、１戸当たり上限２０万円、肥育農家の収入減に対して条件付きで

一律２０万円を支給。 

東串良町では全町民に１万円支給、児童手当に１万円の上乗せ、本人か保護者が

町内に住所登録をしている学生に一人５万円支給、飲食店に県の休業協力金に１０

万円を上乗せ、１万５０００円分の券を１万円で販売するプレミアム商品券。 

垂水市では、２月から５月の売り上げが２割以上５割未満の減収になった事業所

に５万円給付。小・中学校と保育所、幼稚園の給食費・副食費を３カ月分免除、児

童手当１万円分上乗せ支給、小・中学生に本の購入費を支給、それから２割増しの

商品券の発行、牛農家には平均価格が２割を下回った場合、１頭当たり飼料代２,

０００円、肥育農家には条件付きで１頭当たり３万円を助成。 

指宿市では、牛農家の子牛購入費を一部助成、飲食店の出前をするタクシーに補

助、休業要請協力金に１０万円を上乗せ、それから４３％増しの商品券の発行。 

伊佐市では、商品券・食事券を７,０００円分を５,０００円で発行、国の支援か

ら漏れた２割以上５割未満の減収の中小事業者に２０万円支給。 
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屋久島町では、土産店・飲食店ガイドに１０万円、タクシー・レンタカー事業者

に３０万円、貸切バス事業者に５０万円、宿泊施設は規模によって最大１００万円

支給、飲食店応援として町民を対象に１,０００円以上会食し、精算時に離島航空

割引カードを提示すれば５００円の割引、燃料費補助として１リットル当たり１０

円補助、学校の給食費を４月、５月免除、図書カード１,０００円分支給、プレミ

アム商品券を５万部発行。 

鹿児島市では、売り上げ２割以上５割未満の業者に最大３０万円支給、３割増し

のプレミアム商品券の発行、子ども食堂への助成、ホテル・旅館には収容人数に応

じて５万円から１００万円支給、１事業者当たり５０万円を上限に貸切バス１台当

たり３万円、タクシー１台当たり１万円を助成。 

薩摩川内市では、２割以上減収の商工会議所商工会員に１０万円、それから１０

割増しの商品券の発行、収入減世帯に就学援助、休業協力金１０万円を支給。 

いちき串木野市では、１０割増しの飲食店商品券を発行。 

志布志市では、１割以上減収の事業者に１５万円から６５万円の給付。 

南九州市では、宿泊業者に１０万円、テイクアウト事業に４分の３助成。 

姶良市では、児童手当１万円上乗せ、２割から５割減収の事業者に１０万円。 

十島村では、民宿に２０万円支給、世帯に１万円支給、２割増しの商品券の発

行。 

湧水町では、高校１年までの子供１人に１万円。 

大崎町では、全世帯へ５００円のクーポン券を配布、高校生までの子供１人に２

万円、それから１５％から５０％減収の事業者に３０万円。 

姉妹町の錦江町では、５割増しの商品券の発行、デリバリーや買い物代行のタク

シー利用の補助、町出身の高校生に１万円、学生に３万円、４月２８日以降に生ま

れた赤ちゃんに１０万円支給、２割から５割減収の事業者に１０万円。 

南種子町では、５割増しの商品券の発行、それから減収の中小事業者に５万円か

ら３０万円の支給。 

また郡内を見てみますと、瀬戸内町では、３月、１５％以上減った飲食店・観光

業者を対象に一律１０万円支給。 

喜界町では、建設業者が寄付した１０００万円を６５の店舗に一律１５万円を配

付する事業にそれを充てています。 

奄美市では、休業者の雇用一人１日２,５００円助成、ひとり親家庭に５万円支

給、全市民に５,０００円の商品券、観光業者へ独自支援として、住民が市内の宿

泊施設やガイドを利用した場合２万円を上限に最大８割を助成、水道の基本料金を

２カ月分免除、その他６６％増しの商品券の発行。 
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龍郷町では、全町民に５,０００円の商品券、ひとり親世帯に５万円、売り上げ

が減った法人に２０万円、個人に１０万円、来島自粛を求める中、観光・飲食・宿

泊業者には、さらに１０万円を上乗せ。 

大和村では、観光・飲食業者に１０万円支給。 

徳之島町では、３,０００円の特産品を島外の学生に送付。 

伊仙町では、休業要請協力金を１０万円上乗せ支給。 

和泊町では、全世帯に５,０００円の飲食券を配布。切り花の下落分の助成、町

民の町内宿泊費７割を助成。 

という具合に、県内あるいは郡内各市町村でもさまざまな支援策が講じられてい

ます。本町を含め８町村については、６月の定例会で提案される予定となっている

ようです。今回の一般会計補正予算で、先ほどの７６３０万円ほどの緊急経済対策

事業費が計上されていますが、先ほど可決されましたので、一日でも早い迅速な対

応が求められています。予算の早期執行への町長の決意をお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。これまで各新聞やテレビ等マスコミを

通して、いろいろなことが発表されるたびに、ああ、すごいな、与論にこれを持っ

てこれるのかな、どうなのかなといつもそういう気持ちでお聞きし、また見たりし

ておりましたが、改めて議員からそのように調べたものを発表されますと、なるほ

どいろいろなところでいろいろなことを考えてやっているな、対応しているなと考

えるわけです。与論町としましては、できるだけ次につながるような、今後の事業

が発展していくような、そういうふうな予算を組んでいければいいのかなというふ

うに思うことですが、何しろ自治体の規模がこういう規模ですので、なかなか思う

ようにできないところもございますが、先ほど皆様方に御提案申し上げまして、議

決していただきましたので、その予算につきましては、早急に支援をしていって、

できるだけ早くまた島の方々の活力を取り戻したいというふうに思っています。で

きるだけ早く頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） ７番。 

○７番（大田英勝君） 新型コロナウイルス感染症が、今後どのように推移していくの

かは誰にもわかりません。経済対策についても、今回の補正予算だけでは決して十

分とは言えないと思います。身の丈に合った規模での対応しかできないのはもちろ

んのことですが、今回のコロナ対策は特別です。町としてもぎりぎりのところまで

最大限の支援をする必要があると思いますが、今後の対応について町長の考え方を

お願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 
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○町長（山 元宗君） ありがとうございます。本当に身の丈に合った支援しかできな

いというのは、本当にそのとおりです。気持ちとしてはできるだけたくさんの方々

に、できるだけたくさんの事業に支援していければいいなと思うわけですが、先ほ

どからありましたように、国や県に対しても要望を続けながら支援してまいりたい

なと思います。ありがとうございます。 

○議長（福地元一郎君） ７番。 

○７番（大田英勝君） 次に移りたいと思います。 

３０年前に、ラジオ体操をしていてそれが中止に追い込まれていたというのを初

めて知りました。そこで、現在はこども園の場合、お昼寝タイムというのは何時か

ら何時までになっているんでしょうか。それは各園とも大体同じような時間帯で

しょうか。 

○議長（福地元一郎君） 富茶花こども園長。 

○茶花こども園長（富 千加代君） お答えします。 

各園とも大体１時ぐらいから３時ぐらいまでとなっています。ですが、０歳、１

歳児に関しましては１２時ぐらいからお昼寝に入ります。体が小さいものですか

ら、どうしてもそれだけの睡眠時間が必要になります。年長児さんに関しまして

は、２時半ぐらいから落ち始めます。やはり子供たちの成長によって睡眠時間も異

なっています。 

○議長（福地元一郎君） ７番。 

○７番（大田英勝君） ありがとうございました。１時から、その前から３時頃までと

なると、なかなか時間をとるのは厳しいですね。そういったことも勘案しながら、

また何とかしてうまい具合に工夫をすれば導入できないか。それはもう皆さんでま

た検討をしていただきたいと思います。できれば、またそういう形で健康増進につ

ながるような、そういった取り組みもできればいいかなと思っていますが、ひとつ

またよろしくお願いをいたします。 

それでは、選挙の投票率向上についてに移りたいと思います。投票率の低下の要

因にはさまざまなことが考えられます。なぜ選挙に行かないのかというアンケート

によりますと、投票所に行くのが面倒とか、選挙に関心がないとか、どの候補に投

票すればいいかわからないとか、自分のような政治がわからない者は投票しないほ

うがよいとか、選挙では政治は変わらないとか、自分が投票したところで何も良く

ならない等の回答があったそうです。これだけではないかもしれませんが、大体総

じてそういうことではないかと思います。このことは基本的に政治に対する無関心

というのが根底にあるような気がいたします。そういう意味では、私たち選ばれる

側にも責任の一端があるのではないかと思われます。私たちも今後魅力ある議会と
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か、魅力ある議員として投票率アップにも貢献できるようなそんな活動、取り組

み、そういったのができれば、また投票していただけるアップにもつながるんでは

ないかと思いますが、そういう気持ちで、またお互いみんなが頑張ってまいりたい

と思います。そのことについて、委員長、何か感想ありますか。 

○議長（福地元一郎君） 平田選挙管理委員長。 

○選挙管理委員会委員長（平田暢孝君） やはり政治に関心を持たせる、いかにして投

票所に入ってもらうか、それが大事だと思うのですね。模擬投票ということも中学

生、高校生対象にありますが、今投票所に入れば投票自体は本当に簡単なのです

よ。難しいことはありません。いかにしてその投票所の入り口に入れて投票をして

もらうということが一番大事だと思います。これは大変難しいのですが、先ほど議

員からありましたように、いろいろな要素が絡み合っていると思います。そこで、

政治も私が投票を入れたから、世の中がこう変わったというようなドラマチックな

変化があったりすると、若者が投票所に行きたいという気になられると思うのです

けれでも、なかなか難しいのが現状です。こればかりは皆さん方と一緒になって議

員も政治に関心を持ってもらうことを、若者を含めて町民の皆さん方に啓発してい

くことが、一番大事ではないかというふうに感じます。それは私どもだけではなく

て、皆さん方だけでなくて両方あわせてそういう活動をやっていくことは、やはり

大事ではないかというふうに考えます。 

○議長（福地元一郎君） ７番。 

○７番（大田英勝君） 次に移りたいと思います。投票所への移動支援ということです

が、先ほどの答弁にもあったとおり、島根県の浜田市で容認されたのも、投票所の

統廃合がきっかけとなって、それができたようです。そのときのスタイルというの

は、ワゴン車に投票箱を積み、投票管理者が１人、職務代理者が１人、投票立会人

が２人、事務従事者１人、この５人がワゴン車に乗って時刻を決めて何時から何時

まではどこどこですよということで、あらかじめ決めておいて、そうやって回って

いってやったというスタイルです。その後ワゴン車の代わりに、バス等を使った投

票所、投票車、そういったのも出ているようです。それから、答弁にもありました

が、移動の支援については人の移動を支援するタイプがあるようです。そういうタ

イプのスタイルとしては、路線バスの臨時の無料運行とか、公用車で職員が連絡が

あった場合送迎するとか、要望のあった有権者を自宅からタクシーで送迎し、その

タクシー代を負担するという方法のようです。そして１歩踏み込んで、投票入場券

にタクシー利用券を添付して配布する、そういった自治体のケースもあるやに聞い

ています。こういった場合の対象者については、自立歩行が難しく、補助の移動手

段を持たない、家族でも送ってもらえないとか、そういう条件があるようです。主
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に高齢者や障がい者等を想定しているのですが、若年層でけがとかで足を骨折した

とかで、そういったのもまたそのときは対象になることのようです。その対象にな

るかどうかを判断する場合は、その申込みがあったときに選挙管理委員会が判断す

るケースと、中にはまた民生委員が、この人はこうこうだから対象者ですよという

ような決め方をしている自治体もあるそうです。 

本町の場合に、もしこれを導入できる、導入するとしたら、先ほどの答弁にも

あったとおり、いろいろな車で行くとなるといろいろなスタッフがいっぱいまた必

要になってきますので、タクシー等でそういった方にタクシーを利用して出てきて

くださいということで、そのタクシー代を支給する形のほうが一番ふさわしいんで

はないかと思います。そういった場合、対象者にも免許証の返納者とかも対象にす

れば、また相乗効果で危ない運転手が免許証を返納するという効果も期待できるの

ではないかと思います。経費についても国政選挙ではほぼ満額国費で措置をされて

います。また地方選挙についても２分の１が特別交付税措置ということで、そんな

にかかるものではないと思いますので、是非とも申し送りの中にできるだけ早期に

導入していただきたいのを一筆入れて、申し送りをしていただければ大変ありがた

いと思います。何か委員長のほうで。 

○議長（福地元一郎君） 平田選挙管理委員長。 

○選挙管理委員会委員長（平田暢孝君） 移動投票所は、ただ単なる人数５人あわせで

はなくて、かなり専門的なことでないと、選挙の場合はどうしても１００％で確実

でないと駄目なのですよね。間違えました、後で修正するだったら、これは全くそ

の場で決定しないといけないものですから、相当な準備と指導、その選挙の仕方、

もちろん受付をして渡して、そういうのを含めて相当な綿密な、人の性格にもよる

でしょうけど、ある程度人もそういうふうに緻密にできる方をお願いしていかない

と、移動の途中で間違ったとなりますと、これはもうとんでもないことになります

ので、もちろん財政的なことも勘案しながら、その指導体制、人員の把握、これは

ものすごく大変なことだと思います。 

そしてもう一つ、公平・公正を保てるか。例えば、宇検村は全国でも一番投票率

がいいところですね。ここは昔から行政サイドではなくてそこの集落がいっぱいあ

ります。集落の区長が車で派閥の誰これは別にして、一緒に投票所まで案内するよ

うな昔からのいい習慣と言いますか、それがあって、そのおかげで投票率も上がっ

ているようですが、そういう面ではそこら辺の、先ほど民生委員とか人を選ぶとき

の話がありましたが、その辺の公平さ、公正さはものすごく慎重にしないと、そこ

が崩れると選挙自体がもう完全に駄目になりますので、その辺は慎重に対応してい

くべきではないかなというふうに考えます。もちろん申し送りはします。あと財政
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面については、書記長のほうで。 

○議長（福地元一郎君） 沖島選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（沖島範幸君） 移動投票所につきましては、今、委員長が述

べられたようなところで、投票管理者、立会人、それから選挙に係るいろいろな公

職選挙法とかその辺も少しはわからないといけないという点がありまして、そう

いった内容を今おっしゃったのですが、それよりは本町としてできると考えると、

この移動支援につきましては、島根県とかそこはかなり４０キロメートルとかかな

り距離のあるところなのですけど、与論町内で例えば一番遠いところで４、５キロ

メートルというところなのですが、そういった中でタクシーを使うなりバスを使う

なり、そういった料金の問題も発生するわけですが、それはまた検討できると思い

ます。今のデイサービスとかが福祉センターとかでされていると思いますので、そ

ういった例えば期日前投票所に経由していくとか、そういったことはすぐにでもで

きるんではないかなと思いますけど、そういったことでいろいろ検討してまいりた

いと思います。 

あと、投票所につきましては、医療機関とかでも３カ所、そういった方々につい

ては、指定されたところでまたできるようになっています。 

○議長（福地元一郎君） ７番。 

○７番（大田英勝君） ありがとうございます。私もその投票所の移動よりは人の移動

ということで、タクシーとかを使ったほうが一番手っ取り早いし、それが与論には

向いていると思います。ひとつまたその辺を十二分に検討していただきたいと思い

ます。デイサービスとかで社会福祉協議会等で運んでいただいた場合は、そこにま

た５００円ぐらい自治体から支払いをしているケースもあるそうです。ですから、

いい形で実現ができますように、手っ取り早いのはもうタクシーだと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

以上で質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（福地元一郎君） ７番、大田英勝君の一般質問を終わります。 

次は、６番、町俊策君の発言を許します。 

６番。 

○６番（町 俊策君） ６番、質問をさせていただきます。 

１ 観光スポットの整備について 

(1) ビドウ遊歩道周辺に自生する蘇鉄に寄生する害蝶の駆除対策を、町長は、

どのように考えているか。 

(2) 皆田海岸の山口誓子の句碑周辺を撮影スポットとして整備することを、

町長は、どのように考えているか。 
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(3) 与論十景を選定し、撮影スポットを整備して、旅行客に写真撮影の場と

して推奨する考えはないか。 

(4) 寺崎海岸入口の公衆トイレ脇から宇勝方面へ、農道又はサイクリング

ロードを整備し、周遊道路を継続させる要望があるが、町長は、どのよう

に考えているか。 

２ 海藻類やカニ、エビ、貝類等の再生について 

(1) 大金久、船倉地区の藻場再生のための対策を、町長は、どのように考え

ているか。 

(2) 少量多品種の海藻類やカニ、エビ、貝類等の陸上養殖の是非について、

町長は、鹿児島大学水産学部等に研究を依頼する考えはないか。 

３ 防波堤擁壁へのレリーフ作成について 

(1) コースタルリゾート内ヨットハーバー横の防波堤擁壁に、縦９０センチ

×横５０４センチの額縁状の枠が５カ所あるが、県の承諾を得て、これに

画題を与え、小・中・高生の代表グループにレリーフを作成させ、美術環

境思想の高揚を図る考えはないか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） それでは、お答えを申し上げます。 

まず最初に、ビドウ遊歩道周辺の蘇鉄に寄生する害蝶の駆除対策をどうするかと

いうことです。 

御質問の蘇鉄に寄生する害蝶は、蘇鉄の若葉を餌とするクロマダラソテツシジミ

であると考えられます。この蝶は、蘇鉄の柔らかい葉に産卵し、孵化した幼虫が柔

らかな葉を食し新芽を食べつくすこともあると言われています。 

ビドウ遊歩道は、県の魅力ある観光地づくり事業において整備を行う予定もあ

り、観光客や町民の皆様など多くの利用者が見込まれますので、駆除の箇所や方法

を検討し観光スポットとしての価値を高めてまいります。 

次に、皆田海岸の山口誓子の句碑周辺の整備についてです。 

山口誓子の句碑は、皆田海岸防波堤の南側奥に位置し、周辺には自生したアダン

などがあります。現在の位置で撮影スポットとして整備するには、植物の大規模な

伐採が必要になりますので、自然保護や景観に配慮し、句碑の補修・移動などを含

め地元の方々と調整し検討してまいります。 

次、与論十景の選定についてです。 

御質問の与論十景の選定については、大変有効な御提案であると考えます。島内

には隠れた絶景ポイントも数多くあると思われ、これらが旅行者のＳＮＳで発信さ

れることは、大きな宣伝効果を生むと考えますので、有識者・観光関係者・町民の



 

（111） 

皆様の御意見を取り入れながら検討してまいります。 

次に、寺崎海岸入口から宇勝方面への農道又はサイクリングロードの整備につい

てです。 

本農道は、賀義野地区の区画整理事業の際、集落から要望がなかったことから未

整備となっています。 

サイクリングロードの整備についても、自然公園法や農地法等の各種法令の許可

条件をクリアできるか調査・検討し、地権者等の意向も踏まえながら検討してまい

ります。 

次に、大金久、船倉地区の藻場再生のための取り組みです。 

現在、漁協において行っている離島漁業再生支援事業の中の藻場造成事業におい

て、ホンダワラの母藻の移植や生育状況の調査・研究の取り組みを行っています

が、藻場再生には至っておりません。かつては、藻食性海産物のシラヒゲウニが豊

富に水揚げされていましたが、藻場の消失とともに生息自体が危ぶまれる状況にあ

るため、シラヒゲウニの放流も定期的に行っています。 

大金久、船倉地区のみならず、島内各所にて今後も藻場再生への取り組みを継続

して行ってまいります。 

次に、少量多品種の海藻類やカニ、エビ、貝類等の陸上養殖の是非について、鹿

児島大学水産学部等に研究を依頼する考えはないかということです。 

昨年度は、漁協において環境に左右されにくい陸上イケスを活用したスーナの試

験養殖を行いましたが思うような成果が得られませんでした。 

このほかに新規の取り組みとしては、鹿児島大学との共同研究・協力を受けてい

る事業で、漁港湾内のイケスにおけるカキの試験養殖や、二枚貝の一種で貝殻が黄

色、紫、オレンジ色と多彩で贈答用やその色彩から食用の貝柱だけではなく、観光

資源としての期待もできるヒオウギガイの試験養殖に取り組んでいます。今後も試

験養殖を継続し出荷を見据えた量産が可能か経過観察を行ってまいります。 

これまでも鹿児島大学とは連携した取り組みを行っていますので、引き続き水産

業の発展、漁家経営の安定及び本町の水産業が抱える課題解決につながる先進的な

研究を依頼してまいります。 

○議長（福地元一郎君） 町岡教育長。 

○教育長（町岡光弘君） それでは、防波堤擁壁へのレリーフ作成についてお答えいた

します。 

防波堤擁壁や海岸、港、道路のコンクリート面等の壁面の絵画やレリーフ作成に

ついては、美術や創作等に関する発表の場として、あるいは地域の美術・創作活動

の意欲醸成のためにも、また、人に感動を与えるよい作品が描かれれば、地域の文
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化・観光の面でも有効であると期待できます。 

また、一方では、そのための地道な活動計画、団体やグループの育成、広報活

動、必要な活動資金の援助等課題への対応も必要になると予想しています。設置し

た後のメンテナンス、不評な作品や剥がれ出した作品の住民等からの撤去要請への

対応や再作成等への持続的な計画も必要となることから、県との連携、学校への啓

発、学校や団体・グループとの意見交換等も含めて、今後検討してみたいと思いま

す。 

○議長（福地元一郎君） ６番。 

○６番（町 俊策君） それでは、質問事項の順番においてさらに質問を重ねてまいり

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

まず、ビドウ遊歩道周辺に自生する蘇鉄に寄生する害蝶の駆除の件ですが、これ

はもう何年か前にも質問して、それでいろいろ検討するということでありました

が、その後もやはり毎年今の時期になりますと、新芽がやられてしなってきている

ということで、ややもするとこれは放っておくと、もう蘇鉄の群生林はあそこだけ

になっていますが、貴重な自然が損なわれるんではないかなという心配をしていま

す。是非、駆除する方法を考えていただいて残してもらいたいと思いますし、それ

から今つくっている遊歩道の価値も、これはないとあるとではえらく違ってまいり

ます。是非大切にしていただきたいと思います。何年か経っています、是非実行を

お願いしたいと思います。そしてまたこの蝶ですが、これはあそこだけの問題じゃ

ないのです。一番最初は立長方面から出てきたと記憶していますが、もう全島的に

蔓延しています。是非そのことも踏まえて、あの辺一帯だけということでは、おそ

らく繰り返し繰り返し害ははびこるものと思います。是非蘇鉄を大切にしていただ

きたいなということです。と同時に、最近これまた質問の中にはありませんけれ

ど、ヤスデが那間地区の方面でいっぱい出てきてるらしいのです。そういったこと

も何らかの要因があると思われますので、これもあわせて駆除対象として質問上に

ありませんが、急きょそういう住民からの申出がありましたので、対応をお願いし

たいと思います。 

それから、次の皆田海岸の山口誓子の句碑周辺は、同僚の議員からも先ほど質問

がありましたが、私は直に山口誓子さんと会って、一緒に回っていた関係で特に大

切に思っているのですが、山口誓子先生はいわゆる「柿食えば鐘が鳴るなり法隆

寺」で皆さん御存じの正岡子規の高弟なのです。その系統を継ぐ詩人なのです。俳

人なのですね。だから非常にその道では有名な先生でもあります。大切にしなけれ

ばいけない先生です。昭和５３年に与論島にお見えになっていますから、その時も

御夫婦でいらっしゃいましたけど、お年を召されていましたので、まだ御存命かど
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うかはわかりません。 

四国の松山市では、四国で俳句甲子園というのをやって全国の高校生が俳句の討

論をやっています。毎年やっているのですが、１チーム５、６人、男女あわせてで

すね、それに監督の先生が１人だったと思います。全国大会が行われているので

す。俳句甲子園というネーミングだったと思いますが、これらも捉えてみますと、

全く無関係じゃないわけで与論島の場合は。それで、ここにわたしは改めて、そこ

の優勝したチームの招待を航空会社、那覇と松山間で航空路線があるわけで、ここ

と提携して同じ航空会社の航空便は与論にもあるわけですから、提携する宿泊をヨ

ロン島観光協会等でみるとか、そういった形の中で優勝者を招待するという商品を

出すというのはどうかなと。そのことによって、その大会が全国放送されるのです

が、さらにまた与論島と高校生との関係が結ばれていくんではないかなという気が

します。そういったことへ今の句碑を大切にしながらも、今皆田のところで非常に

やっていただいて、非常に私としてはありがたいなという思いでいっぱいなのです

が、ただ、もう一つ琴平境内に句碑がありまして、これなども場所が非常に不適切

です。神社の裏のほうに隠れておりまして、人の目にも触れないところに建てられ

ています。物自体は大変立派ですが、これは「原始より碧海冬も色変へず」という

句なのですが、これは５３年の１１月に建立されていて、山口先生がお見えになっ

たのは３月ですから、すぐ後につくられています。それから今の皆田のほうは、そ

の２年後につくられています。予算の関係だと思うのですが。そういう具合にでき

ておりまして、これが意味するものは、単なる有名な俳人がつくられたということ

だけではなくて、非常に観光史としてのレベルの位置付けにもなるんではないかと

思います。ついでに皆田のほうは、「冬も青離は神饌(ミケ)の棚なるよ」と、神饌

(ミケ)というのは、神様に供えるお供え物のことですけど、この皆田離れをそうい

うお供え物をする台に例えて、詠んでいるのですが、今そこをきれいに整地しても

らっていますし、また地元の方々がその場所を非常に大切にしていて、一緒になっ

てやっている状況がありますので、非常にいい環境が設定されていくと思います。 

それともう少し奥のほうに入りますと、副町長の土地があそこにあるのですが、

そこの土地はオオゴマダラの自生地というか、オオゴマダラが越冬するところなの

です、昔から。そこでその季節になるとあの辺一帯オオゴマダラが乱舞するのです

が、そういったのも含めてあわせてそこも大切にすると、ある種ロマンに満ちた地

区になるんではないかなと。その向こうのほうは立派な海水浴場があるのですが、

そこはまた危険がつきものなので、宣伝していいかどうか私にはわかりませんが、

そういうところで関連したものができるということで、あの辺一帯を是非大切にし

ていただきたいと思います。 
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それから、与論十景のことですけど、昔も１回この提案をしたことがあるのです

けど、なかなかそういったのが取り上げられていただけないものですからあれなの

ですが、せっかく与論に来て何をされるか、海に潜るだけのことではなくて、最近

では高齢者の方々もいっぱいお見えになります。それから修学旅行生も、自転車で

駆けずり回っています。こういった人たちに与論のいいところを、あるいは歴史的

なものも含めて、それを是非見ていただく、巡ってもらうことで、より与論を親し

く感じてくれるでしょうし、また教育のためにも非常に役立つことではないだろう

かなという気がいたします。また、そういった十景の周辺には、俳句投入ポストを

設置してもらうとか、また与論十景についての写真コンテストを行うとか、そう

いった方面の活動も期待できるんではないかなという気がいたしますので、もう１

回検討をしていただきたいと思います。やっていただくということになっています

ので、期待をいたしています。写真につきましては、与論に専門家がいらっしゃい

ますから、その専門家の支援をするとか、それなりの価値を高める方法はできてい

ると思います。 

それから、サイクリングロードを整備してほしいと、宇勝方面の農道なのです

が、あの土地は新しくつくった公衆便所がありますが、あれから南のほうの土地、

坪数にして３,０００坪か４,０００坪あると思うのですが、あれは私が管理してい

ます。持ち主は銀座松屋デパートの関係者のゆかりの人なのですが、あそこは昔埋

め込みにしてそのまま私が管理しているわけです。もしあそこに道路を通すという

ことであれば、非常にその土地の価値も上がりますし、みんなにいいことではない

かなと思いますので、是非積極的に計画を進めてみていただければと思います。も

ちろん自然公園法の問題とかいろいろありますが、それらのことまで含めて検討し

ていただければ、より価値が上がるんではないかなという気がいたします。 

それから、船倉地区の藻場再生のための対策ということを申し上げているので

す。今あの辺一帯は、非常に砂浜が厚くなって、深くなっていて、島もいつの間に

かくっついているわけですけど、あそこは昔はモズクとかいろいろな藻場があっ

て、貝も捕れました。それから夜はエビ類もいたのですが、それが埋まっていま

す。というのは、農業という本がありますよね、あの本の中に海を耕す（カイコ

ウ）ということが必要だということが書かれていました。１回あそこは何らかの方

法であさる必要があるんではないか、耕す必要があるんではないかと思います。そ

ういったことも是非研究の課題の１つに入れていただいて、あれだけあった海藻類

の種類、それからウニ、スーナなどもいっぱいあったところですし、ちょうど私、

島に帰ってきて５５年になりますが、来た頃はそういったことでその当時はすごい

ものでした。何も持たずにみんな海へ行って、食べられたものですけど、そういっ
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た５５年の間で大変寂しい思いがいたします。今のうちに何とかできないものだろ

うかと思いますし、そういったことのためには、現場で作業をしてくれる先達の先

輩の皆さんからいろいろな話を聞き出して、そしてそれを記録に留める必要もある

と思います。昔はこうだったよということを聞き逃しにしないで、この際ですか

ら、今私より少し先輩の人も大分少なくなりましたけど、その方々でしたら十分記

憶をお持ちですし、そういういろいろな海藻があったよ、こういう貝があったよ、

カニがあったよと、それをみんな覚えていらっしゃると思いますので、是非今のう

ちに記録に残しておいて、それを参考にして開発をしていってもらいたいなという

気がいたします。 

それからスーナの件ですが、スーナは東南アジアのほうの海洋民族、海を渡って

生活した民族がいるのですが、その人たちが養殖をして定着をしているのです、

スーナで。スーナの原料は何になるかというと、マカロニの原料になるんだそうで

す。それをイタリアあたりに輸出して、今はもう海に浮いて生活していた人たち

が、もう陸に定着して子供たちを陸の学校に通わせてという具合になっているので

すが、その方法というのは、荒縄にひょろひょろと２、３本、何センチかおきに

ずっと付けておいて、それをただ沖に砂の上に流すだけです。あの方法が一番合っ

ているんではないかと思います。それの何か月後にはその２、３本あったスーナが

何十本とひとかたまりになって、いっぱいそれにつながるわけですけど、そういう

養殖の方法もやはりいろいろと検討してみる必要があるんではないかなという気が

します。 

それから陸上における少量多品種の問題ですけど、これに賛同してそういう夢を

持っていた青年がいたわけですけど、残念ながら亡くなりましたが。その考え方で

はあったわけです。本当にこれをもう１回伝えておきたいなと思って、前回も質問

しましたが、今回また改めて質問をさせていただきたいと思います。是非これは検

討していただきたいと思います。それで、陸上イケスを活用したスーナの試験、養

殖が思うようになぜかできなかったということなのですが、あれじゃ駄目だと思い

ます。やはり陸上においてでも、箱に入れたにしてもやはり自然と同じような状

況、環境をつくっていくような考え方を持たないと、海藻を入れて子供がやるよう

なあんな養殖の方法では、それでは生き物ですから簡単にはいかないと思います

し、もう少し考え方を改めた方法で、特に大学の方々に教えをいただきながらやっ

ていけば、海が近くても陸上で養殖できるんではないかと思います。こういう小さ

い島で、しかも観光客を相手にするということになれば、やはり多品種ないと影響

しにくいわけで、名物にはなりません。是非これは成功をさせていただきたいなと

思います。 
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それから、今の防波堤擁壁については、しょっちゅうあそこに、週に２、３回は

行ったり来たりしているものですから、思いつきでそういったわけですけど、子供

たちの美術意識というものをいろいろな面で引き出せればいいなという思いで提案

しましたけど、非常に荷が重たいと思います。あそこの大きさでは。でも何かそれ

やってもいい感じの防波堤のつくりのようなんで、遊歩道もできています。あの場

所から見た与論の街、茶花の街というのもすごくすばらしいと思いますし、子供た

ちの心に残る風景ではないかなと思います。もう１回検討していただければありが

たいと思います。 

以上、たくさんの質問をしましたが、これは何回も繰り返した質問の中に入って

います。こうやってまたその質問に対して丁寧にお答えいただきましたし、いつか

はやってもらえるだろうなということで期待をしています。 

今日が、私の議員生活における最終日ですので、言わせていただきましたが、ど

うか遺言だと思ってよろしくお願いいたします。しないと化けて出ますよ。ありが

とうございました。 

以上です。御清聴ありがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） ６番、町俊策君の一般質問を終わります。 

これで一般質問を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（福地元一郎君） 以上で本日の日程は、全部終了しました。 

次は、６月１６日本会議（議案審議）です。 

午前９時まで御参集願います。 

本日は、これで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後６時０４分 
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令和２年第２回与論町議会定例会会議録 

令和２年６月１６日（火曜日）午前９時０１分開議 

 

１ 議事日程（第２号） 

  第１ 議案第２２号 与論町税条例等の一部を改正する条例 

  第２ 議案第２３号 与論町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  第３ 議案第２４号 与論町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

  第４ 議案第２５号 与論町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

  第５ 議案第２６号 与論町介護保険条例の一部を改正する条例 

  第６ 議案第２７号 与論町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 第７ 議案第２８号 与論町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例 

  第８ 議案第２９号 ヨロン特産品支援センターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例 

  第９ 議案第３１号 令和２年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

  第10 議案第３２号 和泊町の沖永良部与論地区広域事務組合からの脱退の予告の

撤回に同意することについて 

  第11 議案第３３号 知名町の沖永良部与論地区広域事務組合からの脱退の予告の

撤回に同意することについて 

  第12 議案第３４号 与論町地域福祉センターの指定管理者の指定について 

  第13 議案第３５号 与論町茶花生活館の指定管理者の指定について 

  第14 議案第３６号 与論町立長へき地保健福祉館の指定管理者の指定について 

  第15 議案第３７号 与論町朝戸児童館の指定管理者の指定について 

  第16 議案第３８号 与論町麦屋へき地保健福祉館の指定管理者の指定について 

  第17 議案第３９号 与論町那間へき地保健福祉館の指定管理者の指定について 

  第18 議案第４０号 与論町叶生活館の指定管理者の指定について 

  第19 議案第４１号 与論町城青少年センターの指定管理者の指定について 

  第20 議案第４２号 与論町東区青少年センターの指定管理者の指定について 

  第21 議案第４３号 与論町古里青少年センターの指定管理者の指定について 

  第22 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度与論町一

般会計補正予算（第４号）） 

  第23 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度与論町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）） 

  第24 同意第 １号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（内野豊信） 

  第25 同意第 ２号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（山本池富） 
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  第26 同意第 ３号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（原田新一郎） 

  第27 同意第 ４号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（遠山和歌子） 

  第28 同意第 ５号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（保喜久男） 

  第29 同意第 ６号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（長尾さとみ） 

  第30 同意第 ７号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（白石茂一） 

  第31 同意第 ８号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（白尾憲雄） 

  第32 同意第 ９号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（山下みどり） 

  第33 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて（喜村

雅子） 

  第34        選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 

 

２ 出席議員（１０人） 

  １番 遠 山 勝 也 君      ２番 沖 野 一 雄 君 

  ３番 川 村 武 俊 君      ４番 林   敏 治 君 

  ５番 髙 田 豊 繁 君      ６番 町   俊 策 君 

  ７番 大 田 英 勝 君      ８番 野 口 靖 夫 君 

  ９番 林   隆 壽 君     １０番 福 地 元一郎 君 

 

３ 欠席議員（０人）      欠員（０人） 

 

４ 地方自治法第１２１条による出席者（１８人） 

町    長 山   元 宗 君  副 町 長 久 留 満 博 君 

教 育 長 町 岡 光 弘 君  総務企画課長 沖 島 範 幸 君 

会計管理者兼会計課長 大 角 周 治 君  税 務 課 長 武 東 真奈美 君 

町民福祉課長 田 畑 文 成 君  環 境 課 長 白 尾 与志一 君 

農業委員会事務局長 久 野 泰 司 君  産業振興課長 山 下 哲 博 君 

商工観光課長 松 村 靖 志 君  建 設 課 長 町 本 和 義 君 

教育委員会事務局長 田 畑 博 徳 君  教育委員会生涯学習課長 朝 岡 芳 正 君 

水 道 課 長 仁  和 男 君  与論こども園長 富士川 智恵美 君 

茶花こども園長 富   千加代 君  那間こども園長 龍 野 勝 志 君 

 

５ 議会事務局職員出席者（２人） 

事 務 局 長 川 上 嘉 久 君  書    記 池 田 レ ミ 君 
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開会 午前９時０１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（福地元一郎君） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 議案第２２号 与論町税条例等の一部を改正する条例 

○議長（福地元一郎君） 日程第１、議案第２２号「与論町税条例等の一部を改正する

条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） おはようございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、議案第２２号、与論町税条例の一部を改正する条例の提案理由を申し

上げます。 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）、地方税法施行令の一

部を改正する政令（令和２年政令第１０９号）、地方税法施行規則の一部を改正す

る省令（令和２年総務省令第２１号）が令和２年３月３１日にそれぞれ公布され、

原則として同年４月１日（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６

号）、地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第１６１号）、地方税法

施行規則の一部を改正する省令（令和２年総務省令第４９号）は同年４月３０日公

布原則同日）から施行されることになりました。 

これに伴い、所要の改正、規定の整備等を行うため、与論町税条例の一部を改正

するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２２号、与論町税条例等の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２２号、与論町税条例等の一部を改正する条例は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 議案第２３号 与論町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

○議長（福地元一郎君） 日程第２、議案第２３号「与論町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第２３号、与論町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について提案理由を申し上げます。 

与論町国民健康保険税につきましては、所要の改正を行うため、与論町国民健康

保険税条例の一部を改正するものです。 

主な内容といたしましては、地方税法の一部を改正する法律（令和２年３月３１

日公布 令和２年４月１日施行）に伴う、国民健康保険税賦課限度額の引き上げ及

び国民健康保険税の軽減措置について５割・２割軽減の対象世帯に係る所得判定基

準の引き上げ、並びに国民健康保険税課税額について県から示される標準保険料率

に沿った引き上げの改正となります。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（沖野一雄君） いつもトップバッターで質問したいと思います。 

ちょっと勉強不足でわからないところもありますので、説明を求めたいと思いま

すが、国保につきましては、かつて与論町が保険者だったのですが、鹿児島県全体

でそれをやっていこうと、もともと赤字運営でずっと厳しい状況でしたので。そう

いうふうに変わってきたのですが、これからの保険税、私も納めているわけです
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が、非常に高いなという印象があって、国民健康保険税の仕組み、保険税というの

は本当に大変だなという印象があるわけですね。そういう中で、保険税がこうやっ

て限度額が引き上げられたり、いろいろなそれぞれ例えば介護のほうとかどんどん

引き上げられていくようなことを鑑みると非常に不安感が増すわけですよね。今後

の鹿児島県がリードしてやっていくわけですが、今後の見通しというか、保険税と

いうのはどんどん上がっていく一方なのかなと、経済に連動して少しずつ上がって

いくのだったらまだわかるんですが、結構な金額なんですね。上がっていくこれか

らの見通し、国民健康保険全体の運営の見通しも含めて、税がどんどん上がってい

く見通しについてちょっと説明を求めたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 武東税務課長。 

○税務課長（武東真奈美君） 国民健康保険については、平成３０年度から県が運営主

体となっておりますが、これは県全体の分の給付費とかを県全体でみていくものな

ので、与論町で給付費がそんなにかからなくなっても、県全体で給付費がかかるよ

うでしたら、それは県全体でみていかないといけないので保険税率が今後も今の見

通し、来年度、再来年度も上がると予測されております。 

与論町の保険税率を決める場合は、県のほうが各市町村ごとに標準税率というの

を示されまして、与論町はその示されたその標準税率で、いろいろ自分たちもそれ

に近い数字を一生懸命検討いたしまして、こういう数字を出しています。今回、高

くなっておりますが、ほかの奄美群内の市町村と比べますと率は低いほうです。急

に上げますとやはり支障と言いますか、皆さんコロナの関係で苦しくなっています

し、その税率をそれほど一気に上げずに少し高めに上げております。これは、来年

度も多分上がる見込みだと思います。今回は、保険税は上がっておりますけれど

も、所得の低い人たちも拾い上げるという形で２割、５割軽減の方の範囲が広く拾

い上げられるような税率となっています。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 毎年上がっていく見込みですよという説明でした。 

ちょっと参考のためにまたお伺いしたいんですが、その税の算定の考え方という

のは、この表にありますように所得割と均等割、平等割、何と言うんですかね３部

構成でなっているわけですが、資産割というのが与論の場合はないというふうに聞

いているわけですが、県内のほかの市町村で資産割をかけているところもあると思

うのですけど、そういったところとのバランスの考え方、資産割があったほうがい

いのか、ないほうがいいのか。あるいは資産割というのが新たに加わってくると、

税務課の皆さんの仕事とかまた増えてくると思うのですが、そのあたり事務的なこ
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ともあるのでしょうけど、資産割の考え方についてなぜ与論は採用されていないの

か。またほかの市町村は資産割というのをやっているところもあるかと思うのです

が、そことの違いというか、保険料との全体のバランスというかそういった考え方

はどういうふうな解釈をされていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 武東税務課長。 

○税務課長（武東真奈美君） 資産割をしている市町村と県内の与論みたいに資産割を

いれない市町村で、割合が資産割を入れない市長村のほうが多くて、今後は県とい

たしましては資産割を入れない方式にいく予定であります。資産割がありましても

その計算は、その資産割のある市長村ごと、資産割のない市長村ごとで税率を出さ

せておりますので、不平等にならないようにしています。 

以上です。 

○２番（沖野一雄君） 以上です。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２３号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２３号、与論町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採

決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２３号、与論町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第２４号 与論町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 
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○議長（福地元一郎君） 日程第３、議案第２４号「与論町固定資産評価審査委員会条

例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第２４号、与論町固定資産評価審査委員会条例の一部を改

正する条例の提案理由を申し上げます。 

行政手続法等における情報通信技術の利用に関する法律が改正され、情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する法律へと改められたことに伴い、引用する条項

の整備を行うため、本条例の一部を改正するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２４号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２４号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２４号、与論町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する

条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２４号、与論町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第２５号 与論町国民健康保険条例の一部を改正する条例 
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○議長（福地元一郎君） 日程第４、議案第２５号「与論町国民健康保険条例の一部を

改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第２５号、令和２年度与論町国民健康保険条例の一部を改

正する条例について提案理由を申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給につい

て、所要の改正を行うため、与論町国民健康保険条例の一部を改正するものです。 

主な内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染

が疑われる症状が現れたことにより療養し、労務に服することができない被保険者

が、事業所から給与の支払いを受けることができなくなった場合に、一定期間に限

り傷病手当金を支給することができるようにするものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２５号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２５号、与論町国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決

します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号、与論町国民健康保険条例の一部を改正する条例は、
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原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 議案第２６号 与論町介護保険条例の一部を改正する条例 

○議長（福地元一郎君） 日程第５、議案第２６号「与論町介護保険条例の一部を改正

する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第２６号、与論町介護保険条例の一部を改正する条例につ

いて提案理由を申し上げます。 

この改正は、令和２年４月１日より消費税率の引き上げの満年度化による低所得

者の保険料軽減強化の完全実施に伴い、所得段階が第１段階から第３段階までの第

１号被保険者の保険料を軽減するため、条例の一部を改正するものです。 

御審議の上、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（沖野一雄君） 確認をさせてください。この介護保険料の中でいただいた資料

を見ますと、保険料というのは基準額の段階があって、第５段階は基準額で、第１

段階から９段階まであるのですが、今回の改正は第１段階から第３段階、一番所得

の低い皆さんを軽減する形でしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） 今おっしゃったとおりでございまして、第５段階の基

準が月額６,８００円となっておりますが、それが保険料率１％ですが、それが第

１段階から第３段階におきましては、０.３、０.５、０.７ということで６,８００

円かけるの０.３、０.５、０.７ということで月額を出して年額を出すことになっ

ておりまして、その第１段階から３段階分の保険料軽減強化の完全実施ということ

になります。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 先ほどの町長の説明の中で、消費税が１０％に上がったという

ことで、低所得者により負担が大きいから低所得者だけ見直しをして、保険料を下

げるという考え方は一応理解はできますが、そもそも消費税というのは間接税です

よね、直接税じゃなくて、間接税で、全国民に等しく物を買ったりした場合に、そ

れに係るような仕組みになっているわけですが、全国民に等しく係るような間接税
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の影響を受けた料金改定であるのであれば、全段階等しくというか、それは等しく

というのはなかなか難しい言葉ですが、全段階の全国民、全被保険者に対して改正

の見直しをするべきだというふうに考えるんですが、それは国が決めることなので

しょうが、そのあたりの考え方、低所得者だけに見直しをして下げるというのは少

し理解もしにくいように思うのですが、そのあたりの考え方はいかがでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） 確かに、できれば全国民に対しての軽減的なものが

あって然るべきではないかと考えるのですが、国のほうの考え方としては、やはり

低所得者を厚くみているということで法律改正されているものですから、一応それ

で、国の基準に従っているところです。 

○２番（沖野一雄君） 以上です。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２６号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２６号、与論町介護保険条例の一部を改正する条例を採決しま

す。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号、与論町介護保険条例の一部を改正する条例は、原案

のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第２７号 与論町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（福地元一郎君） 日程第６、議案第２７号「与論町後期高齢者医療に関する条
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例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第２７号、与論町後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例の提案理由を申し上げます。 

この改正は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当支

給に関する条例の改正を鹿児島県後期高齢者医療広域連合が行ったことに伴い、市

長村で申請書の受付ができるよう条例の一部を改正するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２７号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２７号、与論町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号、与論町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第２８号 与論町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条

例 
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○議長（福地元一郎君） 日程第７、議案第２８号「与論町地域包括支援センター設置

条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第２８号、与論町地域包括支援センター設置条例の一部を

改正する条例の提案理由を申し上げます。 

この改正は、介護保険法第１１５条の４６第２項の規定に基づき、地域包括支援

センターの位置を変更するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（沖野一雄君） 小さなことだと思うのですが、この包括支援センターは役場の

新庁舎完成とともに当然設置条例の設置場所のところの改正が予測されていたと思

うのですが、包括支援センターだけじゃなくてほかにも役場の新設開設とともに、

もしかすると、まだ設置条例、公の施設とか一切合財全部含めて設置条例を改正す

べきものがまだ残っているのではないかというところが想定されるわけですが、ほ

かにあるのかどうか。 

要するに、できれば本当は役場移転した１月１日前後には設置条例を出すべき

だったとは思うのですが、遅れた理由をあえて聞くまでもないのですが、この条例

の議案提出が遅れた理由と、ほかにもあるのかどうか。そのあたりの説明、あわせ

て総務企画課長にお伺いします。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 遅れた理由については、私のほうでは答弁ができませ

んので、ほかの件なのですが、ほかの件については役場が移転して当然役場は変

わっているわけですが、移転に伴って変わるというのは、そうですね再度ちょっと

調査をしたいと思います。すみません、以上です。 

○２番（沖野一雄君） 町民福祉課長から遅れた理由をお願いします。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） 大変申し訳ございません。これはまさにそのとおりで

ございまして、移転した時点で改正すべきところだったと思います。その点、

ちょっとこちらの落ち度だったと思っています。 

○２番（沖野一雄君） 以上です。 
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○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２８号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２８号、与論町地域包括支援センター設置条例の一部を改正す

る条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号、与論町地域包括支援センター設置条例の一部を改正

する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第２９号 ヨロン特産品支援センターの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 

○議長（福地元一郎君） 日程第８、議案第２９号「ヨロン特産品支援センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第２９号、ヨロン特産品支援センターの設置及び管理に関

する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 

この改正は、ヨロン特産品支援センターの活用促進のために、加工室と加工機器

類の使用料の見直し及び新規導入を予定している機材の使用料制定を行うもので、

あわせて円滑な施設運営と特産品開発の推進を図るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 
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○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（沖野一雄君） 今同時に二人手を挙げたわけですが、特産品の開発というのは

やはり我が与論町にとっては非常に重要な、古くて新しいテーマというか、これか

らもその重要性はますます増すと思われるわけですが、そういった意味で質問して

みたいと思いますが、特産品の料金を改定するということで、安くするところもあ

ればアップするところも、備品もあるということで、相当慎重な検討をされた結果

だと思うのですが、料金はいろいろな状況を考えて決めているかとは思うのですが、

それが単に維持経費とか、備品関係のメンテとか考えて料金を単純にアップしたと

ころもあるかもしれませんが、基本的に特産品支援センターの活用の仕方について、

これからどのように活用して特産品を、良いものを出していこうと考えていらっ

しゃるのか。見通し、これからの考え方、そういうところをトータル的な俯瞰的な

ものの考え方というのを、ちょっと説明いただきたいと思いますけど。課長お願い

します。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 

まず、料金の見直しにつきましては、いろいろ運営委員会のほうでどのような形

にしたほうがいいかということで、いろいろ見直しをしました。その中で料金を上

げたものではなくて、若干利用料を１００円あたり、１５０円あたり減額をしてい

ます。加工室につきましては、そのような形で改定をいたしましたが、研修室につ

きましては、先ほども沖野議員から特産品の必要性も出てくるということで、運営

委員会の中ではこれまでの特産品については、各個人事業者で行われたのが主です。 

しかしながら、特産品づくりにはなかなか利益が安定しない、上がらない、製品

はできたが、原料の継続的調達が難しいとか、パッケージはどうしたらいいのか、

販路はどうすればいいのか、いろいろと壁にぶつかって一人で悩んでいることが非

常に大きいような現状にあります。そういう中で断念せざるを得ないなど後継者が

育たない状況です。今年度、奄振事業によって与論特産品開発促進事業、パイロッ

ト事業というのを実施いたしまして、与論の特産品案を応募してみませんかという

ことで、今町民のほうから応募を行っているところです。 

また、加工品販路拡大支援事業補助金交付要綱を定めまして本町において農林水

産物などの地域資源を活用した加工品の消費拡大を推進するためにお土産品、新た

に開発される商品、伝統食、食材などの販路拡大に係る取り組みを、これから３０

０万円あたりの奄振事業の予算を活用していろいろ研究してみたいというふうに
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思っています。そういう中で、加工室を御利用いただいて、その中でいろいろと検

討し、また支援すべき財源があるのであればまた支援していきたい。そういう窓口

担当者もまたきちんと決めて、一人一人というか事業者事業者をみんなでバック

アップをしながら商品化に向けて検討していけないかということで今構想を練って

いるところです。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 今の説明の大体３分の２ぐらいは運営に関するお話でしたが、

ちょっと期待するところは、要は行政が、それは民間任せで特産品が次々開発され

て、おっしゃるように新しい後継者だったり、次々新しい商品が生み出されるので

あれば問題はないのですが、そこまで民間の技術とか考え方ノウハウがあまりしっ

かりしていないということで、与論特産品は何でしょうかといったときに、ぱっと

即答できるような２つも３つも４つもあがるような情勢ではないわけですよね。 

ですから、私が考えることはやはり行政がリードというか、先導というかそう

いったのが必要だと思うのですよ。具体的に申し上げれば、例えば本土で有名なそ

れはネットで検索してもいいし、どこかルートを通じて専門的な特産品開発をする

技術的なこととか。与論のいろいろな資源がありますよね。例えば野菜であったら

いつもつくると誰でもつくれて、腐るほどできるドゥックイとか、ああいったもの

はつくりやすいからもう山ほどできるわけですよいっぱい。そういったものの加工

食品とか、あるいはほかにもいっぱいあるかと思う。果物で言えば昔グアバですね、

バンジロウ。そういったものもありますし、いろいろなものがあるんですよ。そう

いったものを使って独自のユニークな商品価値のあるそういった特産品ができない

かということを、昔からずっと言われているわけですが、なかなかそれが生まれて

こないというか、試行錯誤がずっと続いているわけですが、そこをしっかり専門家

のプロというか、そういう専門職、あるいはアイデアに富んだそういう人を行政が

招へいして民間に下ろしていく、そういった方法もとるべきところをとっていかな

いとなかなか定着しないと思うんですよ。せっかく特産品支援センターができてい

るわけですので、そこはしっかりソフト面でもっとこう充実というか、模索という

か、そういったトライアルが欲しいなというのが私の期待なのですが、産業振興課

長もう一度、ちょっとあえて町長にも例えば具体的に提案したりしながら、いい人

を招へいしてそれが与論の民間にしっかり経済効果に結び付くような、そういうこ

とを頑張っていただきたいのですが、どうでしょうかね。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） はい、お答えいたします。 
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確かに、今沖野議員がおっしゃるとおりだと私も確信をしています。いろいろな

形で支援を受けたいわけですが、特に鹿児島県の大隅加工センターとかそれから産

業技術センター、そういう方々にもお願いをし、その事業者の必要な技術者という

か、そういうのも必要であればまたこちらのほうで講師を呼んで、支援をしていく

ような形もとっていきたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） ぜひ頑張っていただきたいと思います。私からは以上です。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） 私は、加工機器類の使用料についてお伺いします。まず、この

使用料が１回きりという金額から、例えば１時間に変わって使用量も高くなってい

るわけですが、その理由ですね。１回きりからなぜ１時間に改正したのか。 

そして、またゼリーシーラーというのがあるのですが、まさか魚のシイラではな

いと思っていますが、この機器の説明ですね。それから、その特産品支援センター

というのは、将来その保健所の許可をとって、そこでそのあらゆる方々が島外、あ

るいは町内でもいいのですが、特産品を出せないのかどうか。そこらあたりを

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） ここで、使用料の改定の中で増額したのはございませ

ん。加工室の当初３００円が２００円、それから３０分までというのが、１５０円

から１００円。それから、超過１時間当たりが５００円だったのが３００円。とい

う形で変えてございます。冷凍冷蔵庫の１回１００円というのは、やはり１回とい

うのは保存する冷蔵庫に出したり入れたりするのは使い勝手が非常に悪いというこ

とで１日当たり１００円ということに改定をいたしました。あと、ゼリーシーラー

というのは袋に入れて、その開口部を閉めるというような機械です。そして、将来

保健所の申請をとって、そこで営業できるかということではなくて、まずこれは希

望される、そこを使いたい方々がまずは研究をしてもらって、これが製品に出せる

出せないを自分たちで勉強していただいて、それをもとに事業所を開設したいとい

うときに各々の事業者が保健所の申請をして、あとは自分の事業所において製造販

売するという形をとっていきたいと思っています。 

特産品支援センターで町で保健所へ申請をして運用するということになると、食

品衛生法とか病気があったりとか、いろいろと発生した場合に町自体の営業停止と

かそういうのも誰が責任を持つかという非常に大きな問題もあります。ですから、

製造して販売するにあたっては、個々の事業者が保健所に申請をして営業というか

販売許可を取るような形は今までもそうですけど、これからもそれはそのままで
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やっていきたいと思っています。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） それはわかっておりますが、将来、例えば民間委託をして、そ

こに任せるような考え方も必要ではないかと思って質問しているところです。とに

かく、今使用されている方は４、５名しかいないと聞いているのですが、なかなか

その特産品がつくれない、製造できない。またいろいろな特産品グループの方々と

いろいろ会合をなさっておりますが、これからどういう特産品をつくる予定である

かお伺いします。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） はい、お答えいたします。 

特産品加工支援センターにつきましては、年々稼働率がよくなりまして、今３９

件、７８名の方がいろいろと乾燥機をお使いになって、バジル、ヨモギ、チョウメ

イソウそれからクワ、サシ、パパイヤ、ダイコン、トウガラシ、モリンガとかいろ

いろな加工を頑張っていらっしゃいます。特産品支援センターを民間委託するとい

うのは、まだ運営委員会の中でもちょっと決められていないので私単独で民間委託

するかどうかについてはお答えできません。 

しかしながら、民間委託というよりは、いろいろな方々がそこで特産品支援セン

ターを利活用していただいて、研鑽していただいて将来的には各個人か団体、企業

で事業をおこすような形にとれればいいのではないかとは思っているところです。 

○議長（福地元一郎君） ４番。 

○４番（林 敏治君） ぜひ検討されて、特産品をいろいろな種類があると思いますの

で、ひとつ努力されてください。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） 昨日、野口議員のほうからアイスクリームの製造機のことで質

問があったのですが、私はこの答弁の中で中山間総合整備事業で整えた機械が劣化

したから入れ替えるのだと解釈していたのですが、今の現状の備品の一覧を見たら、

新たにアイスクリーム製造機を入れるわけですね。そこで、昨日の説明の中で、果

樹組合からの要請があったということがありましたよね。それは、具体的にどの品

目、何を使ってどういう形でこのアイスクリームをつくるとか、そういう話まで煮

詰めた結果として予算を出されてきたと思うのですが、そこのサンプリング的な製

品の中身を聞かせてもらえますか。全くわからないで予算を付けたということじゃ

ないでしょう。 
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○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） そのようなことではございません。ただ、果樹組合だ

けを特別に限定して、このアイスクリーム製造機でつくるということではおりませ

ん。ただいろいろな形でいろいろな方々がマンゴーを使ってみたい、それから、ま

ごころ市のほうからアテモヤも使って何かつくってみたいという話もいろいろ聞き

まして、そのような形でアイスクリームの製造機を導入しようということで決まっ

たわけです。運営委員会においても与論島にはそういったものがないなというのが

いろいろ話が出たものですから。特にまた島内の果樹の生産においても加工として

できるのではないかということで、アイスクリームの製造機に至ったわけです。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） それはやはり相当な金額だと思うのですよ、僕は。それで例え

ば本土などでは抹茶を使ったようなアイスクリームがありますよね、あれ本当にお

いしいですね。だけど、特にこの離島の場合は、一次産業的な物品を島外に持って

いくのはいろいろ輸送費の問題もあって、できたら１.５次なるべく加工できるも

ので加工して出荷できるものを出荷する。市場で評価がちょっと下がるような多少

訳あり的な果樹とか、そういったものはもちろん加工してできればいいと。特にこ

の与論が一番弱いところでは、加工して品物を合理的に効率的に所得を上げていく

というのが、非常に低いような気がするんですよ。与論島とか特に加工技術が低い。 

だからそういうことで、今後は先ほども案内がありましたように、大隅あたりと

か特産品を使ってふるさと納税の返礼品を多数出しているところもみんな見てきて

いるわけですが、これからさらに極めていって特産品加工による島おこしができる

ように産業振興課はもっとそちらのほうにも力を入れていただきたいと。このよう

に期待して叱咤するわけですが、どうですか、課長。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） ありがとうございます。 

私もちょっと商工観光課時代にいろいろと特産品開発のことにつきましては、耳

の痛いぐらい話がありました。やはりこの公務員生活でも何か一つ特産品として出

せないか、いろいろ担当者とも話し合いながら研修もどんどん、どんどんと言うか

予算の範囲内ですが、いろいろな形で検証してもらって何か島内に大きな特産品が

できるように今頑張っているところです。何とか努力して頑張っていきたいと思い

ます。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） 頑張っているとは思うわけですけど、もっと頑張っていただき

たいというふうに私は言うところですよ。お願いしておきます。 
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○議長（福地元一郎君） ３番。 

○３番（川村武俊君） 加工機器類のところに時間設定していますよね。その時間を誰

が管理するのか。また自己申告なのか、それをお聞きしたいと思います。普通はキ

ロとかそういったのでするはずなのですが、時間でやっているものですから、職員

が管理するのか、それとも自己申告なのか、そのあたりをちょっとお聞かせくださ

い。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） お答えいたします。 

私もその加工支援センターにつきましては、１カ所か２カ所ぐらい検証いたしま

して、名護のアグリパーク加工支援施設においては、やはり担当職員がきちんとい

て、器具の説明それから管理衛生面上チェックをしたりするわけですが、今の加工

支援センターにおいては、なかなか人材として見つからないというか、置いてない

わけですけれども、将来的にはやはり施設に管理者をおいて、それから加工技術が

できる方が何とかいらっしゃればいろいろな形で支援できるような形がとれると思

います。今の段階においては、隣の土壌診断センターに職員が１人いますので、そ

の方に兼務になっていただいて、時間のチェックだとか、衛生面の関係だとか見な

がらまた職員が出向いて、またいろいろその支援、フォローはしてまいりたいと

思っています。 

○３番（川村武俊君） 以上です。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） 産業振興課長、全くあなたの考え方と一緒です。私は昨日です

ね、そういう答弁を聞いていたならば、このアイスクリーム製造機の話は、もう１

分間もかからずたった１秒で終わっていたと思います。どうか、先ほど髙田議員の

ほうから話がありましたように、我々が望んでいるのは、この特産品を開発して

ね、島おこしをしなければならないというその一心で我々はいつも質問して、あな

たが商工観光課長のときから申し上げてきたわけなのです。ですから、ひとつもっ

と力を入れて個人だけに機械を買って与えるのではなくて、誰でも使える支援セン

ター、特産品をつくって島おこしをすると。そういうことで、今日はもう本当にあ

なたの答弁を聞いて惚れましたよ。うん、すばらしいです。その考え方こそ、しま

むち、いうむち、くにむちです。ありがとう。頑張っていただきたい。 

○議長（福地元一郎君） 山下産業振興課長。 

○産業振興課長（山下哲博君） すみません。昨日は私の答弁がちょっとおぼつかない

ようで、誤解を与えるようなことがありましたが、特産品については委員会でもい

ろいろと議論をして、皆さんの意見も聞きながら、この本会議だけでは時間が足り
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ないぐらい語り合いというか、いろいろ話し合いしたい気持ちもあります。やはり

特産品、この離島の中で、いろいろ輸送コストもかかる中で島の経済をどうやって

もっていくかというのは、常々考えながら事業を進めているわけですが、やはり特

産品を開発してそれを商品にするまでには非常に時間もかかるし、労力もかかる、

人材もかかる。少ない中ですが、一生懸命頑張って何とか１つでも２つでも特産品

が開発できるように努力していきたいと思います。ありがとうございます。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） 例えば総務企画課長、この地域おこし協力隊ですね、これは今

いろいろジャンルがあると思うのですよね。私たち壱岐という島に行ったのですが、

そこは魚類を使って加工したりする専門員の方を地域おこし協力隊として招へいし

てそこに定着させているのですよ。今、山下産業振興課長がこうして設備の面、あ

るいはまたこの生産グループとの調整の面とか、そういった加工のメンバーの方々

といろいろしているわけですが、やはりノウハウには技術者が必要だと。何があっ

ても人ですよ。ですから、その地域おこし協力隊を公募する場合は、こういうその

エキスパートを呼び込むようなこともあわせて考えていかないと、いくらいい機械

があっても人材が整っていないことには全くそういう良い製品はできないですよ。

これはもう競争ですからね。全国との競争になるわけですよ。ですから、そういっ

たエキスパートの方をなるべく発掘できるように、その辺も頑張っていただきたい

と。私もまたそのように常日頃から目をつけてみたいと思っていますので、一つ地

域おこし協力隊の公募に関しましては、そういったのを前面に出して、公募するよ

うにしていただきたいと思いますが、総務企画課長。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） はい、ありがとうございます。 

地域おこし協力隊、これまでは３年間ということでしていまして、その３年が終

わって募集する際に、どういったことをやってもらいたいということで募集してい

るところです。そういった中で、特に与論町の課題となっていますこれまでの特産

品に関しても、いろいろお願いする形での募集はしてきているところです。先ほど

からありますように、与論町の特産品に関しては本当に難しいところもありますが、

産業振興課、商工観光課とも連携して、地域おこし協力隊も取り組んで様々な活動

をしているところです。なかなか成果がすぐ出るよということではないところでは

あるのですが、徐々に議論を重ねながらまた取り組んでまいりたいと思います。 

また、その活動についても、議会の皆さんといろいろ特産品に関する取り組みに

ついてもお話をしたいということで考えていたのですが、コロナの関係でできな
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かったのですが、また近いうちにいろいろ議論できたらなと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２９号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２９号、ヨロン特産品支援センターの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号、ヨロン特産品支援センターの設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第３１号 令和２年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（福地元一郎君） 日程第９、議案第３１号「令和２年度与論町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３１号、令和２年度与論町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

歳入では、県支出金特別交付金１７４万１０００円を追加計上しております。歳

出では、総務費総務管理費１万８０００円、保険給付費傷病手当金３５万円、保険

事業費１０３万円、特定健康診査事業費３４万３０００円をそれぞれ追加計上して

おります。 
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御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（沖野一雄君） 再び国保のことについてお伺いします。今度の補正の大きな柱

というのは、一番最後のページを見ていただくと、先ほども出てきました傷病手当

金と大きいのでは疾病予防費の糖尿病の重症化予防看護師業務委託料というのが

ちょっと目立っているわけですが、私がお聞きしたいのは糖尿病重症化予防看護師

業務委託料４８万円ということですが、具体的な新型コロナの影響のあるハイリス

クの方々の重症化を予防するための看護師をそういった委託されるのでしょうが、

委託をされる対象者の想定はどんな想定をされているのでしょうか。今病院に働い

ている方をお願いするのか。あるいはまた完全な民間の主婦をされている資格のあ

る方を予定されているのか、そのあたり。それから業務の頻度ですね、月に１回な

のか、週に１回なのか。看護師の人数もですが業務内容をちょっと教えていただき

たいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） ただいまございました糖尿病重症化予防につきまして

は、主婦の方ではなくて看護師の資格を持っていらっしゃる方をお願いいたしまし

て、医師の指示書に基づいて保健指導を行ったり、また未受診者に対して受診勧奨

を行ったりといったことを想定しておりまして、毎日ではなくて委託契約ですの

で、その方の御都合によって委託していく形になると思っております。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 非常に糖尿病の方が重症化しないようなそういう指導というの

は重要なテーマの一つだと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、国

保というのは、要するに町民の被保険者の方の健康づくりというのを進めていくの

も大きな業務の一つなのですね。それでこれまでもされてきましたけど、ぜひ健康

づくりに関するいろいろな指導とか助言とか、運動不足の方に対するいろいろな例

えば体操だったり、指導だったりあるいは有酸素運動、ウォーキングとかそういっ

たものの指導。あるいは元気な方にはトレーニングをしてもらうとか、そういった

指導を積極的に展開していくことによって、この国保というのは医療費が下がって

いくわけですよね。これが非常に大きなテーマだと私は考えているのですが、ぜひ

これからちょっと予算書の中には出てきませんが、大きなテーマとして健康づくり

保健事業といいますか、そういった考え方についてぜひ山町長にもリーダーにも、
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しっかりそのあたりをわかっていただく意味でも、担当課長、どのような考え方、

見通しそういった覚悟といいますか、そういったのをお聞きしたいんですが。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） 大変、実はコロナの関係で運動教室とかが今止まって

おりまして、それで少し最近またコロナが落ち着き小康状態ですので、７月からま

た改めましてストレッチ教室を開催する予定にしておりまして、その中でも各集落

での高齢者の方々のサロンは始まっておりますけど、その保健センター主催のほう

の教室が止まっていたものですから、そのやり方についてもいろいろと工夫しなけ

ればいけないということで、今まで講師と対面してやっていたのを講師の背面から

見ながらするとか、また間隔を置くとか、いろいろ環境を注意したりとか、また時

間を制限したりとか、人数を制限したりとか、そういったいろいろな工夫をしなが

らやっていこうということで今計画をしていまして、健診等につきましても、今回

は７月から予定はしているんですけれども、それにつきましてもいろいろ工夫をし

ていかないといけないというところがございまして、特にまた夏場ですので、熱中

症も対策もしなきゃいけない、非常に気を遣わなきゃいけないことが生じていると

ころです。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 現状が大変なのはよく理解できます。今まさにｗｉｔｈコロナ

の時期です。やはりアフターコロナ、コロナの後の国保に関する健康づくりのとこ

ろにしっかり力を入れて、全町民ができるだけ健康で幸せな時間が過ごせるように

ぜひ行政のほうでリーダーシップをとっていただきたいなと思います。私は健康づ

くり、お酒も飲みますけど、結構人一倍気を遣う、健康づくり、体力増進には努力

しているほうだと思いますが、今いろいろな本とかを見てみますと、やはり例えば

大企業の定年間近の管理職、課長とか部長とかそういった方々、今まで活躍してい

る人のほとんどが実は筋トレをしているのですよ、ほとんど。筋力トレーニングを

しています。何もジムに行かなくても自分の家で自主トレーニングをしたり、いろ

いろな器具を持ち込んでダンベルを買って、それでトレーニングしたりそういうこ

とをやっているのですね。筋肉の大切さというのはわかっているわけです。そうい

う世の中で活躍している人というのはですね。ですから、ぜひこの国保事業という

のは、できるだけ病院に行かないようにするのも一つの手ですので、病院に行かな

いためには体力をつける、筋力をつける。筋力があれば寝たきりにもならなくてす

むし、転んだりすることもないわけですよね。そういったことで、もっと町民福祉

課長を中心に、ぜひそのあたり情報も考え方もしっかり上司にも町長、副町長にも

ぜひ提案していただいて、町長を中心にリーダーシップをとっていただいて、みん
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なの健康づくりに頑張っていただきたいなということでちょっと質問させていただ

きましたので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３１号、令和２年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号、令和２年度与論町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 議案第３２号 和泊町の沖永良部与論地区広域事務組合からの脱退の予

告の撤回に同意することについて 

○議長（福地元一郎君） 日程第１０、議案第３２号「和泊町の沖永良部与論地区広域

事務組合からの脱退の予告の撤回に同意することについて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３２号、和泊町の沖永良部与論地区広域事務組合からの

脱退の予告の撤回に同意することについて提案理由を申し上げます。 

和泊町の沖永良部与論地区広域事務組合からの脱退の予告の撤回に同意をするこ

とについて、地方自治法第２８６条の２第３項の規定に基づき、議会の議決を求め
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るものであります。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

９番。 

○９番（林 隆壽君） この脱退の撤回について、この提出した時点で和泊町の町長あ

るいは議長から、おわびの言葉があったかどうか総務企画課長にお聞きします。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 私のほうでは、消防議会とかその辺には出席していな

いので、そのところでどうなったかというのはわかりませんが、その他については

そういった内容のことはございませんでした。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ９番。 

○９番（林 隆壽君） それでは、町長にお聞きします。いろいろなどんな形でも結構

ですので、和泊町からそういうおわびと言いますか、謝罪の言葉があったかどう

か。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 謝罪の言葉を私は受けておりません。ただ、この議題になって

からいろいろな経緯がありまして、４年間が経過しておりますが、その中でその折

に決定まで引き伸ばしたということ、あるいはこれの経緯については両方の町でい

ろいろと考えるところもあったり、また反省することもあったりということで、そ

れなりに意義があったんじゃないかなと感じております。今後またいろいろな機材

の購入等もございますので、そういう機会をまた捉えながらそういうふうなことも

また考えていきたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ９番。 

○９番（林 隆壽君） 私は、これに謝罪を求める動議を出すつもりはございません

が、私どもはこの原因になったのは、その当局から出された議案に対して、ルール

どおり私どもは粛々と否定をしてきております。それはルールどおりやってきてお

りますので、それを恐らく業を煮やして恫喝のような脱退をほのめかしてきておら

れたというふうに私は感じておりますので、やはりこういう組合あるいは仲間でや

るそういう組織というのは、お互い心が通じ合っていろいろな話し合いで決めてい

くべきではないかと思います。昔から沖永良部と与論島は、兄貴島、弟島という長

い歴史の中で来ておりますので、ここで兄貴島の度量を発揮していただいて、懐の



 

（143） 

深さを発揮していただいて、町長に一言でもおわびをいただければとそういうこと

で私が言っていたということで請求してください。よろしくお願いします。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） この同意に関することで御質問するわけではございませんが、

せっかくの機会ですので、総務企画課長にお聞きしたいと思います。 

我々は、今度２５日に広域事務組合の消防議会があります。その中で私は聞いて

みたいとは思っているのですが、一応負担金を我々は和泊、知名が望むとおり負担

金を上げてまいりました。同意しました。その中でお互いに議論を重ねたところ、

総務企画課長あるいは消防長、管理者、また議長このポストは輪番制です。和泊、

知名、与論の３者で輪番制でしようということを提案してまいりました。その中で

総務企画課長に対して、今のところ幹事会で連絡協議会の中で、何かそういう話は

出ていますか、どうですか。それをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） この件に関しては、幹事会とかその辺でも出ています

し、また消防議会の議事録を見ていますと、人事の件の不公平さというのも上がっ

たりして、いろいろそれは議論されているというところで認識しています。今回、

いろいろな問題になった点で、こういろいろやってきたわけですが、やはりその負

担金だけの問題だけではなくて、人事の面、給与の面、それからいわゆる備品、固

定資産ですね。本署と分遣所で保有している財産、設備それからいろいろな出張の

問題とかあるわけですが、そういったところの公平公正さという点が大きくクロー

ズアップされたかなというふうに思いますので、その辺を令和５年だったですか

ね、また協議の見直しに係る開始をすると、見直しをするということではなくてそ

の話し合いをもつということですので、その辺はまた十分今後も見ていかないとい

けないところだと考えています。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） 先ほど９番の林議員のほうからもお話がありましたが、私非常

に林議員が言われたことは的を得ていると思います。我々は、別に駄々を捏ねて拒

否しているわけではなくて、ルールに則ってやってきたわけですよね、我々は。そ

こでこの私が申し上げたいことは、せっかくの機会ですので言っておきますが、今

消防署職員の報酬体系、給料体系も差が出ているのですよ。これは沖野議員が

しょっちゅう広域事務組合の消防議会で質問してやっていることなのですが。その

差が出ている、これをある程度これから今までもやらなかったのが本当に残念でな

りませんが、これから幹事会におけるあるいは対等な立場でないといけないわけな
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のですよ。それはもともとからそうなんですが、そういうときに報酬の平等性と

か、先ほど言った問題の解決とか、そういうのは、我々与論町としては主張すべき

ことは主張していかなければ、いつまでも先ほど林議員が言われたように兄弟島と

言われている中で、奴隷扱いみたいな、和泊町のおかげで与論町は成り立っている

んだということを、文章の中でもそう書かれているわけですからね。与論町は和

泊、知名のおかげで消防組合は成り立っているのだと。そういう文章でそうやって

消防長がハンコを押して、管理者のハンコを押して、我々に文書で来ているわけだ

から。それだけばかにされているわけですよ。それに別に喧嘩を売るわけではない

のだけれども、主張すべきことは主張しないと、いつまでたってもこの不平等性と

いうのは直らないと私は思います。町長、ひとつしっかりした副管理者であります

から、私の考え方が間違っているかもしれませんが、町長、今どう考えておられる

のか、ちょっと内心をお聞きしたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 今おっしゃるとおり、いろいろな会合等で直接この会ではない

のですが、和泊、知名の町長と話をする中で本当にすまなかったなというのは、申

し訳なかったというふうなニュアンスはとれているところですが、あえて私はそれ

について、本当にこうこうこうだというふうに今まで言わなかったわけですが、今

おっしゃるようにこういうルールに則って我々がやっていることに対して、誇りを

持って対応していかなきゃならないと思っております。 

○議長（福地元一郎君） ５番。 

○５番（髙田豊繁君） 私は、去年の１２月議会だったですかね、もうやむなく賛成の

討論をさせてもらったのですが、これはもうとにかく間がなかったということです

よね。脱退するにしてもこれを解散するにしても間がなかったし、更に現場での業

務に甚だしい支障を来したり、職員がまた動揺、そういうことをさせてはいけない

という苦渋の判断から、沖野議員と二人で反対、賛成の討論をさせていただいたの

ですが、やはり今両議員からもございましたように、私は謝罪というふうに簡単な

ものじゃないと思うのですよ。口先だけで謝罪というのをするのは、それはいとも

簡単なことで、ああ、そうかということでこれまた納得するというのも、これは全

く論外な話でありまして。まずは、管理者のほうが元年度の作業工作車を購入する

予算をまずあげなかったというのが大きかったでしょ。これも大きな不法行為です

よ、民法でいう不法行為にあたりますね。こういうことを平然と数の論理でやると

いう、そういう組織というのは、永遠にこれは長続きしないと。今、総務企画課長

が言ったように、今度は令和５年ではまたその話し合いをするということで、これ

はまた県の消防防災課、それとまたこれに乗っかる形でこういうことで与論ばかり
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が悪いような感じで与論をいじめているでしょう。それで、僕はその町長の苦渋も

わかりますけどね、だけど町長も与論町を代表して行かれるわけですので、そこら

辺は理路整然と合理的、合法的にやはり主張していただきたいと思うのですよ。そ

ういうことで知名の議会だったですかね。この間の議会でパワハラの問題が出たで

しょ。知名の議員が今井町長に管理者に、本部のほうで知名出身の職員に対してパ

ワハラがなされているんじゃないかと。そういうのを議会で言っているのですよ。

ですから、いかにそれ以上に与論の職員は、本部からしいたげられているというこ

とは、これはしょっちゅう言われているのですよ。ですから、そういう待遇面でも

非常に今苦労しているところがある。 

それと、もっと大きな面はドクターヘリの問題ですね。ドクターヘリの手配につ

いては、すぐ１１９番通報すると沖永良部本署が今やっているのですよ。与論の分

遣所は全然タッチしていない。ただ現場に行って救急車を搬送するだけ。患者を与

論病院に搬送するだけしかやっていないのですよ。これも大きな問題があるんです

よ。これは現場で発生した急患については、現場からドクターヘリを呼ぶことに

なっているけど、今はとにかく沖永良部と与論が一緒なもんだから、コントロール

しているのが指令室が沖永良部にあるもんだから、沖永良部の職員が沖永良部、大

島、あるいは沖縄ということでやっているけれども、もう常套的に沖縄じゃなくて

奄美のほうに招へいしているのですよ。奄美がよっぽど都合が悪いときだけ、沖縄

にという形で今なっているわけでしょ。そうすると与論の分遣所は全くタッチして

いないのですよ。全くタッチしていない。だから私どもは去年、今年の１月に県の

消防防災課と医務課に話をしたら、全くあなたらが何を言っているのという感じ

だったのですね。中身をずっと調べていくと、これは沖永良部の本部の問題だった

のですよ。それもわかってないんだ、この与論分遣所はですね。 

そういう問題もあるものですから、この町長は２期目に入っている。そういうこ

とで非常に町長このスタンスも、今が絶頂で強い発言力を私は期待しているのです

が、そういうことで今後はその見直しも常に念頭に置きながらですけど、脱退とい

うのも解散というのも念頭に置きながらしていかないといけない。これは、自分の

島は、自分の町民は、自分で守るというぐらいの気迫がないと、僕はもうしょっ

ちゅうやられっぱなしではまずいですよ。僕は向こうの議員から、与論の沖野と野

口がやかましいものだから、全く収拾がつかないとこう聞いてですね、とんでもな

いですよと。私たち賛成したのは誰もいないよと、僕はそのぐらい言ったんですけ

ど、そのぐらいとにかく与論が悪いから私たちは解散、脱退の行為もしたんだと言

わんばかりのことなんですよ。だから、根底にあるのは２対１で与論いじめをし

て、今３割が均等割だけど、これまた５割そして財政割は非常に基準として割合も
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少なくしてくるとこれはもう目に見えている。それで私どもは、町民に対する背信

行為まで言われている私どもは、立場がないですよ。そういうことで、これは厳重

に今後は対応していただきたいと思います。町長。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 本当にありがとうございます。御指摘、肝に銘じて今後また努

めていきたいと思いますが、同じ構成町として、また管理者として本当に今までお

となしすぎたなと反省もしています。申し上げるべきことはきちんと申し上げられ

るように、今から頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

４番。 

○４番（林 敏治君） 町長に申し上げたいことが１件。ぜひ、管理者になってくださ

い。いかがですか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。私から立候補はできないと思います

が、こういうふうにして同じ構成町ですので、輪番制でしていけばまた私に巡って

くるかと思います。ただ、今までの経緯では、管理者は向こうの両町から出すとい

うふうな内規みたいなのがあるみたいですので、それがまた今後の課題かと思って

います。 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３２号、和泊町の沖永良部与論地区広域事務組合からの脱退の

予告の撤回に同意することについて採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 
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したがって、議案第３２号、和泊町の沖永良部与論地区広域事務組合からの脱退

の予告の撤回に同意することについては可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 議案第３３号 知名町の沖永良部与論地区広域事務組合からの脱退の予

告の撤回に同意することについて 

○議長（福地元一郎君） 日程第１１、議案第３３号「知名町の沖永良部与論地区広域

事務組合からの脱退の予告の撤回に同意することについて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３３号、知名町の沖永良部与論地区広域事務組合からの

脱退の予告の撤回に同意することについて提案理由を申し上げます。 

知名町の沖永良部与論地区広域事務組合からの脱退の予告の撤回に同意をするこ

とについて、地方自治法第２８６条の２第３項の規定に基づき、議会の議決を求め

るものであります。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

９番。 

○９番（林 隆壽君） 先ほどは和泊町でございました。今度は、知名町の今井町長と

平議長から謝罪の言葉がございましたでしょうか。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 私は受けておりません。 

○議長（福地元一郎君） ９番。 

○９番（林 隆壽君） 広域事務組合という仕事は、やはりいくつかの町が集まってや

る仕事ですので、やはり気持ちよく仕事を、相手に信頼をおいて仕事をするという

のがベストだと思います。両町長、議長から口頭でもよろしいですので、はっきり

と謝罪の言葉、「お騒がせいたしました」という言葉をいただければ、私たちも雪

解けムードになって、今度３町とも議員の改選がございます。新しい議員もいらっ

しゃるかと思いますが、それから先、気持ちよく３議会で協力し合っていけるよう

に、ぜひ謝罪の言葉をよろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 
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お諮りします。議案第３３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３３号、知名町の沖永良部与論地区広域事務組合からの脱退の

予告の撤回に同意することについてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号、知名町の沖永良部与論地区広域事務組合からの脱退

の予告の撤回に同意することについては可決されました。 

暫時休憩いたします。４０分から始めます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３１分 

再開 午前１０時４１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（福地元一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 議案第３４号 与論町地域福祉センターの指定管理者の指定について 

○議長（福地元一郎君） 日程第１２、議案第３４号「与論町地域福祉センターの指定

管理者の指定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３４号、与論町地域福祉センターの指定管理者の指定に

ついての提案理由を申し上げます。 

与論町地域福祉センターの指定管理者の指定につきましては、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定に基づき、公の施設の効率的・効果的な管理を図るために、

施設の管理者の再指定を行い、基本協定書の変更を行うものです。 



 

（149） 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３４号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３４号、与論町地域福祉センターの指定管理者の指定について

を採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号、与論町地域福祉センターの指定管理者の指定につい

ては可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第３５号 与論町茶花生活館の指定管理者の指定について 

○議長（福地元一郎君） 日程第１３、議案第３５号「与論町茶花生活館の指定管理者

の指定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３５号、与論町茶花生活館の指定管理者の指定について

の提案理由を申し上げます。 

与論町茶花生活館の指定管理者の指定については、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定に基づき、公の施設の効率的・効果的な管理を図るために、施設の管理

者の再指定を行い、基本協定書の変更を行うものです。 
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御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３５号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３５号、与論町茶花生活館の指定管理者の指定についてを採決

します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号、与論町茶花生活館の指定管理者の指定については可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第３６号 与論町立長へき地保健福祉館の指定管理者の指定につい

て 

○議長（福地元一郎君） 日程第１４、議案第３６号「与論町立長へき地保健福祉館の

指定管理者の指定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３６号、与論町立長へき地保健福祉館の指定管理者の指

定について提案理由を申し上げます。 

与論町立長へき地保健福祉館の指定管理者の指定については、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定に基づき、公の施設の効率的・効果的な管理を図るために、
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施設の管理者の再指定を行い、基本協定書の変更を行うものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３６号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３６号、与論町立長へき地保健福祉館の指定管理者の指定につ

いてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号、与論町立長へき地保健福祉館の指定管理者の指定に

ついては可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第３７号 与論町朝戸児童館の指定管理者の指定について 

○議長（福地元一郎君） 日程第１５、議案第３７号「与論町朝戸児童館の指定管理者

の指定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３７号、与論町朝戸児童館の指定管理者の指定について

の提案理由を申し上げます。 

与論町朝戸児童館の指定管理者の指定については、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定に基づき、公の施設の効率的・効果的な管理を図るために、施設の管理
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者の再指定を行い、基本協定書の変更を行うものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３７号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３７号、与論町朝戸児童館の指定管理者の指定についてを採決

します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号、与論町朝戸児童館の指定管理者の指定については可

決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 議案第３８号 与論町麦屋へき地保健福祉館の指定管理者の指定につい

て 

○議長（福地元一郎君） 日程第１６、議案第３８号「与論町麦屋へき地保健福祉館の

指定管理者の指定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３８号、与論町麦屋へき地保健福祉館の指定管理者の指

定について提案理由を申し上げます。 

与論町麦屋へき地保健福祉館の指定管理者の指定につきましては、地方自治法第
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２４４条の２第６項の規定に基づき、公の施設の効率的・効果的な管理を図るため

に、施設の管理者の再指定を行い、基本協定書の変更を行うものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３８号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３８号、与論町麦屋へき地保健福祉館の指定管理者の指定につ

いてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号、与論町麦屋へき地保健福祉館の指定管理者の指定に

ついては可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 議案第３９号 与論町那間へき地保健福祉館の指定管理者の指定につい

て 

○議長（福地元一郎君） 日程第１７、議案第３９号「与論町那間へき地保健福祉館の

指定管理者の指定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３９号、与論町那間へき地保健福祉館の指定管理者の指

定についての提案理由を申し上げます。 
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与論町那間へき地保健福祉館の指定管理者の指定については、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定に基づき、公の施設の効率的・効果的な管理を図るために、

施設の管理者の再指定を行い、基本協定書の変更を行うものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３９号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３９号、与論町那間へき地保健福祉館の指定管理者の指定につ

いてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号、与論町那間へき地保健福祉館の指定管理者の指定に

ついては可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 議案第４０号 与論町叶生活館の指定管理者の指定について 

○議長（福地元一郎君） 日程第１８、議案第４０号「与論町叶生活館の指定管理者の

指定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第４０号、与論町叶生活館の指定管理者の指定についての

提案理由を申し上げます。 



 

（155） 

与論町叶生活館の指定管理者の指定については、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定に基づき、公の施設の効率的・効果的な管理を図るために、施設の管理者

の再指定を行い、基本協定書の変更を行うものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４０号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４０号、与論町叶生活館の指定管理者の指定についてを採決し

ます。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号、与論町叶生活館の指定管理者の指定については可決

されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 議案第４１号 与論町城青少年センターの指定管理者の指定について 

○議長（福地元一郎君） 日程第１９、議案第４１号「与論町城青少年センターの指定

管理者の指定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第４１号、与論町城青少年センターの指定管理者の指定に

ついての提案理由を申し上げます。 
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これは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、公の施設の効率的・

効果的な管理を図るために、施設の管理者の指定を行うものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４１号、与論町城青少年センターの指定管理者の指定について

を採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号、与論町城青少年センターの指定管理者の指定につい

ては可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２０ 議案第４２号 与論町東区青少年センターの指定管理者の指定について 

○議長（福地元一郎君） 日程第２０、議案第４２号「与論町東区青少年センターの指

定管理者の指定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第４２号、与論町東区青少年センターの指定管理者の指定

についての提案理由を申し上げます。 

これは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、公の施設の効率的・
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効果的な管理を図るために、施設の管理者の指定を行うものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４２号、与論町東区青少年センターの指定管理者の指定につい

てを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号、与論町東区青少年センターの指定管理者の指定につ

いては可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２１ 議案第４３号 与論町古里青少年センターの指定管理者の指定について 

○議長（福地元一郎君） 日程第２１、議案第４３号「与論町古里青少年センターの指

定管理者の指定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第４３号、与論町古里青少年センターの指定管理者の指定

についての提案理由を申し上げます。 

これは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、公の施設の効率的・

効果的な管理を図るために、施設の管理者の指定を行うものです。 
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御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（沖野一雄君） 指定管理の最後になりましたけど、古里に限ってのことではあ

りませんが、この各集落９つの集落のこういった事業名がいろいろ違うわけですが、

各自治公民館の中核的なコミュニティー施設として町民に利用いただいているわけ

ですが、そもそも９つの集落の自治公民館というのは、老朽化がかなり進んでいる

状態だとは思うんですが、参考のために、指定管理として使っていただいているこ

の９つの集落の自治公民館、公共施設の整備計画というのがあると思うのですが、

おおむねあと何年ぐらいしたら建て替えする計画だったのですかね。ちょっとその

あたりお聞きしたいのですが、総務企画課長わかりますか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 各自治公民館につきましては、行政財産という扱いに

なっておりまして、各担当課が管理をするということになっておりますが、当初行

政財産ですので、ある特定の目的用途に使う財産であるということで、補助金とか

起債等を活用して入れたものだというふうには思いますけれども、現在もそれが年

数を過ぎたとは思うんですが、古いほうはそういったところで、まだそういう運用

体制といいますか、そういうふうになっております。今後、古い建物等がきていま

すのでこの建て替え等についても細々としたところはやっているんですが、今後は

防災面で自主防災組織をお願いして、避難所という位置付けはすでにされておりま

すので、そういったところから奄振の交付金を活用した防災拠点施設という位置付

けで、今後順次整備できたらというふうに考えます。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） この自治公民館のまず町民も含めて、私たちも疑問に思うこと

は、誰もが気づくのですが、自治公民館と言いながらそれぞれ名称が違うわけです

よね。そして、国の所管も違えば、役場の所管も教育委員会だったり町民福祉課

だったり違うわけですよ。そういうところは一般町民に対して非常に理解しにくい

というか、我々自身もですが、ちょっとなじめない部分があるわけですよね。場所

によっては青少年センターあたり、へき地保健福祉館だったり、生活館だったり児

童館だったりするわけですよ。ですから、今度しっかり建て替えの際には一定の補

助事業、例えば一つは教育委員会だったり厚労省だったりということにならないよ
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うに、できたらこれは希望的な観測ですが、一貫した名前の事業が導入してできれ

ば統一された名称の事業で整備ができたら、名前も同じように難しい名前を使うの

ではなくて、例えば古里自治公民館とか、茶花自治公民館とかいう名前でもって

堂々と何でもできるような形にすれば、もっとなじめる拠点として使えるのではな

いかなというそういった印象を持つわけですが、今、総務企画課長は運営面を

ちょっと話されました。実はちょっと触れられたように、災害の際には避難施設に

なっているわけですよね。避難施設として使わざるを得ないところがあるわけです。

ところが、現実はかなり老朽化が進んできて、例えばドアの部分が危ないとか、あ

るいは雨戸の部分が全く動かないとかそういったケースがどんどん出てきて、毎年

のように補修が続いている状態だと思うんですよね。古くなると車もそうですけど、

どんどん補修費がかさんできて結局トータルすると建て替えたほうがいいというこ

とになっちゃうんですよね。また、建て替えをしなくちゃいけないという時期にき

ています。それぞれの耐用年数が数十年過ぎていますのでね。ですから、町として

は建て替えの整備計画をしっかりつくっていただいて、必要な部分についてはリ

フォームをすれば済む部分もあるでしょうけど、そこをしっかり調査していただい

て、各９つの自治公民館がしっかり足並みを揃えて、きれいに新しい出発ができる

ような形に、名称まで含めてできれば理想的かなと考えますが、副町長いかがです

かね。私の考え方。これからの計画の考え方。答弁を求めたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） まさしくそう思っております。建設の段階ではそれぞれの目

的があって、集計をしてみましたら福祉館が３カ所、児童館が１カ所、そして青少

年センターという名前が３カ所まちまちになっていて、建設の事業主体のただ分か

れただけで現実は各集落のくみちぎの拠点施設として利用している現状でございま

す。この９つある集落の公民館をどこが一番古いのだろうと今考えましたら、一番

我が集落西区集落が、我々高校２年のときにちょうど高校の体育祭のときに火事を

して、木造の家屋から与論町で初めてコンクリートの自治公民館ができたわけなの

ですが、大変今ありがたいな。建て替えるのであったら、我が西区のほうから今度

はぴしゃっとした公民館を建て替えて、防災面の拠点としても活用できるようなす

ばらしいコミュニティセンターができればと思っています。 

御指摘ありがとうございました。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 今、西区中心の話をされましたが、足並みを揃えることが一番

大事ですので、建て替えの時期はそれぞれ財政的な事情も当然出てきますから、最

初は西区から手を付けるのも、それはまた調査してみれば自ずと答えが出る話です
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ので、そのような形でよろしいかと思います。茶花が一番新しいのかなと思うので

すが、例えば全集落建て替えるのに４、５年ぐらいかかるのかもしれませんが、そ

ういった計画をしっかり立てていただいて、早め早めに避難所として指定しながら、

避難所から先に台風で壊れたりしたらとんでもないことになりますので、しっかり

避難所としてのニーズにも対応できるような、そういった整備をしっかりやってい

ただきたい。また、先ほども申し上げましたように、９つの集落のコミュニティー

活動の中心ですので、そこがしっかり名称が堂々と○○自治公民館とちゃんと名乗

れるような形で、表看板もそういうふうにできるように、そういった方向でしっか

り名称も通していただいて、これから行政というのはコミュニティー組織と連動し

てやっていかなくては、行政は太刀打ちできませんので、コミュニティー組織とい

うのは非常に重要です。文書配分のときもいろいろ出ていましたが、そもそもコ

ミュニティーがしっかりしているところは文書配分についてもそんな難しいことは

ないんですよ。コミュニティー活動がしっかりできるように行政がリードをしてい

きながら、集落の自治活動が楽しく朗らかにできるような方向に持っていくために

も、拠点の施設をしっかり整備計画を立ててやっていただきたいと思います。町長

から最後に、コミュニティー施設の整備について、取り組みの御覚悟についてお聞

きしたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。この各集落の公民館につきましては、

前の山一郎町長のときにもいくつか手掛けていたようでございまして、その経緯に

ついてはそれぞれの補助の下りるところを探してやっていたという話もお聞きいた

します。一括して同じところで事業ができればそれに越したことはございませんし、

また避難所としての活用も今後出てくるわけですので、そういうことも考えながら

していかなければならないと思います。ただし、今与論町としては限られた財政の

中で、次々といろいろなこのハード事業が目白押しで計画を立てていますので、こ

の各集落の公民館につきましても、いろいろと強度の検査をしながら、順次また計

画に入れて頑張っていきたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４３号、与論町古里青少年センターの指定管理者の指定につい

てを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号、与論町古里青少年センターの指定管理者の指定につ

いては可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２２ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度与論町 

一般会計補正予算（第４号）） 

○議長（福地元一郎君） 日程第２２、承認第４号「専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和２年度与論町一般会計補正予算（第４号））」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 承認第４号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年

度与論町一般会計補正予算（第４号））について提案理由を申し上げます。 

老人福祉費を与論町一般会計補正予算第４号として専決処分いたしました。 

歳入としまして、財政調整基金繰入金４４万６０００円を追加しております。歳

出としまして、後期高齢者医療特別会計操出金４４万６０００円を追加しておりま

す。歳入歳出予算にそれぞれ４４万６０００円を追加し、一般会計予算総額５０億

６２６万４０００円となっております。 

御審議され、承認していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

８番。 

○８番（野口靖夫君） 総務企画課長にお聞きします。財政調整基金が非常に心配に

なっているのですけれども、どうですか、今現在で基金はいくらぐらい残高があり



 

（162） 

ますか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 現在、当初から第５号補正までで一般会計に繰り入れ

て財調に残っているのが６億７５９７万円となっております。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） コロナ対策での引き出しとか、そういうことで僕はそれで心配

して質問したわけなのですが、それだけ６億円財政調整基金の残高があるというこ

とは、ある程度総務企画課長としてはそれまで心配していない。どうですか、そこ

ら辺の心理的なことお聞きしたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 非常に微妙な感じなのですが、そうですね、私として

は今後が少し心配はします。今現在としてはそれほどでもないと思うのですが、今

後いわゆる国の二次補正とか、いろいろな大きな財政支出が伴ってきておりますの

で、やはり地方交付税は憲法で保障されていますが、補助金関係とか交付金関係が

ちょっと心配しています。それからいろいろ公共施設も取り壊しをしていく建物が

結構あるということと、今建っている建物、例えばし尿処理施設もですけど、給食

センターとか中央公民館、学校、そういったところでまた建て替えが必要なところ

もあったりして、今後やはり基金を積み立てて運用していかないと、整備計画に

沿った執行ができなくなるのではないかということで、ちょっと心配はしていると

ころです。 

○議長（福地元一郎君） ８番。 

○８番（野口靖夫君） 私は、あえてなぜこれを質問するかと言いますと、昨日の一般

質問を聞いていても、お金を例えばこれはもうそれぞれの各議員の政策あるいは考

え方で質問するわけだから、それに対してそれは何だかんだ言うことではなくて、

私が考えることはあまりばらまきはやめて、例えば農業がどうなっている、漁業は

どうなっている、畜産はどうなっているという、実態を把握して、明日の農業政策

はどうあるべきか。そうすることによって復活できるのではないか、そういうこと

に僕は使うべきだと思って、昨日は主眼において質問したわけです。 

だから、金があるから、国から入るから、確かに国から入るのはありがたいわけ

ですよ。だけども財政調整基金まで取り崩して、ほかの市町村がやっているからば

らまきしようということではなくて、それなりに生活が困窮されているから生活支

援のためにあるわけですが、基本的にはね。それは総務企画課長もそう考えておら

れるかと思います。町長もそうだと思います。あれば袖を振れますよ。無い袖は振

れません。だから私が一番申し上げたいことは、基本的に申し上げたいことは、明
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日の農業はどうあるべきか、明日の漁業はどうあるべきか。その方々も希望を持て

るような政策で、金を使っていただきたいということで申し上げているのです。そ

うしないと、先ほど総務企画課長が言われたように明日何が起きるかわかりません。

第２波、第３波のコロナがまた発生するかもしれません。だからそういうこともあ

り得るから、やはり今我々がとるべきことは、もちろんそれに備えてでもあるのだ

けれども、困窮している者を生活支援ということでばらまきで５万円とか、５,０

００円とか、１万円とか。地方自治体はそれだけの財源、それはそんなことをし

とったら吹っ飛んでしまいますよ。潰れてしまう。だから、本当にみんなが将来に

向かって希望の持てるような政策をとっていただきたいということから、この財政

調整基金を心配して質問したわけなのです。総務企画課長、どう思われますか。今

私が申し上げたこと。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 私も野口議員と同じような考え方になるかと思います

けど、やはり一斉に全町民を対象にした交付金という手も、経済対策と言えるとは

思いますけれども、やはり一番大きく影響を受けた島内のいろいろな産業、そう

いったところにもっとそこを手厚くしていくということが大事じゃないかなと思い

ますので、いろいろほかの市町村ではいろいろありはしますけれども、小さい自治

体で財源の乏しいと言いますか、そこは重点化というか、焦点をちょっと変えてい

く必要があるのではないかと、同感で思っております。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。承認第４号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第４号については、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、承認第４号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年度与論

町一般会計補正予算（第４号））を採決します。 
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お諮りします。本件は、承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第４号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年度与

論町一般会計補正予算（第４号））は承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２３ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度与論町 

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）） 

○議長（福地元一郎君） 日程第２３、承認第５号「専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和２年度与論町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号））」を議題とし

ます。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年

度与論町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号））についての提案理由を申し

上げます。 

令和２年度与論町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号を専決処分いたしまし

た。 

歳入としまして、一般会計繰入金４４万６０００円を計上しております。歳出と

しまして、前年度繰上充用金４４万６０００円を計上しております。 

御審議され、承認していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（沖野一雄君） この専決処分は繰上充用ですので、素直にそうですかと言って

何もなく承認するのもちょっとあれですので、お尋ねをしてみたいと思います。ま

ず、この後期高齢者医療の特別会計の補正予算ですが、専決は５月２９日に専決を

行ったということで、その４日前の５月２５日には臨時議会があったわけですが、

その際にはこの臨時議会のときの会期中には出せなかった理由があるのですかね。

時期が遅れて専決になってしまったところの細かい説明を町民福祉課長お願いしま

す。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） まさに議員がおっしゃるとおりでございまして、大変
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恐縮なのですが、ぎりぎり年度末の締めを計算した中において、赤が出ていること

がわかりまして、臨時議会のほうに間に合わなかったということで大変申し訳ござ

いません。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） 予算編成は特別会計、一般会計全てですが、赤字で決算をくく

るわけにはいかないのですね。だから繰上充用というのは、いわゆる会計年度独立

の原則の例外なわけですよね。赤字を出して予算をくくるわけにはいかないものだ

から、決算に備えての非常手段としての措置が繰上充用なわけです。かつては国保

が毎年のように赤字で繰上充用していましたけど、この後期高齢者医療特別会計の

繰上充用というのは、確か初めてじゃないですかね。ですから、前例のない初めて

の繰上充用ということになります。どこに問題があるのかというところは、私が想

像するに４４万６０００円足りなかったということですよね。一方じゃ、一般会計

繰入金というのはトータルではいくらでみていたのですかね。要は一般会計からの

繰り入れというのは、当然毎年のようにあるわけですけれども。４４万６０００円

ですので、約４５万円、あるいは５０万円ぐらい余分に一般会計から繰上予算を計

上してあれば足りたわけですよ、こういった措置をしなくても。ですから、あまり

にもぎりぎりで予算編成をしすぎて、結局年度末に来てこういう非常手段を取らざ

るを得ないという結果になったわけですよね。ですから、しっかり医療費の伸びと

かいろいろなものを勘案して、歳入の見込みが４５万円ぐらい足りなかったという

ことですが、ここをしっかりもうちょっと余裕を持って一般会計からしっかり３月

議会あたりでしっかり見込んで、もうちょっと余裕をもって繰入金を計上してあれ

ば、こういうことをしなくてよかったわけですよね。そこのところを反省も含めて、

来年度からあまりにもぎりぎりで歳入を見込まないように正確に補足しながらです

から、ちょっと余裕をもって総務企画課長と町民福祉課長連携しながら予算編成を

していくというのが正しいやり方だと思うんです。私の提案ですよ。ですから繰上

充用というのは非常措置ですのでそこをしっかり自覚していただいて、総務企画課

としっかりと連動して、来年以降気をつけていただきたいと思います。町民福祉課

長どうですか。 

○議長（福地元一郎君） 田畑町民福祉課長。 

○町民福祉課長（田畑文成君） 御指摘ありがとうございます。前年度の予算を計上し

ていく中で、実際、一般会計から事務費とかを繰り入れさせていただいているので

すが、その事務費の中でその事務費の繰り入れが漏れていたということで、大変恐

縮ですけれども、またそういうことがないように気をつけてまいりたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 
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○２番（沖野一雄君） あわせて総務企画課長からもコメントを確認したいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 後期高齢者医療特別会計のみならず、ほかの特別会計

多々あるわけですが、その辺しっかりと財政運営についても連携をとりながら進め

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。承認第５号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第５号については、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年度与論

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号））を採決します。 

お諮りします。本件は、承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年度与

論町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号））は承認することに決定いたしま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２４ 同意第１号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（内野豊信） 

 日程第２５ 同意第２号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（山本池富） 

 日程第２６ 同意第３号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（原田新一

郎） 

 日程第２７ 同意第４号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（遠山和歌

子） 

 日程第２８ 同意第５号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（保喜久男） 

 日程第２９ 同意第６号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（長尾さと
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み） 

 日程第３０ 同意第７号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（白石茂一） 

 日程第３１ 同意第８号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（白尾憲雄） 

 日程第３２ 同意第９号 与論町農業委員会委員の任命の同意について（山下みど

り） 

○議長（福地元一郎君） 日程第２４、同意第１号から日程第３２、同意第９号までの

「与論町農業委員会委員の任命の同意について」は一括議題とします。 

本件について提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 同意第１号から第９号、与論町農業委員会委員の任命の同意に

ついて提案理由を申し上げます。 

与論町農業委員会委員の任命について、農業委員会等に関する法律第９条及び与

論町農業委員会の委員の推薦を求め及び募集に関する要綱に基づき、委員候補者の

募集を行った結果、定員９名に対して同数の応募がありました。 

選考につきましては、与論町農業委員候補者選考委員会設置要綱に基づく審議が

なされ、９名の候補者は人格、識見ともに優れ、かつ農業行政に理解があり、委員

に適任であると考えております。また、任期は３年間であります。 

同意第１号は、内野豊信氏です。 

同意第２号は、山本池富氏です。 

同意第３号は、原田新一郎氏です。 

同意第４号は、遠山和歌子氏です。 

同意第５号は、保喜久男氏です。 

同意第６号は、長尾さとみ氏です。 

同意第７号は、白石茂一氏です。 

同意第８号は、白尾憲雄氏です。 

同意第９号は、山下みどり氏です。 

以上９名を農業委員に任命したく、御同意賜りますようお願い申し上げ提案理由

の説明といたします。 

○議長（福地元一郎君） 提出者の説明を終わります。 

これから同意第１号から同意第９号までの質疑を行います。質疑はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。同意第１号から同意第９号までは、会議規則第３９条第２項の規
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定によって、委員会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、同意第１号から同意第９号までについては、委員会付託を省略する

ことに決定しました。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、同意第１号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（福地元一郎君） 起立多数です。 

したがって、同意第１号、与論町農業委員会委員の任命については、同意するこ

とに決定しました。 

これから、同意第２号、与論町農業委員会委員の任命の同意について採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（福地元一郎君） 起立多数です。 

したがって、同意第２号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第３号、与論町農業委員会委員の任命の同意について採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（福地元一郎君） 起立多数です。 

したがって、同意第３号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第４号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま
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す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（福地元一郎君） 起立多数です。 

したがって、同意第４号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第５号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（福地元一郎君） 起立多数です。 

したがって、同意第５号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第６号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（福地元一郎君） 起立多数です。 

したがって、同意第６号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第７号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（福地元一郎君） 起立多数です。 

したがって、同意第７号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第８号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は
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起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（福地元一郎君） 起立多数です。 

したがって、同意第８号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

これから、同意第９号、与論町農業委員会委員の任命の同意についてを採決しま

す。 

この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（福地元一郎君） 起立多数です。 

したがって、同意第９号、与論町農業委員会委員の任命の同意については、同意

することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３３ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見をもとめることについて 

（喜村雅子） 

○議長（福地元一郎君） 日程第３３、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を

もとめることについて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見をもとめることに

ついて提案理由を申し上げます。 

人権擁護委員法第９条により令和２年１２月３１日をもって、人権擁護委員の任

期が満了となります。これに伴い人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護

について理解のある喜村雅子氏を推薦したいので、議会の意見を求めます。 

御審議の上、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。諮問第１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見をもとめることについて

を採決します。 

お諮りします。本件は、適任と認めることについて御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見をもとめることについ

ては、適任と認めることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３４ 選挙管理委員及び同補充員の選挙 

○議長（福地元一郎君） 日程第３４、選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定に

よって、指名推選にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決定しました。 

選挙管理委員には、岩村中里君、港沢勝君、町永建身君、田畑豊範君、以上の方

を指名します。 

お諮りします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員の当選人と定めること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 
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したがって、ただいま指名しました岩村中里君、港沢勝君、町永建身君、田畑豊

範君、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

選挙管理委員補充員には、池田美知博君、酒勺徳雄君、林英登樹君、富士川浩通

君、以上の方を指名します。 

お諮りします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員補充員の当選人と定め

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました池田美知博君、酒勺徳雄君、林英登樹君、富

士川浩通君、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されました。 

次に、補充の順序についてお諮りします。補充の順序はただいま議長が指名しま

した順序にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、補充の順序はただいま議長が指名した順序に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（福地元一郎君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

次は、６月１９日本会議でありますが、日程の都合により、特に午後３時３０分

に繰り下げて開くことにします。定刻まで御参集願います。 

本日は、これで散会します。お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後１１時４５分 
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令和２年第２回与論町議会定例会会議録 

令和２年６月１９日（金曜日）午後３時３０分開議 

 

１ 議事日程（第３号） 

  開議の宣告 

  第１ 議案第４４号 報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

  第２ 議案第４５号 ゆんぬ体験館の指定管理者の指定について 

  第３ 議案第４６号 与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセンター」の指定管

理者の指定について 

  第４ 陳情第 ２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を図

るための、２０２１年度政府予算に係る意見書採択の陳情に

ついて（総務厚生文教常任委員長報告） 

  第５ 陳情第 ３号 増木名２号線（仮称）の早期改良舗装整備について（環境経

済建設常任委員長報告） 

  第６ 発議第 １号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を図

るための、２０２１年度政府予算に係る意見書の提出につい

て（髙田議員ほか２人提出） 

  第７ 共同墓地調査検討特別委員会報告の件（共同墓地調査検討特別委員長） 

  第８ 議員派遣の件 

  第９ 閉会中の継続審査・調査について 

総務厚生文教常任委員会、環境経済建設常任委員会、広報常任委員会、議会

運営委員会 

 

２ 出席議員（１０人） 

  １番 遠 山 勝 也 君      ２番 沖 野 一 雄 君 

  ３番 川 村 武 俊 君      ４番 林   敏 治 君 

  ５番 髙 田 豊 繁 君      ６番 町   俊 策 君 

  ７番 大 田 英 勝 君      ８番 野 口 靖 夫 君 

  ９番 林   隆 壽 君     １０番 福 地 元一郎 君 

 

３ 欠席議員（０人）      欠員（０人） 

 

４ 地方自治法第１２１条による出席者（１８人） 

町    長 山   元 宗 君  副 町 長 久 留 満 博 君 
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教 育 長 町 岡 光 弘 君  総務企画課長 沖 島 範 幸 君 

会計管理者兼会計課長 大 角 周 治 君  税 務 課 長 武 東 真奈美 君 

町民福祉課長 田 畑 文 成 君  環 境 課 長 白 尾 与志一 君 

農業委員会事務局長 久 野 泰 司 君  産業振興課長 山 下 哲 博 君 

商工観光課長 松 村 靖 志 君  建 設 課 長 町 本 和 義 君 

教育委員会事務局長 田 畑 博 徳 君  教育委員会生涯学習課長 朝 岡 芳 正 君 

水 道 課 長 仁  和 男 君  与論こども園長 富士川 智恵美 君 

茶花こども園長 富   千加代 君  那間こども園長 龍 野 勝 志 君 

 

５ 議会事務局職員出席者（２人） 

事 務 局 長 川 上 嘉 久 君  書    記 池 田 レ ミ 君 
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開議 午後３時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（福地元一郎君） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 議案第４４号 報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（福地元一郎君） 日程第１、議案第４４号「報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第４４号、報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の提案理由を申し上げます。 

   この改正は、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の改正により投票管

理者等の交代制が可能となったことに伴い、報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（沖野一雄君） ちょっと細かい点を２点だけお伺いします。 

１点目は、時間を定めて選任するという交代制としたときはということですが、

想定する具体的な時間の割り振りというか、例えば午前と午後とかを投票管理者、

立会人の勤務時間というのは、朝７時前から準備されて７時から夜の７時、８時で

すよね。２分の１の半日ということであれば理解しやすいのですが、場合によって

は３人で交代することも出てくるのか。想定される具体的な時間の割り振りそう

いったところをちょっとお聞かせいただければと思います。それが１点目。 

２点目は、例えば２人であれば問題ないのでしょうが、３人とか場合によっては

何か２人目が都合悪くて３人目も出てきたというときに、端数処理ということが出

てきたりしないかと余計な心配をするんですけど。細かいのですが、そのあたりの

考え方、説明を求めたいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 沖島総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） お答えいたします。 

まず、時間の割り振りについての想定なのですが、現在投票管理者とあと投票立

会人が２人でやっていますが、例えば投票管理者が、朝８時半から夜の８時まで長
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時間にわたる勤務ということで、そういった中で交代制が公職選挙法で改正された

ことに伴いまして、今回与論町報酬条例を改正するわけなのですが、想定としまし

ては、事前に選挙管理委員会の中で半日にするのか、それとも例えば何対何とかそ

ういう時間単位でその都合でできるように設定することができますので、それは委

員の中でまたどうした対応をとるのかというのは、今後協議してやっていくことに

なるかと思います。 

それから、端数についてなのですが、これについては労基法に基づいて取り扱っ

ておりますので、今回、こちらの端数処理については特に明記していないところで

す。 

以上です。 

○２番（沖野一雄君） わかりました。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４４号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４４号、報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号、報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 議案第４５号 ゆんぬ体験館の指定管理者の指定について 

○議長（福地元一郎君） 日程第２、議案第４５号「ゆんぬ体験館の指定管理者の指定
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について」を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第４５号、ゆんぬ体験館の指定管理者の指定についての提

案理由を申し上げます。 

ゆんぬ体験館の指定管理者の指定については、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定に基づき、公の施設の効率的・効果的な管理を図るために、施設の管理者の

再指定を行い、基本協定書の変更を行うものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

３番。 

○３番（川村武俊君） 以前お聞きしたのは、例えば修学旅行生、あと島内の小中高の

学生の活用の場ということにしたいということで言われていたのですが、現在、島

外から来られた修学旅行生とか、島内の小中高生の活用というのは何人ぐらいか、

延べ人数でいいのですが、何人ぐらいの活用が行われているのかお聞きしたいと思

います。いかがですか。 

○議長（福地元一郎君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

数字はちょっと今書類を持ってきていないので、はっきりは申し上げられません

けれども、昨年は、修学旅行等が台風とかで減っております。与論町内の子どもた

ちには免除申請というので提出されておりまして、収入のほうはちょっと入ってな

いところです。 

○３番（川村武俊君） 以上です。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４５号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４５号については、委員会付託を省略することに決定しまし
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た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４５号、ゆんぬ体験館の指定管理者の指定についてを採決しま

す。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４５号、ゆんぬ体験館の指定管理者の指定については可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第４６号 与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセンター」の指定

管理者の指定について 

○議長（福地元一郎君） 日程第３、議案第４６号「与論町観光開発拠点施設「サザン

クロスセンター」の指定管理者の指定について」を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第４６号、与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセン

ター」の指定管理者の指定についての提案理由を申し上げます。 

与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセンター」の指定管理者の指定について

は、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、公の施設の効率的・効果的

な管理を図るために、施設の管理者の再指定を行い、基本協定書の変更を行うもの

です。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（福地元一郎君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（沖野一雄君） お尋ねをいたします。サザンクロスセンター、先ほど議決され

たゆんぬ体験館もですが、この２つ、与論観光の１つの目玉と言いますか、拠点施

設として与論の観光振興に大いに貢献していただきたいということで、役場の直営

から観光協会のほうに指定管理をお願いするという形になって、大いに貢献を期待

しているわけですが、ちょっと気になる点も１つありますので確認をさせていただ
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きたいと思います。 

具体的に、例えばサザンクロスセンターも少し老朽化しているところもありま

す。そういったことでこれからのこともありますが、この指定管理の委託契約期間

中に修理が発生した場合、その修理の費用の負担というのはどういう規定になって

いるのでしょうか。そこをちょっと確認したいと思います。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） 今の委託料で、主に使われている予算は、エレベーターの維

持管理費と光熱費関係です。館内の老朽化に伴っていろんな施設の修繕が伴うわけ

なのですが、単品で１０万円以上の修理につきましては、行政側と相談をして修理

します。それ以下につきましてはこの運営費の中で、あるいは売上経費の中で落と

していくということで、申し合わせをしてあります。しかし、売上がまた今回みた

いな新型コロナの影響で落ちることが予想されますので、今後維持管理費について

は御相談をしながらまた進めていければと思っています。 

以上です。 

○議長（福地元一郎君） ２番。 

○２番（沖野一雄君） ただいまの説明ですと、１０万円以上になれば役場側が相談の

上ですが、基本的には負担するということはわかりました。では１０万円に満たな

い分については、無条件で委託先の観光協会が修繕するということになろうかと思

いますが、具体的には思い出すとサザンクロスセンターは数年前のすごい強い台風

のときに、屋根の一番外側の窓の部分が壊れて大変な修理が出たわけですが、ああ

いったものについては、当然役場側が修理を行うというのは理解できるわけです

が、１０万円以下の実際の細かい修理の事例というのが発生していますでしょう

か。あわせてお伺いします。 

○議長（福地元一郎君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） ここ数年については、いくらというふうには見ておりません

が、簡単なものは照明器具の取り替えとか、あと１階部分にあります展示品なんか

の棚の作り替えとか、そういった分の材料費とか軽微なものについては、この経費

の中でみてもらうというのが原則です。 

○２番（沖野一雄君） わかりました。 

○議長（福地元一郎君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４６号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 
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御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４６号、与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセンター」の

指定管理者の指定についてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号、与論町観光開発拠点施設「サザンクロスセンター」

の指定管理者の指定については可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 陳情第２号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を図

るための、２０２１年度政府予算に係る意見書採択の陳情に

ついて（総務厚生文教常任委員長報告） 

○議長（福地元一郎君） 日程第４、陳情第２号「教職員定数改善と義務教育費国庫負

担制度２分の１復元を図るための、２０２１年度政府予算に係る意見書採択の陳情

について」を議題とします。 

総務厚生文教常任委員長報告を求めます。 

５番。 

○５番（髙田豊繁君） ただいま議題となり、当委員会に付託されました「陳情第２

号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を図るための、２０２

１年度政府予算に係る意見書採択の陳情について」の審査の経過と結果を御報告い

たします。 

当委員会は、６月１６日火曜日、午後３時から与論町議会委員会室で全委員出席

のもと、審査しました。 

本陳情の要旨は、昨今のコロナ感染症関連による学校の休業措置に伴う学びの保

障や心のケア、感染症対策等の問題に加え、貧困、いじめ、不登校問題等の問題対

策や課題も山積している中にあって、子どもたちの豊かな学びを実現するための教

材研究や授業準備の時間を十分に確保できず、学校現場での困難な状況に対し、現
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行の教職員の加配措置方式ではなく、抜本的な定数改善計画に基づいた教職員定数

改善対策を求めるものです。 

また、現行の義務教育費３分の１国庫負担制度では、地方自治体の財政的負担の

問題や人的配置の問題を発生させ、自治体間の教育格差が生じることとなることか

ら、国の関係機関に対し２０２１年度の義務教育費２分の１国庫負担制度への復元

によって、子どもたちが全国どこの地域においても一定水準の教育が受けられるよ

うな対策を求めるものです。 

このような観点から、当委員会は豊かな子どもたちの学びを保障するためには、

当該陳情の要旨は必要不可欠であるとの結論に至り、全会一致で採択すべきものと

決定いたしました。 

以上で、当委員会に付託されました陳情の審査の経過と結果についての報告を終

わります。 

○議長（福地元一郎君） 総務厚生文教常任委員長報告を終わります。 

総務厚生文教常任委員長報告に対する質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 質疑なしと認めます。これで総務厚生文教常任委員長報告に

対する質疑を終わります。 

これから、陳情第２号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元

を図るための、２０２１年度政府予算に係る意見書採択の陳情について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、陳情第２号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元

を図るための、２０２１年度政府予算に係る意見書採択の陳情についてを採決しま

す。 

この陳情に対する委員長報告は、採択です。 

お諮りします。この陳情は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第２号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復

元を図るための、２０２１年度政府予算に係る意見書採択の陳情については、採択

することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第５ 陳情第３号 増木名２号線（仮称）の早期改良舗装整備について（環境経

済建設常任委員長報告） 

○議長（福地元一郎君） 日程第５、陳情第３号「増木名２号線（仮称）の早期改良舗

装整備について」を議題とします。 

環境経済建設常任委員長報告を求めます。 

８番。 

○８番（野口靖夫君） ただいま議題となり、当委員会に付託されました「陳情第３

号、増木名２号線（仮称）の早期改良舗装整備について」の審査の経過と結果を御

報告申し上げます。 

当委員会は、６月１６日火曜日、午後２時から全委員出席のもと開催し、執行部

から産業振興課長に参与を求めて、現地調査を行った後、庁舎２階会議室で審査い

たしました。 

本農道は、陳情書の中にも記載されておりますが、里道を含む私有道路が地域の

営農・生活路線として利用されております。道路幅が狭く未舗装であることから、

大型車両等の通行や、降雨時に路面状況が悪く不具合であることが想定されます。

さらに、陳情箇所沿線の地権者の同意が得られていることも考慮しながら、陳情の

趣旨を審査した結果、全会一致で採択すべきものと決定いたしました。 

以上で、当委員会に付託されました陳情の審査の経過と結果についての御報告を

終わります。 

○議長（福地元一郎君） 環境経済建設常任委員長報告を終わります。 

環境経済建設常任委員長に対する質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 質疑なしと認めます。これで環境経済建設常任委員長報告に

対する質疑を終わります。 

これから、陳情第３号、増木名２号線（仮称）の早期改良舗装整備について討論

を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、陳情第３号、増木名２号線（仮称）の早期改良舗装整備についてを採

決します。 

この陳情に対する委員長報告は、採択です。 

お諮りします。この陳情は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第３号、増木名２号線（仮称）の早期改良舗装整備について

は、採択することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 発議第１号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を図

るための、２０２１年度政府予算に係る意見書の提出につい

て（髙田豊繁議員ほか２人提出） 

○議長（福地元一郎君） 日程第６、発議第１号「教職員定数改善と義務教育費国庫負

担制度２分の１復元を図るための、２０２１年度政府予算に係る意見書の提出につ

いて」を議題とします。 

本案について趣旨説明を求めます。 

５番。 

○５番（髙田豊繁君） 発議第１号、提出者、与論町議会議員、髙田豊繁。賛成者、与

論町議会議員、野口靖夫、同じく、与論町議会議員、大田英勝。 

「教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を図るための、２０２

１年度政府予算に係る意見書」を、別紙のとおり与論町議会会議規則第１４条の規

定により提出します。 

提案理由を申し上げます。 

学校現場では、新学習指導要領への対応をはじめ、貧困やいじめ、不登校など解

決すべき課題が山積する中、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国

で一斉臨時休業が行われ、再開する学校、休業が延長された学校、再休業に入る学

校などがあり、学びの保障や心のケア、感染症対策等不断の努力を続けておりま

す。子供たちの豊かな学びを実現するためには、現行の教職員の加配措置方式では

なく、抜本的な定数改善計画に基づいた教職員定数改善が望まれております。 

また、義務教育費国庫負担制度については、国庫負担率が２分の１から３分の１

に引き下げられたままで、厳しい財政状況の中、自治体間で教育格差が生じており

大きな問題となっております。 

一人一人の子供に丁寧な対応を行うためには、教職員定数改善が必要であり、教

育の機会均等と一定水準の教育の維持向上のための財源確保として、義務教育費国

庫負担制度の負担割合を２分の１にすることが求められております。 

このため、地方自治法第９９条の規定により国会及び関係行政庁に意見書を提出

しようとするものです。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（福地元一郎君） 趣旨説明を終わります。 
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これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。発議第１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 討論なしと認めます。 

これから、発議第１号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元

を図るための、２０２１年度政府予算に係る意見書の提出についてを採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第１号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復

元を図るための、２０２１年度政府予算に係る意見書の提出については、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 共同墓地調査検討特別委員会報告の件（共同墓地調査検討特別委員長） 

○議長（福地元一郎君） 日程第７、共同墓地調査検討特別委員会報告の件を議題とし

ます。 

共同墓地調査検討特別委員会の調査の経過と結果についてを報告したいとの申出

があります。 

お諮りします。本件は申出のとおり報告を受けることにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、共同墓地調査検討特別委員会の調査の経過と結果について報告を受

けることに決定しました。 

共同墓地調査検討特別委員長の発言を許します。 
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９番。 

○９番（林 隆壽君） 共同墓地調査検討特別委員会報告。共同墓地調査検討特別委員

会の調査の経過と結果について御報告申し上げます。 

本町では、少子高齢化等により、お墓の継承者がなく放置されて無縁墓地化し、

荒廃するお墓が散見されていることや、島外から移住された方々の墓地取得の問題

など、墓地の管理運営等について将来を不安視する声が住民に広がっていることか

ら、昨年、町行政による墓地の実態調査アンケートが実施されました。 

このアンケート調査結果の「将来的に共同納骨堂が必要であるか」との設問に対

し、５５.８４％の住民が必要であると回答されていることを受け、町議会におい

ても、将来的なお墓のあり方について議会独自に調査検討し、提言を行っていく必

要があるとの判断から、当委員会は令和元年９月定例会において設置され、以来８

回の委員会を開催いたしました。 

最初に、調査の経過について申し上げ、次に共同墓地（納骨堂）の整備について

の提言を申し上げます。 

まず、調査の経過について申し上げます。 

第１回目の委員会は令和元年１０月９日水曜日に開催し、共同墓地調査検討特別

委員会設置の目的、調査項目、活動工程等について各委員の意見を集約しました。 

第２回目の委員会は、１０月３０日水曜日に開催し、共同墓地について調査検討

するに当たっては、議会独自で先進地の視察調査が必要であるとの結論に達し、調

査地や日程について検討を行い、次のとおり決定しました。 

まず、令和２年１月２８日に、鹿児島市で開催される議員研修会終了後の２９日

に鹿児島市営東谷山納骨堂・小松原納骨堂の２カ所の調査並びに令和２年４月に新

年度予算確保の後、沖縄県の公営共同墓及び沖縄県南城市の大里メモリアルパーク

と中城村にある中城メモリアルパークを調査することに決定しました。 

第３回目の委員会は、１２月９日月曜日に開催し、調査日程の検討と調査項目の

検討を行い、その際に、鹿児島市においての調査地について、公益財団法人新生田

上霊園を追加いたしました。調査項目については、①公営、民営などについて、②

共同墓地の規模並びに形態について、③建設費と管理運営費の試算と耐用年数につ

いて、④管理運営の方法と手段について、⑤共同墓地（納骨堂）のメリット・デメ

リットについての５項目について検討することを決定しました。 

なお、令和２年１月２９日に行った鹿児島市営東谷山納骨堂・同小松原納骨堂・

新生田上霊園の調査内容については、３月定例会での所管事務調査報告のとおりで

す。 

第４回目の委員会は、２月２８日金曜日に開催し、所管事務調査報告書作成のた
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めの意見取りまとめ等を行い、新年度に実施予定の沖縄県での所管事務調査の日程

については、４月１２日の週に行うこととし、調査地の確定については、３月本会

議中の委員会にて決定することとしました。 

第５回目の委員会は、３月１２日木曜日に開催し、鹿児島市での所管事務調査報

告書の内容について決定し、新年度計画の沖縄県での所管事務調査については、４

月１６日から２泊３日の日程で、浦添市施設型共同墓・中城メモリアルパーク・大

里メモリアルパークの３施設を調査することに決定しました。 

第６回目の委員会は、４月１日水曜日に開催し、新型コロナウイルスの感染拡大

蔓延による世情不安の現状に鑑み、感染拡大防止のため沖縄県での共同墓に対する

所管事務調査を全員一致で中止と決定いたしました。 

第７回目の委員会は、５月２５日月曜日に開催し、これまでの調査結果を踏ま

え、共同墓地（納骨堂）の調査について、６月定例会で報告できるよう各委員の意

見を集約いたしました。 

第８回目の委員会は、６月１０日水曜日に開催し、報告の内容を検討・確認し、

集約した意見は、本会議の場で提言として報告した上で、町議会からの意見として

町長に申し入れるべきであると決定しました。 

調査の経過については、以上であります。 

次に、共同墓地（納骨堂）の必要性と整備計画策定にあたっての留意点、基本的

な方向性について提言いたします。 

まず、必要性については、①核家族化や少子化の進行。②新たなお墓の用地取得

の問題。③お墓のことで子や孫に負担をかけることなく簡素化したい高齢者の増

加。④新たなお墓の建設に伴う多額の費用負担など、将来にわたってのお墓に対す

る意識やニーズが変化していること。 

以上の４点であります。 

整備計画に当たっての留意点は、①第６次与論町総合振興計画において、共同墓

地（納骨堂）の整備について具体的に盛り込むこと。②建設費用については、島外

資本（目的別ふるさと納税制度）やクラウドファンディング等の導入を図るなど、

資金調達方法を十分検討し、町の財政負担に与える影響を十分考慮すること。 

以上の２点であります。 

基本的な方向性については、①共同墓地（納骨堂）のメリット・デメリットを十

分検討し、利用者の利便性を図ること。②納骨堂の規模及び形態については、利用

者の負担軽減等を図るために十分検討すること。③管理運営の方法等について十分

に検討すること。 

以上の３点であります。 
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以上が、共同墓地（納骨堂）整備についての提言であります。 

なお、当委員会においては、本町の将来的なお墓のあり方として共同墓地（納骨

堂）の整備についての調査を行いましたが、厚生労働省の墓地経営・管理の指針等

において「墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりが

たい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。」、「地方自治体が行

うのが望ましい理由は、墓地については、その公共性、公益性に鑑み、住民に対す

るサービスとして需要に応じて行政が計画的に供給できることが望ましいと考えら

れること、将来にわたって安定的な（破綻の可能性がない）運営を行うことがで

き、住民がより安心して利用できること。」と示されていることからも、本町の実

情に沿った適切な墓地を供給するための与論町墓地基本計画を策定し、住民が望む

サービスが提供できる墓地行政に積極的に取り組んでいただくよう重ねて提言いた

します。 

なお、提言については委員会において、本議会の意見として町長に申し入れるべ

きであると決定しましたので、議長において、町長に申し入れることをお取りはか

らいくださるようお願いいたします。 

これで、共同墓地調査検討特別委員会の報告を終わります。 

○議長（福地元一郎君） 共同墓地調査検討特別委員長の報告を終わります。 

お諮りします。ただいま共同墓地調査検討特別委員長から報告のあった提言につ

いては、本議会の意見として決定し、町長に申し入れることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、共同墓地調査検討特別委員長から報告のあった提言については、本

議会の意見として決定し、町長に申し入れることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議員派遣の件 

○議長（福地元一郎君） 日程第８、議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり派遣することに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第９ 閉会中の継続審査・調査について 

○議長（福地元一郎君） 日程第９、閉会中の継続審査・調査についてを議題としま

す。 

総務厚生文教、環境経済建設、広報常任委員会、議会運営委員会の各委員長か

ら、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申出がありま

す。 

お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（福地元一郎君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（福地元一郎君） これで、本日の日程は、全部終了しました。 

会議を閉じます。 

令和２年第２回与論町議会定例会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後４時１５分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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